
Ⅰ．水質調査項目の説明

１．現地観測項目

ここでは採水時に現地で観測する項目をとりあげました。

水温、外観、透視度、透明度の４項目です。

水温は水中に溶解している物質の化学的変化や生物の活動と密接水温

な関係があるので、水質に大きな影響を与えます。

、 、 、 、水温を測ることはその水の起源－河川水 地下水 伏流水 温泉

湖沼水、排水などを判定する要素となります。

外観とは、ガラス容器などに汲み上げた水の清濁色相の状態をい外観

います。数値で表せるものではないので単位はありません。

外観の観察によって、水の汚染の有無や含有物質を推定できる場

合もあります。

透視度は、水の中に含まれる浮遊物質やコロイド性物質などによ透視度

る濁りの程度を示す指標で、透視度計と呼ばれる下部に流出管のつ

いたメスシリンダーに水を入れ、底部の白色円板にひかれた二重十

字(黒線の太さ 、間隔 ）が識別できる限界の水の厚さを0.5mm 1mm

を１度として表したものです。1cm

透明度は、透明度板（セッキー円板）と呼ばれる直径 の白透明度 30cm

色円板を水面から識別できる限界の深さをｍで表したもので、やは

り水の濁りの程度を表す指標です。

、 。透明度は主に湖沼 海洋などの水深の大きい水域で測定されます
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２．生活環境項目

生活環境項目とは、環境基本法によって「生活環境の保全に関する環境基準」に定

められたもので、平成 ５年に新たに公共用水域における水生生物及びその生息又は1

生育環境を保全する観点から全亜鉛が追加されました。

水素イオン濃度（ｐＨ 、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ 、化学的酸素要求量（Ｃ） ）

ＯＤ 、浮遊物質量（ＳＳ 、溶存酸素量（ＤＯ 、大腸菌群数、ｎ－ヘキサン抽出物） ） ）

質、全亜鉛の８項目です。

ｐＨは、水の酸性、アルカリ性の度合いを表す指標で、水素イオン水素イオン濃

濃度の逆数の常用対数となります。ｐＨが の時中性でそれより大き度（ｐＨ） 7

いときはアルカリ性、小さいとき酸性になります。

河川水では通常 付近ですが、海水の混入、温泉水の混入、流域の7

地質（石灰岩地帯など 、人為汚染（工場排水など 、植物プランク） ）

トンの光合成（特に夏期）などにより酸性あるいはアルカリ性になる

ことがあります。

河川でのｐＨの環境基準値は類型別に定められており 「 （ある、 6.5

いは ）～ 」となっています。6.0 8.5

ＢＯＤは の略称です。溶存酸素（ＤＯ）生物化学的酸 Biochemical Oxygen Demand

が十分ある中で、水中の有機物が好気性微生物により分解されるとき素要求量

に消費される酸素の量のことをいい、普通 ℃で 日間暗所で培養（ＢＯＤ） 20 5

したときの消費量を指します。

有機物汚染のおおよその指標になりますが、微生物によって分解さ

れにくい有機物や、毒物による汚染の場合は測定できません。逆にア

ンモニアや亜硝酸が含まれている場合は微生物によって酸化されるの

で、測定値が高くなる場合があります。

ＢＯＤが高いとＤＯが欠乏しやすくなり、ＢＯＤが 以上にな10mg/L

ると悪臭の発生などが起こりやすくなります。

1mg/L河川でのＢＯＤの環境基準値は類型別に定められており 「、

以下」～｢ 以下｣となっています｡10mg/L

ＣＯＤは の略称です。水中の有機物などを化学的酸素要 Chemical Oxygen Demand

酸化剤で酸化するときに消費される酸化剤の量を酸素の量に換算した求量

ものです。ＣＯＤの測定方法にはいくつかありますが、わが国では硫（ＣＯＤ）

酸酸性で過マンガン酸カリウムにより沸騰水浴中（ ℃）で 分100 30

間反応させたときの消費量を測定する方法が用いられています。有機

物のおおよその目安として用いられますが、 価鉄や亜硝酸塩などが2

存在する場合はそれらの量も測定値に含まれます。

ＣＯＤは河川には環境基準値がなく、湖沼、海域には定められてい
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ます。

浮遊物質は の略称です。水中に浮遊又は懸濁して浮遊物質量 Suspended Solids

いる直径 以下の粒子状物質のことで、粘土鉱物による微粒子、（ＳＳ） 2mm

動植物プランクトンやその死骸、下水、工場排水などに由来する有機

物や金属の沈殿物が含まれます。浮遊物質が多いと透明度などの外観

が悪くなるほか、魚類のえらがつまって死んだり、光の透過が妨げら

れて水中の植物の光合成に影響することがあります。

河川での の環境基準値は類型別に定められており 「 以SS 25mg/L、

下」～「 以下」となっています。100mg/L

、 。溶存酸素 ＤＯは の略称で 水中に溶けている酸素の量ですDissolved Oxygen

酸素の溶解度は水温、塩分、気圧等に影響され、水温が高くなると（ＤＯ）

小さくなります。ＤＯは河川や海域の自浄作用、魚類などの水生生物

の生活には不可欠なものです。一般に魚介類が生存するためには

以上、好気性微生物が活発に活動するためには 以上が必3mg/L 2mg/L

要で、それ以下では嫌気性分解が起こり、悪臭物質が発生します。

河川での の環境基準値は類型別に定められており 「 以DO 2mg/L、

上」～「 以上」となっています。7.5mg/L

大腸菌群数は、大腸菌及び大腸菌と性質が似ている細菌の数のこと大腸菌群数

をいいます。水中の大腸菌群数は、屎尿汚染の指標として使われてい

ます。

河川での大腸菌群数の環境基準値は類型別に定められており、

「 以下」～「 以下」となっています。50MPN/100mL 5000MPN/100mL

ｎ－ヘキサン抽出物質は、ｎ－ヘキサンにより抽出される不揮発性ｎ－ヘキサン

物質の総称です。抽出物質

水中の油分を表すものとして用いられますが、ヘキサンにより抽出

されるものは、油分以外に農薬、染料、フェノールなどがあります。

油分は直接及び間接に魚介類の死を引き起こすとともに、魚介類に着

臭し、その商品価値を失わせます。

－ヘキサン抽出物質は河川には環境基準値がなく、海域に定めらn

れています。

。 、全亜鉛 亜鉛は青みを帯びた銀白色の金属です 自然界に広く分布しており

、 。地殻中に約 海水中には約 リットル含まれています70mg/kg 0.004mg/

主な用途としては、鉄製品のメッキ、乾電池の陰極、合金等がありま

す。

生体必須元素の つですが、大量に摂取すると呼吸器や消化器に障害1
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を起こします。

亜鉛の汚染源としては、鉱山排水、金属製品工場の排水等があげられ

ます。亜鉛はカドミウムと化学的性質がよく似ており、地球化学的に

も分布等の挙動が似ているといわれています。植物や微生物、魚類に

対してはかなり強い毒性があるため、河川、湖沼での全亜鉛の環境基

準値は類型別に定められており、全類型「 以下」となってい0.03mg/L

ます。
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３．健康項目
健康項目は、環境基本法によって「人の健康の保護に関する環境基準」に定められ

ているものです。昭和 年にカドミウム等８項目が設定されたのに始まり、平成５45

年にジクロロメタン等 項目、さらに平成 年にはふっ素、ほう素、硝酸性窒素及15 11

び亜硝酸性窒素の３項目が追加されて現在に至っています。

カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ポリ塩化ビ

フェニル（ＰＣＢ 、ジクロロメタン、四塩化炭素、 －ジクロロエタン、 －ジ） 1,2 1,1

クロロエチレン、シス ジクロロエチレン、 トリクロロエタン、 トリク-1,2- 1,1,1- 1,1,2-

ロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、 ジクロロプロペン、1,3-

チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、ほう素、硝酸性

窒素及び亜硝酸性窒素の 項目です。26

カドミウムは、青白色の光沢を持つ柔らかい金属です。地殻中カドミウム

の存在量は約 とわずかですが、亜鉛と共存する形で自（Ｃｄ） 0.02mg/kg

然界に広く分布しており、特に汚染を受けていない地表水や地下

水中にも、亜鉛の から 程度の量（約 ～ μ ）1/100 1/150 0.1 0.5 g/L

が含まれているといわれています。

主な用途としては、顔料、プラスチック、電池、金属加工等が

あります。

人体に対する毒性は強く、急性毒性では数グラムの摂取で激し

い胃腸炎を起こして死亡した例もあります。公害病として有名な

イタイイタイ病は、慢性中毒による腎機能障害、カルシウム代謝

異常に、妊娠、授乳、栄養素としてのカルシウム不足などの要因

が重なって発症した重症の骨軟化症とされています。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.01mg/L

水中のシアンは、シアンイオン（ＣＮ 、シアン化水素（ＨＣシアン（ＣＮ） －）

Ｎ 、金属シアノ錯体、有機シアン化合物等の形で存在します。）

主な用途としては、金属の精錬、電気メッキ、写真用薬品、医

薬品製造の中間体等があります。

シアンは、青酸カリ（ＫＣＮ）に代表されるように、毒性が強

く成人の経口致死量はシアン化水素で ～ 人といわれてい50 60mg/

ます。また、微量でも水生生物に障害を与えます。

環境基準値は 「検出されないこと」と定められています。、

鉛は、蒼白色のやわらかく重い金属で、地殻中の存在量は約鉛（Ｐｂ）

です。13mg/kg

古くから人類に利用されてきた金属の１つで、現在でもそのさ
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びにくさ、加工しやすさを利用して鉛管、板、蓄電池等、金属の

まま使用されるほか、その化合物も広く利用されています。

、 。人体への影響としては貧血や 中枢神経等への影響があります

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.01mg/L

クロムは、銀白色の硬くて脆い金属で、地殻中の存在量は、約六価クロム

です。（Ｃｒ（Ⅵ ）） 100mg/L

3 6 6水中のクロムは通常 価と 価の形で存在します。このうち

（ ）価クロムは主にクロム酸 ＣｒＯ や重クロム酸（ ）４
２－ Ｃｒ Ｏ2 7

２－

の形をとり、特にｐ が酸性のときは酸化力が強く、有毒です。H

主な用途としては、顔料、電気メッキ等があり、これらの廃液

や、クロム鉱さいからの浸出水による地下水汚染が報告されてい

ます。

人体への影響としては、皮膚潰瘍、鼻中隔穿孔、肺がん等があ

ります。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.05mg/L

砒素の地殻中の存在量は で多くは硫化物として産出し砒素（Ａｓ） 1.8mg/kg

ます。

海水中には μ 程度含まれていますが、一般河川にはあま2 g/L

り含まれていません。しかし、温泉水など火山地帯の地下水には

数十 の高濃度で含まれていることがあります。mg/L

砒素は昔から毒薬として知られてきましたが、現在では半導体

の原料、医薬品、農薬、防腐剤など広く利用されています。

人体への影響としては、皮膚の色素沈着、下痢や便秘等があり

ます。

砒素中毒による事故としては、乳分の安定剤への砒素混入が原

因とされる森永砒素ミルク事件（昭和 年）があります。また、30

鉱山操業時の環境汚染が原因とされる慢性砒素中毒が宮崎県土呂

久鉱山及び島根県笹ヶ谷鉱山の周辺地区で発生しています。

環境基準値は「 以下」と定められています。0.01mg/L

。総水銀 総水銀は無機水銀と次項で述べる有機水銀をあわせたものです

水銀は、銀白色で、常温では唯一の液体金属です。地殻中の存（Ｔ－Ｈｇ）

在量は約 で主に赤色硫化物である辰砂（ＨｇＳ）とし0.08mg/kg

て産出します。

水銀は古くから知られており、防腐、消毒等に使用されてきま

した。また金鉱山での金の精錬にも使用されてきました。現在で

も化学品製造、医薬品、乾電池などに使用されています。水銀化

合物中には昇こう（ＨｇＣｌ ）のように強い毒性を持つものが２
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有ります。また慢性中毒では興奮傾向、不眠といった中枢神経へ

の影響が見られます。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.0005mg/L

水銀を含む有機化合物の総称を有機水銀化合物といいますが、アルキル水銀

そのうち、水銀がメチル基（ＣＨ 、エチル基（Ｃ Ｈ ）等のア（Ｒ－Ｈｇ） ３ ２ ５）

ルキル基と結びついた物質の総称をアルキル水銀といいます。

アルキル水銀は吸収されやすく、諸臓器特に脳に蓄積して、知

覚障害、運動失調、視野狭窄等の中枢神経症害、いわゆる水俣病

を引き起こす要因とされています。アルキル水銀は無機水銀に比

べて生物による濃縮率が高く、汚染地区では魚介類に高濃度に蓄

積されているといわれています。

環境基準は 「検出されないこと」と定めています。、

ＰＣＢは粘性のある油状物質で、天然には存在しない合成有機ポリ塩化ビフェニ

塩素化合物です。ル（ＰＣＢ）

熱や酸・アルカリに対して強く、電気絶縁性が高いなど工業的

に利用度が高く、トランス油、コンデンサー、熱媒体、ノーカー

ボン紙等に広く利用されていました。

人体への影響としては、皮膚への色素沈着、消化器障害、肝障

害などがあり、ＰＣＢは脂肪組織への蓄積系が高いため、症状は

長期にわたるといわれています。また、胎盤透過性があり、乳汁

中にも排泄されるため、胎児や乳児にも障害が及ぶとされていま

す。昭和 年に西日本を中心として発生したカネミ油症事件は、43

米ぬか油の製造過程でＰＣＢが混入したことが原因とされていま

す。

環境基準は「検出されないこと」と定められています。

ジクロロメタンは揮発性有機化合物の１種で、甘い臭いをもつジクロロメタン

無色透明の液体で水に溶けやすい性質があります。（ＣＨ Ｃｌ ）２ ２

主な用途としては、塗料の剥離剤、プリント基板洗浄剤、溶剤CAS.No.75-09-2

等があります。人体への影響としては、麻酔作用や中枢神経障害

が知られています。

廃液等による地下水汚染が懸念されています。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.02mg/L

四塩化炭素は、揮発性有機化合物の１種で、無色透明の液体で四塩化炭素

不燃性です。（ＣＣｌ ）４

主な用途としては、不燃性の溶剤、ドライクリーニング用等がCAS.No.56-23-5

あります。
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人体への影響としては、肝障害、腎障害、中枢神経障害が知ら

れています。

また、オゾン破壊物質としてモントリオール議定書（ オゾン「

層を破壊する物質に関するモントリオール議定書 ）にリストア」

ップされています。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.002mg/L

ジクロロエタンは、揮発性有機塩素化合物の１種で、無色1,2-ジクロロエタ 1,2-

透明の液体です。主な用途としては塩化ビニル等樹脂の原料、フン

ィルム洗浄剤、溶剤等があります。（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）２ ４ ２

人体への影響としては、肝障害、腎障害が知られています。CAS.No.107-06-2

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.004mg/L

ジクロロエチレンは、揮発性有機塩素化合物の１種で、無1,1-ジクロロエチ 1,1-

。 、 、レン 色透明の液体です 主な用途としては 塩化ビニル等樹脂の原料

フィルム洗浄剤等があります。（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）２ ２2

人体への影響としては、麻酔作用が知られています。CAS.No.75-35-4

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.02mg/L

シス ジクロロエチレンは、有機塩素化合物の１種で、無色シス ジクロロ-1,2- -1,2-

透明の液体です。エチレン

、 、 。 、（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）２ ２2 主に用途としては 合成樹脂の原料 溶剤等があります また

シス ジクロロエチレンは、環境中においてトリクロロエチレCAS.No.156-59-2 -1,2-

ン、テトラクロロエチレン等の有機塩素化合物から脱塩素化によ

り生成されます。

人体への影響としては、麻酔作用が知られています。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.04mg/L

トリクロロエタンは、有機塩素化合物の１種で、甘い臭い1,1,1-ト リ ク ロ ロ 1,1,1-

を持つ無色透明の液体です。エタン

主な用途としては、金属洗浄剤、ドライクリーニング用溶剤等（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）２ 3 3

があります。CAS.No.71-55-6

人体への影響としては中枢神経障害が知られています。

廃液等による地下水汚染が懸念されています。また、四塩化炭

素と同様に、オゾン破壊物質としてモントリオール議定書にリス

トアップされています。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 1mg/L

トリクロロエタンは、有機塩素化合物の１種で、甘い臭い1,1,2-ト リ ク ロ ロ 1,1,2-

。 、 、 、エタン を持つ無色透明の液体です 主な用途としては 油脂 ワックス
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溶剤等があります。（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）２ 3 3

人体への影響としては、中枢神経症害と肝障害が知られていまCAS.No.79-00-5

す。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.006mg/L

トリクロロエチレンは、揮発性有機塩素化合物の１種で、無色トリクロロエチレ

透明の液体です。ン

主な用途としては、金属機械部品等の脱油洗浄、ドライクリー（Ｃ ＨＣｌ ）２ 3

ニング、香料等の抽出、染料の溶剤等があります。CAS.No.79-01-6

人体への影響としては、肝障害、腎障害、中枢神経障害が知ら

れています。

また、廃液等による地下水汚染の進行が懸念されています。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.03mg/L

テトラクロロエチレンは、揮発性有機塩素系化合物の１種で、テトラクロロエ

無色透明の液体です。チレン

主な用途としては、ドライクリーニング、溶剤等があります。（Ｃ Ｃｌ ）２ 4

人体への影響としては、肝障害、腎障害、中枢神経障害が知られCAS.No.127-18-4

ています。

また、廃液等による地下水汚染の進行が懸念されています。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.01mg/L

ジクロロプロペンは有機塩素系の農薬で、無色透明の液体1,3-ジクロロプロ 1,3-

です。農薬としては、土壌線虫専用の殺虫剤 － 剤の有効成分ペン D D

として使用されます。（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）３ 4 2

この物質は、土壌に散布するため、地下水汚染の進行が懸念さCAS.No.542-75-6

れています。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.002mg/L

チウラムは農薬で白色の固体です。チオカーバメイト系の殺菌チウラム

剤として、種子消毒、茎葉散布剤として単独で、あるいは他剤と（ ）Ｃ Ｈ Ｎ Ｓ6 12 2 4

混合し使用されています。この物質は、分解が早いため環境中でCAS.No.137-26-8

の寿命は短いと考えられます。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.006mg/L

シマジンは農薬で白色の固体です。野菜、果樹、芝生に除草剤シマジン

として用いられます。散布時期は、春秋の雑草発生前で、安定性（ ）Ｃ Ｈ ＣｌＮ7 12 5

が高い分、残留性が高くなっています。CAS.No.122-34-9

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.003mg/L
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チオベンカルブは農薬で無色の液体です。水田除草剤として用チオベンカルブ

いられ、雑草の発芽期ないし生育初期に散布します。（Ｃ Ｈ ＣｌＮ12 16

環境基準値は 「 以下」と定められています。ＯＳ） 、 0.02mg/L

CAS.No.28249-77-6

ベンゼンは揮発性有機化合物の１つで、無色透明の液体です。ベンゼン

染料・医薬品・農薬等の様々な化学品の合成原料、溶剤、抽出（Ｃ Ｈ ）6 6

剤等に広く用いられています。CAS.No.71-43-2

、 、 。人体への影響としては 白血病 再生不良性貧血等があります

ベンゼンによる事故では、昭和 年から 年にかけて大阪で32 35

ビニール履物製造作業従事者に発生した中毒事件がよく知られて

います。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.01mg/L

セレンは灰色の光沢のある固体の物質です。地殻中の存在量はセレン（Ｓｅ）

約 とわずかですが、自然界に広く存在します。0.05mg/kg

セラミックス、半導体、光電池、整流器等広い用途に使用され

ています。

セレンは生体必須元素ですが、過剰に摂取すると、中毒症状を

示します。急性中毒症状としては、粘膜刺激、頭痛や呼吸不全、

慢性中毒症状としては、皮膚や胃腸への障害、神経障害等が知ら

れています。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.01mg/L

ふっ素は淡黄色の気体で、天然には単体として存在せず、ふっふっ素

化物イオン（Ｆ ）として広く存在しています。地殻中に約（Ｆ） －

、海水中には約 含まれています。625mg/kg 1.4mg/L

主に用途としては、フッ素系樹脂等の製造原料、侵食作用を利

用したガラスのつや消し等があります。

人体への影響としては、中枢神経障害が知られています。

環境基準値は 「 以下」と定められています。、 0.8mg/L

ほう素は主にほう酸塩として存在し、地殻中に約 、海ほう素 10mg/kg

水中には約 含まれています。植物及び動物にとって必須（Ｂ） 4.5mg/L

元素です。

主な用途としては、鉄合金等の硬さ増加剤、原子炉の中性子吸

収剤、ガラスや陶器のエナメル合成、着火防止剤、燃料合成等が

あります。

人体への影響としては、中枢神経障害が知られています。

環境基準値は 「１ 以下」と定められています、 mg/L
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硝酸態窒素及び亜硝態窒素とは、硝酸塩、亜硝酸塩として含ま硝酸態窒素及び亜

れている窒素のことです。いずれも人の体内で亜硝酸イオンにな硝酸態窒素

るため、多量に人体に摂取された場合、メトヘモグロビン血症な（硝酸性窒素及び

どの障害を起こすことが知られています。亜硝酸性窒素）

環境基準値は「 以下」と定められています。10mg/L
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４．要監視項目
要監視項目は、人の健康保護に関連する物質ではあるものの公共用水域における検

出状況等から直ちに環境基準とせず、知見の集積に努めるべきものとして選定された

項目です。平成５年に 項目が設定され、その後の公共用水域等での調査結果に基25

づき、平成 年にはフッ素等３項目が環境基準に格上げされて、現在 項目がこの11 22

グループに残っています。平成 年には新たに塩化ビニルモノマー、エピクロロヒ16

ドリン、 ジオキサン、全マンガン及びウランの５項目が追加され、ｐ－ジクロロ1,4-

ベンゼンの指針値の変更、アンチモンの指針値が新たに設定されました。

クロロホルム、トランス ジクロロエチレン、 ジクロロプロパン、ｐ ジクロ-1,2- 1,2- -

ロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン（ＭＥＰ 、イソプ）

ロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル（ＴＰＮ 、プロピザミド、ＥＰＮ、ジク）

ロルボス（ＤＤＶＰ 、フェノブカルブ（ＢＰＭＣ 、イプロベンホス（ＩＢＰ 、ク） ） ）

ロルニトロフェン（ＣＮＰ 、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニ）

1,4-ッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、

ジオキサン、全マンガン、ウランの 項目です。27

クロロホルムは揮発性有機塩素化合物の１つで、無色透明の液クロロホルム

体です。（ＣＨＣｌ ）3

フッ素樹脂の原料、溶剤、抽出剤等広い用途に使用されていまCAS.No.67-66-3

す。また、水道の浄水処理過程で消毒用の塩素と有機物質が反応

し生成するトリハロメタンの成分の一つでもあります。

人体への影響としては、肝障害、腎障害、中枢神経障害があり

ます。かつては麻酔剤として用いられましたが、その毒性のため

用いられなくなりました。

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.06mg/L

トランス ジクロロエチレンは揮発性有機塩素化合物の１つトランス ジク-1,2- -1,2-

で、無色透明の液体です。ロロエチレン

、 、 、 、（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）2 2 2 主な用途としては 合成樹脂の原料 溶剤等があります また

トランス ジクロロエチレンは、環境中においてトリクロロエCAS.No.156-60-5 -1,2-

チレン、テトラクロロエチレン等の有機塩素化合物から脱塩素化

により生成されます。地下水ではトリクロロエチレンと共存して

いることが多く共に検出されます。

人体への影響としては、麻酔作用が知られています。

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.04mg/L

ジクロロプロパンは揮発性有機塩素化合物の１つで、無色1,2-ジクロロプロ 1,2-

透明の液体です。主に農薬として使われ、土壌線虫専用の殺虫剤パン
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Ｄ－Ｄ剤の有効成分として ジクロロプロペンとの混合で使用（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）３ ６ 2 1,3-

されます。その他の用途には、油脂の溶剤や、ドライクリーニンCAS.No.78-87-5

グ等があります。

人体への影響としては、粘膜刺激作用、中枢神経障害があると

いわれています。

また、廃液による地下水汚染の進行が懸念されています。

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.06mg/L

ｐ ジクロロベンゼンは揮発性有機塩素化合物の１つで、無色透p-ジクロロベンゼ -

明の液体です。ン Ｃ Ｈ Ｃｌ（ ）6 4 2

主な用途としては、防臭剤、衣服の防虫剤、化成品の原料等がCAS.No.106-46-7

あります。

人体への影響としては、粘膜刺激作用、中枢神経障害があると

いわれています。

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.2mg/L

イソキサチオンは農薬で、淡黄色の液体です。有機リン系の殺イソキサチオン

虫剤で、カイガラムシ類、リン翅目、土壌害虫等多くの昆虫類に（Ｃ Ｈ ＮＯ13 6 4

使用されます。ＰＳ）

指針値は 「 以下」と定められています。CAS.No.18854-01-8 、 0.008mg/L

ダイアジノンは農薬で、淡黄色の液体です。有機リン系の殺虫ダイアジノン

剤で、単独または他の農薬と混合で使用されます。茎葉散布剤、（Ｃ Ｈ Ｎ Ｏ12 21 2 3

土壌処理剤、くん煙剤などとして用途が広く、広範囲の害虫防除ＰＳ）

に使用されます。CAS.No.333-41-5

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.005mg/L

フェニトロチオンは農薬で、淡黄色の液体です。有機リン系のフェニトロチオン

殺虫剤で、人畜への毒性が低い農薬です。広範囲の害虫防除に使（ＭＥＰ）

用されています。（Ｃ Ｈ ＮＯ9 12 5

指針値は 「 以下」と定められています。ＰＳ） 、 0.003mg/L

CAS.No.122-14-5

イソプロチオランは農薬で、白色の固体です。稲のいもち病専イソプロチオラン

用の殺菌剤として、水面施用、地上散布、空中散布で使用されて（ ）Ｃ Ｈ Ｏ Ｓ12 18 4 2

います。CAS.No.50512-35-1

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.04mg/L

オキシン銅は農薬で、黄緑色の固体です。殺菌剤で、果樹、野オキシン銅

菜、花卉、芝草などの糸状菌病、及び細菌防除に広く使用されて（Ｃ Ｈ ＣｕＮ18 12 2
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います。Ｏ ）2

指針値は 「 以下」と定められています。CAS.No.10380-28-6 、 0.04mg/L

クロロタロニルは農薬で、白色の固体です。殺菌剤で、広範囲クロロタロニル

、 、 。（ＴＰＮ） の抗菌作用があり 園芸作物や 芝草の防除に使用されています

指針値は 「 以下」と定められています。（ ）Ｃ Ｃｌ Ｎ8 4 ２ 、 0.05mg/L

CAS.No.1897-45-6

プロピザミドは農薬で、白色結晶の物質です。芝やレタス用のプロピザミド

除草剤で、イネ科及び広葉の一年生雑草に高い除草効果がありま（Ｃ Ｈ Ｃｌ12 11 2

す。ＮＯ）

指針値は 「 以下」と定められています。CAS.No.23950-58-5 、 0.008mg/L

、 。 、ＥＰＮ ＥＰＮは農薬で 淡黄色の固体です 有機リン系殺虫剤として

広範囲の害虫に使用されています。従来、人の健康の保護に関す（Ｃ Ｈ ＮＯ14 14 4

る基準に定められていた項目の有機リン化合物の１つでしたが、ＰＳ）

基準値の見直しにより要監視項目に移されました。CAS.No.2104-64-5

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.006mg/L

ジクロルボスは農薬で、淡黄色の液体です。有機リン系の殺虫ジクロルボス

、 。 、 、（ＤＤＶＰ） 剤として 広範囲の害虫に使用されています 地上散布 くん煙

くん蒸、エアゾル散布等の方法で使用されています。（Ｃ Ｈ Ｃｌ4 7 2

指針値は 「 以下」と定められています。Ｏ Ｐ）4 、 0.008mg/L

CAS.No.62-73-7

フェノブカルブは農薬で、白色の固体です。カーバメイト系殺フェノブカルブ

虫剤で、ウンカ、ヨコバイ類に有効です。主に稲や果実、野菜等（ＢＰＭＣ）

に使用されています。（ ）Ｃ Ｈ ＮＯ12 17 2

指針値は 「 以下」と定められています。CAS.No.3766-81-2 、 0.03mg/L

イプロベンホスは農薬で、淡黄色の液体です。有機リン系の殺イプロベンホス

菌剤で、稲のいもち病専用剤として使用されています。（ＩＢＰ）

指針値は 「 以下」と定められています。（ ）Ｃ Ｈ Ｏ ＰＳ13 21 3 、 0.008mg/L

CAS.No.26087-47-8

クロルニトロフェンは農薬で、白色の固体です。低魚毒性の水クロルニトロフェ

田用除草剤として使用されています。ン（ＣＮＰ）

指針値は、以前「 以下」と定められていましたが、平（Ｃ Ｈ Ｃｌ12 6 3 0.005mg/L

成 年 月 日付け環水管第 号で削除されました。ＮＯ ）3 6 3 15 43

CAS.No.1836-77-7
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、 、 。トルエン トルエンは 揮発性有機化合物の１つで 無色透明の液体です

様々な化成品の原料、塗料溶剤等に広く使用されています。（Ｃ Ｈ ）7 8

人体への影響としては、中枢神経障害があり、頭痛、吐き気、CAS.No.108-88-3

錯乱等種々の症状が現れます。

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.6mg/L

キシレンは揮発性有機化合物の１つで、無色透明の液体です。キシレン

様々な化成品の原料、塗料溶剤等に広く使用されています。（Ｃ Ｈ ）8 10

人体への影響としては、中枢神経障害があり、頭痛、吐き気、CAS.No.1330-20-7

錯乱等種々の症状が現れます。

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.4mg/L

フタル酸ジエチルヘキシルは無色の液体です。塩化ビニルの可フタル酸ジエチル

塑剤として多用されています。ヘキシル

指針値は 「 以下」と定められています。（Ｃ Ｈ Ｏ ）24 38 4 、 0.06mg/L

CAS.No.117-81-7

ニッケルは銀白色に輝く金属で、展延性に富んでいます。地殻ニッケル

中に約 、海水中に約 μ 含まれています。（Ｎｉ） 75mg/kg 0.5 g/L

用途としては、ステンレス鋼等の合金、電気メッキ、バッテリ

ー等に使用されています。ニッケルは、生体必須元素ですが、暴

露により接触性皮膚炎の原因にもなります。また、ニッケル工場

での鼻腔がん、肺がんの発生率が高いことが確認されています。

なお、植物にとってニッケルは有害元素で、銅とともに毒性の強

い元素といわれています。

指針値は、以前「 以下」と定められていましたが、平0.01mg/L

成 年 月 日付け環水管第 号で削除されました。11 2 22 49

、 。モリブデン モリブデンは銀白色の金属で 自然界に比較的広く存在します

地殻中に約 、海水中に約 含まれています。合金（Ｍｏ） 1.5mg/kg 0.01mg/L

、 、 、 。の製造原料 耐熱材 顔料 触媒等広い用途に使用されています

モリブデンは、生体必須元素ですが、中毒症状として吸入によ

、 。るじん肺症 慢性暴露による過尿酸血症や痛風が知られています

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.07mg/L

アンチモンは銀白色の金属光沢を有する結晶で、自然界には金アンチモン

、 、 、 （ ）（Ｓｂ） 属 酸化物 硫化物として存在し 主な鉱石は輝安鉱 Ｓｂ Ｓ2 3

です。地殻中には約 、海水中には約 μ 含まれてい0.2mg/kg 0.2 g/L

ます。
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合金、半導体、塗料、ガラス工業等広い用途があります。

人体への影響としては、皮膚炎、結膜炎、気管支炎、肺炎、心

臓障害等が知られています。

指針値は、以前「 以下」と定められていましたが、平0.002mg/L

成 年 月 日付け環水管第 号で削除されました。11 2 22 49

塩化ビニルモノマーは揮発性有機塩素系化合物の１種で特徴的な塩化ビニルモノマ

臭気のある無色の気体です。ー Ｃ Ｈ Ｃｌ（ ）2 3

主な用途として塩ビパイプ等のポリ塩化ビニル（ ）製品のCAS.No.75-01-4 PVC

原料があります。またトリクロロエチレン等の分解産物として地

下水で検出された例が報告されています。

人体への影響としては肝ガンが知られています。

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.002mg/L

エピクロロヒドリンは刺激臭のある無色の液体です。エピクロロヒドリ

主な用途としてエポキシ樹脂、合成グリセリン、界面活性剤等ン（Ｃ Ｈ Ｃｌ3 5

の合成原料があります。Ｏ）

、 、 。CAS.No.106-89-8 人体への影響としては 腎臓障害 肝臓障害が知られています

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.0004mg/L

ジオキサンは刺激臭のある無色の液体です。1,4- ジオキサン 1,4-

主な用途として塗料、化粧品、脱臭剤、樹脂、油および精油ゾ（Ｃ Ｈ Ｏ ）4 8 2

ル染料のための溶剤があります。CAS.No.123- 91- 1

人体への影響としては、中枢神経抑制（麻酔）や肝・腎障害が

知られています。

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.05mg/L

マンガンは灰白色又は銀色のもろい金属で、地殻中に約全マンガン

、海水中には約 μ 含まれています。主な用途とし（Ｍｎ） 950mg/kg 0.3 g/L

ては、特殊鋼、乾電池、写真材料、ガソリン中のアンチノック剤CAS.No.7439- 96- 5

等があります。

人体への影響としては、多量に摂取すると神経障害を中心とす

る慢性中毒を起こすことが知られています。

指針値は 「 以下」と定められています。、 0.2mg/L

ウランは天然の存在する中で最も重い銀白色の金属で、地殻中にウラン

程度含まれる天然放射性元素の１つで、同位体には質量数が（Ｕ） 4ppm

、 、 のものがあります。花崗岩や他の種々の鉱床に広CAS.No.7440- 61- 1 234 235 238

く存在するとされています。

99 238 235天然ウランではこのうち約 ％がウラン 約１％がウラン、
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です。ウラン は核分裂の際に生じるエネルギーが非常に大き235

く、存在比を３％程度に高めたものは原子炉の核燃料として用い

られます。

、 、放射線障害とともに化学毒性も強く 粘膜の刺激による結膜炎

肺炎、胃炎、腎障害などが認められています。 指針値は、

「 以下」と定められています。0.002mg/L

-17-



５．排水基準項目
、 、 、ここでは 水質汚濁防止法の排水基準に定められている項目のうち 生活環境項目

、 。 、健康項目 要監視項目に属さないものを排水基準としてまとめました フェノール類

銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、総クロムの５項目です。

フェノール類とは、芳香族化合物のベンゼン環の水素を水酸基（Ｏフェノール類

Ｈ）で置換された化合物の総称で、フェノール（Ｃ Ｈ ＯＨ 、クレ6 5 ）

ゾール（Ｃ Ｈ ＯＨ 、クロロフェノール（Ｃ Ｈ Ｃｌ（ＯＨ ）な７ ７ ） ）6 4

どが含まれています。

、 、 、 、フェノールの主な用途としては 化成品の製造原料 溶剤 消毒剤

殺菌剤、分析用試薬等があります。

フェノールの人体への影響としては、接触性皮膚炎、吸入による中

枢神経障害、肝障害、腎障害等が知られています。

フェノール類は天然水中には存在せず、化学工場やガス製造工場の

排水等に含まれています。フェノール類が水道水源中にごく微量でも

存在すると、塩素処理によりクロロフェノールが発生し、異臭が生じ

ます。

銅は銀についで電気を通しやすい金属です。自然界に広く分布して銅（Ｃｕ）

おり、地殻中に約 、海水中に約 μ 含まれています。55mg/kg 0.6 g/L

主な用途としては、電線、合金、貨幣、農薬や医薬品の製造原料等

があります。

生体必須元素の１つですが、大量に摂取すると慢性中毒を起こしま

す。

銅の汚染源としては、鉱山排水、金属関係工場からの排水、大気粉

塵からの溶出などがあります。鉱山からの銅流出による水質汚染とし

ては、足尾銅山による渡良瀬川流域の水稲被害が大きなものです。

鉄は自然界において酸素、ケイ素、アルミニウムについで多く存溶解性鉄

在する物質で、地殻中に約 含まれています。鉄は、自動車、鉄（Ｄ－Ｆｅ） 5.6%

道、機械等広い範囲に使用されています。

流域の地質によっては自然水中に懸濁物としてかなり多量に含まれ

ているので、水質調査では普通溶解性のものだけを問題にします。

、 。 、溶解性鉄は 通常２価か３価のイオンとして存在しています 鉄は

生物にとって重要な栄養素の一つで、通常の自然水でみられるような

濃度ではその毒性が問題になることはありませんが、鉄分が多いと水

に臭味や色がつくことがあります。
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マンガンは灰白色又は銀色のもろい金属で、地殻中に約 、溶解性マンガ 950mg/kg

。 、 、ン 海水中には約 μ 含まれています 主な用途としては 特殊鋼0.3 g/L

乾電池、写真材料、ガソリン中のアンチノック剤等があります。（Ｄ－Ｍｎ）

生体必須元素の一つですが、多量に摂取すると神経障害を中心とす

る慢性中毒を起こします。

鉄と同様の理由で、水質調査では通常、溶解性のものだけを問題と

しています。

クロムはいくつもの結合形式の化合物をつくりますが、総クロムと総クロム

は、それら全てのクロムのことをいいます （→Ⅰ． 六価クロム）（Ｔ－Ｃｒ） 。 3.
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６．富栄養化及び有機汚濁に関する項目
ここでは富栄養化に関連する窒素、リンを含む項目や生物指標についてまとめまし

た。

総窒素、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、有機態窒素、総リン、

リン酸態リン、総有機態炭素（ＴＯＣ 、ＡＴＵ－ＢＯＤ、強熱減量、シリカ（ケイ）

酸 、クロロフィル、フェオフィチン、藻類生産潜在能力（ＡＧＰ）の 項目です。） 14

総窒素は窒素化合物全体のことで、無機態窒素と有機態窒素に分けら総窒素

れます。さらに無機態窒素はアンモニウム態窒素（ＮＨ －Ｎ 、亜（Ｔ－Ｎ） 4 ）

（ ）、 （ ） 。硝酸態窒素 ＮＯ －Ｎ 硝酸態窒素 ＮＯ －Ｎ に分けられます2 3

有機体窒素はタンパク質に起因するものと、非タンパク性のものとに

分けられます。窒素は、動植物の増殖に欠かせない元素で、富栄養化

の目安になるものです。

アンモニウム態窒素は、水中にアンモニウム塩として含まれているアンモニウム

窒素のことです。アンモニウム態窒素は、主としてし尿や家庭下水中態窒素

の有機物の分解や工場排水に起因するもので、それらによる水質汚染（ ）ＮＨ －Ｎ4

の有力な指標となります。アンモニウム態窒素は、自然水中ではしだ

いに亜硝酸態や硝酸態に変化していくのが普通ですが、深い井戸など

では、逆に硝酸態窒素の還元によってアンモニウム態窒素が生じるこ

ともあります。

アンモニウム態窒素は、富栄養化だけでなく、水道水の浄水処理に

おける塩素の消費量を増大させる原因にもなります。塩素処理にはア

ンモニウム態窒素の約 倍の塩素が必要で、通常の浄水処理水源と10

してはアンモニウム態窒素が 以下、高度処理を行う場合でも0.1mg/L

以下であることが望ましいとされています。0.5mg/L

亜硝酸態窒素は亜硝酸塩として含まれている窒素のことで、水中で亜硝酸態窒素

は亜硝酸イオンとして存在しています。（ ）ＮＯ －Ｎ2

亜硝酸態窒素は、主にアンモニウム態窒素の酸化によって生じます

が、きわめて不安定な物質で、好気的環境では硝酸態に、嫌気的環境

ではアンモニウム態に速やかに変化します。

硝酸態窒素は硝酸塩として含まれている窒素のことで、水中では硝硝酸態窒素

酸イオンとして存在しています。種々の窒素化合物が酸化されて生じ（ ）ＮＯ －Ｎ3

た最終生成物で、富栄養化の原因となります。

有機態窒素は有機物として含まれている窒素のことで、人間や動植有機態窒素
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物に起因するタンパク質、アミノ酸、尿素、核酸などのほか、製薬、（Ｏ－Ｎ）

繊維、食品、化学、肥料工業などの工場排水に含まれる無数の含窒素

有機化合物があります。

総リンはリン化合物全体のことで、無機態リンと有機態リンに分け総リン

られます。リンは、動植物の成長に欠かせない元素で、富栄養化の目（Ｔ－Ｐ）

安になるものです。

リン酸態リンは、リン酸イオン（ＰＯ ）として存在するリンで、リン酸態リン 4
3-

ｐＨによりＨＰＯ 、Ｈ ＰＯ 、Ｈ ＰＯ などの形になります。（ ）ＰＯ －Ｐ4 4 2 4 3 4
2- －

栄養塩として藻類に吸収利用されるため富栄養化現象の直接的な原因

物質となります。

水中のリンの負荷源は主に人為的なもので、開発による流出土壌、

森林や農地に過剰散布された肥料、家庭排水、し尿、工場排水、畜産

排水などがあります。

通常の下水処理ではリンは完全に除去することはできませんが、最

近では、凝集沈殿法や生物処理などの高度処理により除去率を向上さ

せています。

、 、総有機態炭素 総有機態炭素は 水中に含まれる有機物を全炭素量で表したもので

ＴＯＣ計を用いて測定します。有機汚濁の指標としてよく用いられる（ＴＯＣ）

ＢＯＤやＣＯＤが酸素消費量を表すのに対し、ＴＯＣは有機物そのも

のの量を表すものです。

ＡＴＵ－ＢＯＤは、試料水にＮ アリルチオ尿素（ＡＴＵ）を添加ＡＴＵ－ＢＯＤ -

することにより硝化作用を抑制して測定したＢＯＤのことをいい、Ｃ

－ＢＯＤと表されることもあります。

下水処理水などでは、硝化細菌が多量に繁殖していることがありま

す。このような試料について通常の方法でＢＯＤを測定すると、有機

物の酸化に加え、アンモニアや有機態窒素の硝化による酸素消費量が

加算されて高い値を示すことがあります。

硝化反応は一般に有機物の酸化反応に比べて遅いため、硝化による

酸素消費量（Ｎ－ＢＯＤ）は窒素化合物の量だけでなく、硝化細菌の

。 、量にも大きく左右されます ＡＴＵ－ＢＯＤはこうした影響をなくし

有機物のみによる酸素消費量をみるために用いられます。

試料水を ～ ℃で蒸発乾固したときに残る物質を蒸発残留物強熱減量 105 110

といい（→Ⅰ． 蒸発残留物 、強熱減量とはこの蒸発残留物をさら（ＩＬ） 7. ）

に ℃で灰化したときに揮散する物質のことをいいます。強熱減量600

は水中の有機物量の目安となります。

-21-



また、浮遊物（ＳＳ）の強熱減量をＶＳＳといい、水中の有機性浮

遊物量の目安となります。

富栄養化関連では、強熱減量やＶＳＳは藻類の発生量を推定する指

標として用いられます。

ケイ素は、酸化物、ケイ酸塩として岩石、土壌、粘土を構成していシリカ

る元素で、地殻中には約 も含まれています。水中のシリカは溶存（ケイ酸） 28%

態（イオン状、分子状、コロイド状）または懸濁態（鉱物粒子や生物（ＳｉＯ ）２

体内に含まれた状態）で存在し、一般に地下水に多く、表流水として

流下するにしたがって減少する傾向があります。通常の自然水中の濃

度は ～ 程度ですが、流域の地質によって左右され、火山地1 30mg/L

帯の河川や地下水では高くなります。

富栄養化に関しては、シリカは代表的な藻類であるケイ藻類の主成

分なので、その濃度は藻類の消長を推定する指標にもなります。

クロロフィル（葉緑素）はクロロフィル 、 、 及びバクテリオククロロフィル a b c

ロロフィルに分類されますが、このうちクロロフィル は、光合成細a

菌を除く全ての緑色植物に含まれるもので、藻類の存在量の指標とな

ります。

クロロフィルの分解生成物で、クロロフィルの中心にあるマグネシフェオフィチン

ウムが脱離したものです。藻類が死ぬとクロロフィルはフェオフィチ

ンに変化するため、藻類の死細胞量の指標になります。

藻類生産潜在能力は の略称です。試水に特定藻類生産潜在 Algal Growth Potential

の藻類を接種して、一定の条件下で藻類の増殖が定常期に達するまで能力 ＡＧＰ（ ）

培養し、その最大増殖量を乾燥重量 で表したもので、富栄養化(mg/L)

の程度を示す直接的な指標となります。

一般に、貧栄養湖のＡＧＰは１ 以下、富栄養湖では ～数十mg/L 10

に達します。mg/L
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７．水道水関連項目
水道水質の基準は平成４年に改正され、人の健康及び水道水が有すべき性状に関す

る「基準項目」 項目、おいしい水などより質の高い水道水を目指すための「快適46

13 26水質項目 項目 将来にわたって水道水の安全性を確保するための 監視項目」 、 「 」

項目が定められました。

16 1,2 1,1,2そのうち「基準項目」は平成 年４月に大腸菌群、 －ジクロロエタン、

－トリクロロエタン、 －ジクロロプロペン、シマジン、チウラム、チオベンカル1,3

ブ、 －トリクロロエタン、有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）の９項目1,1,1

が除外され、 大腸菌、ホウ素、 －ジオキサン、クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、臭素1,4

酸、トリクロロ酢酸、ホルムアルデヒド、アルミニウム、ジェオスミン、 －メチル2

、 、 、イソボルネオール 非イオン界面活性剤 全有機炭素の 項目が追加され 項目に13 50

10 11「監視項目」については、平成 年６月にウランと亜硝酸性窒素の２項目、平成

11 12 12年６月にトリクロピル等の農薬４項目、平成 年 月にダイオキシン類、平成

年９月に二酸化塩素と亜塩素酸イオンの２項目が追加され、現在は 項目となって35

います。

ここには、これらの対象項目となっている項目をまとめました。一般細菌数、総ト

リハロメタン、総トリハロメタン生成能、ナトリウム、塩素イオン、総硬度、蒸発残

留物、陰イオン界面活性剤、臭気、臭気強度、色度、濁度、臭素酸、アルミニウム、

残留塩素、 メチルイソボルネオール、ジオスミン、ランゲリア指数（腐食性 、ホ2- ）

ルムアルデヒド、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ジクロロアセトニトリル、抱水ク

2,4-ロラール、二酸化塩素、亜塩素酸イオン、塩素酸、ベンタゾン、カルボフラン、

ジクロロフェノキシ酢酸、メチル ブチルエーテルの 項目です。-t- 30

一般細菌とは、従属栄養細菌のうち混血動物の体温付近で比較的短一般細菌数

時間に集落を形成する細菌をいいます。

一般細菌には種々のものがありますが、水生細菌群、土壌由来細菌

群、下水由来細菌群の 群に分けられます。3

河川水では水温の変化や降雨によって著しく影響を受けるので、細

菌数が多い値を示しても、し尿などの汚染の影響を受けているとはい

えません。

水道水質基準では 「 中の集落数が 個以下」と定められて、 1mL 100

います。

、 、総トリハロメ トリハロメタンは メタンを構成する つの水素原子の つが塩素4 3

臭素、ヨウ素等のハロゲン化合物に置換されたものです。水道水質基タン ＴＨＭ（ ）

準では、その中でクロロホルム（ＣＨＣｌ 、ブロモジクロロメタ3）

ン（ＣＨＢｒＣｌ 、ジブロモクロロメタン（ＣＨＢｒ Ｃｌ 、ブ2 2） ）

ロモホルム（ＣＨＢｒ ）の４物質を対象としており、これらを総ト3
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リハロメタンと総称します。

水道水のトリハロメタンは消毒に用いる塩素と原水中の有機物が反

応して生成したものです。もととなる有機物は、植物のセルロースな

どが酸化される過程で生じるフミン質（腐植質）であることが多く、

特に湖沼水を原水とした場合は植物プランクトンが大部分を占めるこ

とが知られています。

水道水質基準では、クロロホルムが「 以下 、ブロモジク0.06mg/L 」

ロロメタンが「 以下 、ジブロモクロロメタンが「 以0.03mg/L 0.1mg/L」

0.09mg/L 0.1mg/L下 ブロモホルムが 以下 総トリハロメタンが」、 「 」、 「

以下」と定められています。

水道水中においても水中の有機物と消毒用の塩素が反応して多種の総トリハロメ

有機塩素化合物が生成することが知られていますが、一定の条件下でタン生成能

水がもつ総トリハロメタンの潜在的な生成量が総トリハロメタン生成（ ）ＴＨＭＦＰ

能です。

pH 7.0 0.2 20試験方法としては、水質条件として試料の を ± 、水温

℃、浄水場から一般家庭にまで給水される平均的な時間を 時間、24

そのときの残留塩素濃度を ～ と仮定し、総トリハロメタン生1 2mg/L

成能を試験することになっています。

ナトリウムは生物にとって必須金属で、生物の細胞外液の浸透圧をナトリウム

一定に保つなどの働きをしています。地殻中には約 、海水には（Ｎａ） 2.4%

約 存在しています。11g/L

用途としては、金属ナトリウムは原子炉の冷却材、ナトリウムラン

プ、光電管、合金などに、ナトリウム塩は融雪剤、ガラス工業、調理

などに使われています。

水道水質基準では 「 以下」と定められています。、 200mg/L

19g/L mg/L塩素イオン 塩素イオンは、海水中には約 、表流水中では一般に数

程度含まれています。海岸地帯では海水の浸透、風送塩の影響で表流（Ｃｌ ）－

水中の濃度が高くなることもあります。それ以外で塩素イオンが増加

、 、 、 、した場合 家庭排水 工場排水 し尿等の混入汚染が考えられるため

人為的汚染の有無を判断する指標ともなります。

水道水質基準では 「 以下」と定められています。、 200mg/L

、 、総硬度 総硬度は 水中のカルシウムイオン及びマグネシウムイオンの量を

これに対応する炭酸カルシウムの量に換算して表したものです。一般

には、石鹸の洗浄効果を阻害する能力を示したもので、高い数値のも

のを硬水、低い数値のものを軟水と呼んでいます。また、硬度は水の

味に影響を与え、硬度の高い水は口に残るような味がし、硬度の低い
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水は淡白でコクのない味がします。おいしい水の条件としては、総硬

度で ～ 程度といわれています。10 100mg/L

水道水質基準では 「 以下」と定められています。、 300mg/L

蒸発残留物は水中に浮遊したり溶解して含まれるものを蒸発乾固し蒸発残留物

たときに残渣として得られた物をいい、総量を で表します。蒸mg/L

発残留物の主な成分は、カルシウム、マグネシウム、シリカ、ナトリ

ウム、カリウムなどの塩類や有機物です。

水道水質基準では 「 以下」と定められています。、 500mg/L

界面活性剤は、１つの分子内に水に溶けやすい部分と油に溶けやす陰イオン界面

い部分を合わせもっている物質です。そのうち水溶性の部分が水中で活性剤

陰イオンとなるものが一般に洗剤として多く使用されており、これら

は陰イオン界面活性剤と呼ばれています。

水道水質基準では 「 以下」と定められています。、 0.2mg/L

水道水中の臭気は、藻類が発生するかび臭物質、フェノール等の有臭気

機化合物等によるものです。また、汚れた河川等では、夏期に硫化水

素臭等の臭いが発生することがあります。

臭気試験は臭気と臭気強度（ ）とに区分されます。TON

臭気試験では、試料の臭気の種類と程度を下記の例のように表示し

ます。

臭気の大分類 臭気の種類

（ ）芳香性臭気 メロン臭、すみれ臭、きゅうり臭、芳香臭など1

（ ）植物性臭気 藻臭、青草臭、木材臭、海草臭など2

（ ）土臭、かび臭 土臭、沼沢臭、かび臭など3

（ ）魚貝臭 魚臭、肝油臭、はまぐり臭など4

（ ）薬品性臭気 フェノール臭、タール臭、塩素臭、硫化水素臭、薬局臭など5

（ ）金属性臭気 かなけ臭など6

（ ）腐敗性臭気 下水臭、腐敗臭など7

（ ）不快臭 豚小屋臭など8

臭気強度（ＴＯＮ）は、においの強さを表したもので、試料を段階臭気強度

的に希釈したときに、明らかに臭気を感じるところでの希釈の倍数値（ＴＯＮ）

［臭気いき値の希釈倍数］で表します。したがって、値が大きいほど

においが強いことになります。臭覚の個人差をなくすため、同一試料

について少なくとも 人、できれば 人程度で試験します。5 10
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1000mL色度 色度は、水中の物質による呈色の程度を示すものです。水

中に色度標準液 （白金 及びコバルト ）を加えたときの1mL 1mg 0.5mg

色を１度としています。

河川や地下水が着色する原因は、樹木などの植物のセルロースやリ

グニン酸が酸化される過程で生じるフミン質（腐植質）を主とする有

機物である場合がほとんどです。したがって、植物密生地帯を通過し

てきた河川水あるいは泥炭地層を浸透してきた伏流水は、淡黄色ある

いは黄褐色に着色しています。

水道水質基準では「５度以下」と定められています。

濁度は水の濁りの程度を表すもので、粘土鉱物であるカオリン濁度

が含まれた水を 度としています。濁りの原因となっている物1mg/L 1

質には、粘土性物質（ケイ酸塩が主体 、プランクトン微生物、有機）

物質などがあり、濁りとなる粒子の粒径は ～数百μ のものがほ0.1 m

とんどです。

水道水質基準では「２度以下」と定められています。

臭素酸は水道水のオゾン処理時及び消毒剤としての次亜塩素酸生成臭素酸

時に不純物の臭素が酸化され、臭素酸が生成します。（ＨＢｒＯ ）3

赤血球に損傷を与えるメトヘモグロビン血症を引き起こすことが動物

実験で認められています。

水道水質基準では 「 以下」と定められています。、 0.01mg/L

アルミニウムは、銀白色の金属で軽く、加工しやすく、電気や熱を良アルミニウム

く伝えるなどの特徴があります。地殻中に約 ％、海水中には約（Ａｌ） 8.2

含まれています。0.001mg/L

用途は、航空機、車両、建築用資材、家庭用品、電気部品などとあ

らゆるところに使われています。水道関係では、硫酸アルミニウムや

ポリ塩化アルミニウムが水中の汚濁物質の凝集剤として使用されてい

ます。

快適水質項目の目標値は「 以下」とされています。0.2mg/L

残留塩素は、塩素処理によって水中に残留している有効塩素のこと残留塩素

です。塩素の主な用途は、工業用及び家庭用の殺菌・消毒剤と漂白剤

で、水道水及びプール水の消毒や食品工業における殺菌・脱臭にも使

用されています。わが国では水道法により、水道水の消毒を行い給水

、 、栓で残留塩素を保持することが義務づけられており 年に東京1921

横浜で液化塩素注入設備が設置されたのが最初です。

水道法施工規則では給水栓における水が遊離残留塩素を 結0.1mg/L（
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合残留塩素の場合は ）以上、病原生物による汚染のおそれが0.4mg/L

ある場合は （結合残留塩素は ）以上保持するように塩0.2mg/L 1.5mg/L

素消毒をすることが義務づけられています。

快適水質項目の目標値は「 以下」とされています。1mg/L

２－メチルイソボルネオールはかび臭の原因物質です。藍藻類のあ2-メ チ ル イ ソ

る種のものや放線菌により作られます。わが国の水道水源にかび臭がボルネオール

発生し問題となったのは、昭和 年 月に神戸市千刈貯水池の事例（ ＭＩＢ）2- 28 8

が最初です。かび臭発生時の水温は ～ ℃の場合が多く、時には（ ）Ｃ Ｈ Ｏ11 20 20 30

～ ℃で発生することもあります。CAS.No.2371- 10 15

、 「 」、42-8 快適水質項目の目標値は 粉末活性炭処理の場合 μ 以下0.02 g/L

粒状活性炭処理の場合「 μ 以下」とされています。0.01 g/L

ジオスミンは メチルイソボルネオールと同様にかび臭の原因物ジオスミン 2-

質ですが、ジオスミンの場合は発生する藍藻類の種類が２－メチルイ（ ）ジェオスミン

ソボルネオールと異なります。（ ）Ｃ Ｈ Ｏ12 22

快適水質項目の目標値は２－メチルイソボルネオールと同じです。CAS.No.19700-

21-1

、 、ランゲリア指 ランゲリア指数は 給水系における水の腐食性の指標となるもので

水中の炭酸カルシウムの析出傾向を示す数値です。水の実際のｐＨと数（腐食性）

理論的ｐＨ（ｐＨｓ：水中の炭酸カルシウムが溶解も析出もしない平

衡状態にあるときのｐＨ）の差から求めます。

ランゲリア指数が小さいほど炭酸カルシウムは溶解しやすく、腐食

性が強いことを示しています。

快適水質項目の目標値は「－１程度以上とし、極力 に近づけるこ0

と」とされています。

ホルムアルデヒドは無色の気体です。ホルムアルデヒドを水に溶解ホルムアルデ

した水溶液をホルマリンといいます。主な用途には、各種の合成樹脂ヒド

原料、農薬、消毒剤、各種の分析用試薬などがあります。（ＣＨ Ｏ）2

有機物の不完全燃焼によっても生成し、石炭・木等の煙、焼却炉のCAS.No.50-00-0

排水、内燃機関の排ガス中に含まれます。また、水道水の塩素処理、

オゾン処理の過程でも生ずることがあります。

人体への影響としては、鼻、眼等の粘膜に対する刺激が強く、高濃

度の場合には肺浮腫や肺炎を引き起こします。ホルムアルデヒド製造

工場では作業者に皮膚炎が発生することが報告されています。

監視項目の指針値は「 以下」とされています。0.08mg/L

、 、 、 、ジクロロ酢酸 ジクロロ酢酸は無色の液体で 水に溶けやすく また アルコール
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エーテルにも溶けやすい物質です。水中で有機物が存在すると、塩素（Ｃ Ｈ Ｏ2 2 2

処理により生成されます。Ｃｌ ）2

監視項目の指針値は「 以下」とされています。CAS.No.79-43-6 0.04mg/L

トリクロロ酢酸は白色の固体で、水に溶けやすく、アルコールやエトリクロロ酢

。 、酸 ーテルにも溶けやすい性質があります 医療用として用いられるほか

農薬（除草剤）や防腐剤などにも使用されており、これらが環境中へ（Ｃ ＨＯ2 2

の主な汚染源となっています。また、水中で有機物が存在すると、塩Ｃｌ ）3

素処理により生成されます。CAS.No.76-03-9

監視項目の指針値は「 以下」とされています。0.3mg/L

ジクロロアセトニトリルは不安定で分解しやすい物質です。水道水ジクロロアセ

中では加水分解し、一部はジクロロ酢酸になります。水道水を塩素処トニトリル

理する際に生成されます。（Ｃ ＨＮ2

監視項目の指針値は「 以下」とされていますＣｌ ）2 0.08mg/L

CAS.No.3018-12-0

抱水クロラールは、塩素消毒の際に塩素と有機物が反応してできる抱水クロラール

副生成物の一つです。鎮痛剤、睡眠薬など医療用として使用されるほ(Ｃ ＨＯＣｌ2 3

か、農薬の原料としても使用されています。・Ｈ Ｏ）2

監視項目の指針値は「 以下」とされています。CAS.No.302-17-0 0.03mg/L

二酸化塩素は黄色の気体で、水によく溶け、水道水の消毒剤、脱臭二酸化塩素

剤などとして使用されています。同じ消毒剤の塩素に比べて、消毒効（ＣｌＯ ）2

果がｐＨに左右されにくく、発ガン性の疑いのあるトリハロメタンを

生成しにくいという利点がある反面、亜塩素酸イオンを生成するとい

う欠点があります。

監視項目の指針値は「 以下」とされています。0.6mg/L

亜塩素酸イオンは、水道水の消毒剤などに用いられる二酸化塩素の亜塩素酸イオ

分解産物として生成します。赤血球に損傷を与えるメトヘモグロビンン ＣｌＯ（ ）2
－

血症を引き起こすことが動物実験で認められています。

監視項目の指針値は「 以下」とされています。0.6mg/L

塩素酸は 水道水の消毒剤などに用いられる二酸化塩素の分解産物塩素酸

として生成します。赤血球に損傷を与えるメトヘモグロビン血症を引（ＣｌＯ）

き起こすことが動物実験で認められています。

ベンタゾンは農薬で白色の固体です。除草剤として水田、穀類の畑なベンタゾン

どで除草の目的に使用されます。(Ｃ Ｈ Ｎ１ ０ １ ２ ２
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監視項目の指針値は「 以下」とされています。Ｏ Ｓ）３ 0.2mg/L

CAS.No.25057-

89-0

カルボフランは農薬で白色の固体です。除草剤として水田などに使カルボフラン

用されます。(Ｃ Ｈ ＮＯ１２ １５ ３）

人の免疫系に障害を及ぼす恐れがあるといわれています。CAS.No.1563-66-2

監視項目の指針値は「 以下」とされています。0.005mg/L

ジクロロフェノキシ酢酸は農薬で白色の固体です。除草剤とし2,4-ジ ク ロ ロ 2,4-

て水田などに使用されます。フェノキシ酢

人へのホルモン作用、発ガン性の疑いがあるといわれています。酸（ Ｄ）2,4-

監視項目の指針値は「 以下」とされています。(Ｃ Ｈ Ｃｌ８ ６ ２ 0.03mg/L

Ｏ ）３

CAS.No.94-75-7

メチル ブチルエーテルは、わずかな刺激臭を有する揮発性無色透メチル ブチ-t- -t-

明液体です。ルエーテル

ガソリンのオクタン価向上剤、アンチノック剤、低沸点溶剤、ラッ(Ｃ Ｈ Ｏ5 12 ）

カー混合溶剤の混和性改良剤、植物油の抽出ならびに精製溶剤等に使CAS.No.1634-04-

用されています。4

20ヒトが飲料水中に混入している味や臭いを感じる閾値として，

～ μ という値が、幾つかの報告の結果から概算されています40 g/L

。(EPA, 1997)
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８．環境ホルモン項目
ここではダイオキシン類及び環境ホルモン物質に属する項目についてまとめました。

ダイオキシン類、ポリ臭化ビフェニル（ＰＢＢ 、フタル酸エステル類、非イオン界面活）

性剤、アルキルフェノールエトキシレート、アルキルフェノール類、ビスフェノールＡ、

、 、 （ ） 、 、 、アジピン酸エステル スチレン ベンゾ ａ ピレン ブチルベンゼン ベンゾフェノン

ニトロトルエン、オクタクロロスチレン、 ジクロロフェノール、ペンタクロロフェノ2,4-

ール、エストロジェン、 β エストラジオール、エチニルエストラジオール、エストロ17 -

ン、ビテロジェニン、ディルドリン、アルドリン、エンドリン、ＤＤＴ、クロルデン、Ｈ

ＣＨ（ＢＨＣ 、ヘプタクロル、マイレックス、トキサフェン、有機スズ化合物の 項目） 31

です。

ダイオキシン類は、都市ごみ焼却炉の灰や有機塩素系農薬なダイオキシン類

どに含まれる物質群で、ポリクロロジベンゾ パラ ジオキシン- -

75 1352,3,7,8-ＴＣＤＤ： （ ）、 （ＰＣＤＤ： 種 ポリクロロジベンゾフラン ＰＣＤＦ：

）、 （ ） 。CAS.No.1746-01-6 種 コプラナ－ＰＣＢ Ｃｏ－ＰＣＢ： 種 が含まれます13

これらの物質は構造や毒性が類似していることから一括して

生体影響評価が行われる傾向にあり、平成 年７月に制定さ2,3,7,8-ＴＣＤＦ： 11

れたダイオキシン類対策特別措置法でもＰＣＤＤ、ＰＣＤＦとCAS.No.51207-31-9

コプラナ－ＰＣＢがまとめてダイオキシン類と定義されていま

す。Ｃｏ－ＰＣＢ：

これらの毒性は塩素の数と位置によって異なり、最強とされCAS.No.1336-36-3

ているのは 四塩化ジベンゾジオキシン（ＴＣＤＤ）で2,3,7,8-

これをダイオキシンと呼ぶこともあります。 ＴＣＤＤ2,3,7,8-

は、ベトナム戦争で枯葉作戦に使用された除草剤（ Ｄ等）2,4-

に不純物として含まれていたため、人や生態系に深刻な被害を

。 、 、 、及ぼしたことが知られています また 残留性 蓄積性が高く

肝臓や皮膚に障害を引き起こし、強い催奇形性や発ガン性をも

つことが確認されています。

ダイオキシン類は塩化フェノール類を原料とする農薬やＰＣ

Ｂ製品に含まれるほか、塩素を含む有機物の不完全燃焼等によ

って生成し、ごみ焼却炉の灰や自動車排ガス、漂白用に塩素を

使用する製紙工場の排ガス等に含まれるといわれています。

水質汚濁防止法の要調査項目（ 物質）に登録されていま300

す。
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ポリ臭化ビフェニルは白色の固体です。プラスチック類の添ポリ臭化ビフェニル

加剤や難燃剤として使用されましたが、発ガン性が認められて（ＰＢＢ）

おり、現在は使われなくなっています。水質汚濁防止法の要調CAS.No.67774-32-7

査項目（ 物質）に登録されています。300

フタル酸エステル類は無色の液体です。合成樹脂、ポリ塩化フタル酸エステル類

ビニールや粘着剤などの可塑剤、コンデンサーの絶縁液などと

して広く使用されています。身近なプラスチック製品にも多くﾌﾀﾙ酸ｼﾞ ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ：-2-

含まれています。CAS.No.117-81-7

ホルモン作用の疑いがあるといわれており、水よりも油に溶ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ ﾌﾞﾁﾙ：-n-

けやすい性質があるため、食品を包むラップから肉やチーズなCAS.No.84-74-2

ど油脂が多い食品に溶け出し、それを食べることによって人体ﾌﾀﾙ酸ﾌﾞﾁﾙﾍﾞﾝｼﾞﾙ：

にも取り込まれる恐れがあります。水質汚濁防止法の要調査項CAS.No.85-68-7

目（ 物質）に登録されています。300

、 （ ）非イオン界面活性剤 界面活性剤は １つの分子内に水に溶けやすい部分 親水基

と油に溶けやすい部分（疎水基）を合わせもった化合物です。

親水基が水中で負電荷をもつものを陰イオン界面活性剤、正電

荷をもつものを陽イオン界面活性剤、イオン化しないものを非

イオン界面活性剤といいます。

非イオン界面活性剤としてはアルキルフェノールエトキシレ

ートが主に使われています。

アルキルフェノールエトキシレートは非イオン界面活性剤とアルキルフェノール

して工業用の洗浄剤や分散剤などに使用されています。アルキエトキシレート

ル基の炭素数が９のノニルフェノールエトキシレートの生産量

が約 ％と最も多く、残りの大部分は炭素数が８のオクチルﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙｴﾄｷｼﾚｰﾄ： 80

フェノールエトキシレートです。繊維類の製造過程で使う洗剤CAS.No.9016-45-9

などに含まれ、微生物分解によりアルキルフェノールが生成す

ることが知られています。

アルキルフェノール類は、ベンゼンの水素を水酸基（ＯＨ）アルキルフェノール類

とアルキル基（Ｃ Ｈ ）で置換した化合物の総称で、ノニｎ ２ｎ＋１

ルフェノールやオクチルフェノールなどが含まれます。ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ：

アルキルフェノール類の主な用途としては、非イオン界面活CAS.No.25154-52-3

性剤（アルキルフェノールエトキシレート）の製造原料、プラ

スチックの酸化防止剤の原料、塩化ビニールの安定剤原料など4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ：

があります。CAS.No.140-66-9

ホルモン作用の疑いがあるといわれており、水質汚濁防止法
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の要調査項目（ 物質）に登録されています。300

ビスフェノールＡは白色の固体です。ポリカーボネイト樹脂ビスフェノールＡ

。 、CAS.No.80-05-7 やエポキシ樹脂を製造する原料として使用されています また

歯科用材料や水道パイプの内張り、鉄製缶詰のコーティング、

住宅のサンルーフなどの樹脂にも含まれているものがありま

す。

ホルモン作用の疑いがあるといわれており、水質汚濁防止法

の要調査項目（ 物質）に登録されています。300

アジピン酸エステルは無色の液体です。プラスチック可塑剤アジピン酸エステル

として、レザー、一般フィルム、シートなどに利用されている

ほか、食品包装用ラップの柔軟剤としても使用されています。ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ：-2-

ホルモン作用の疑いがあるといわれており、水質汚濁防止法CAS.No.103-23-1

の要調査項目（ 物質）に登録されています。300

スチレンは無色、引火性の液体です。光、熱、過酸化物などスチレン

の作用により容易に重合する性質があります。発泡スチロール（Ｃ Ｈ ）８ ８

（ポリスチレン樹脂）は、スチレン（モノマー）の重合によりCAS.No.100-42-5

製造されますが、その工程でスチレンの２量体（ダイマー 、）

３量体（トリマー）が副生成物として生成します。製造時にほ

とんど除去されますが、微量がポリスチレン樹脂の中に残ると

いわれており、カップめん等の食品容器から溶出する可能性が

あるため注目されています。

スチレンは変異原性を示すデータがあり、動物実験で発ガン

性が認められています。水質汚濁防止法の要調査項目（ 物300

質）に登録されています。

ベンゾ（ａ）ピレンは白色の固体です。コールタール中に存ベンゾ（ａ）ピレン

在するほか、自動車排ガスやたばこの煙、そのほか燃焼に伴う（Ｃ Ｈ ）２０ １２

排ガス中に広く存在します。最も早くから発ガン性が知られてCAS.No.50-32-8

いる物質で、眼や皮膚への刺激があり、ホルモン作用の疑いが

あるといわれています。

ブチルベンゼンは無色透明の液体です。各種化学薬品や液晶ブチルベンゼン

の原料として使用されています。ホルモン作用の疑いがあると（Ｃ Ｈ ）１０ １４

いわれており、水質汚濁防止法の要調査項目（ 物質）に登CAS.No.104-51-8 300

録されています。

ベンゾフェノンは白色の固体です。医薬品の原料、保香剤、ベンゾフェノン

紫外線吸収剤などに使用されています。ホルモン作用の疑いが（Ｃ Ｈ Ｏ）１３ １０
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、 （ ）CAS.No.119-61-9 あるといわれており 水質汚濁防止法の要調査項目 物質300

に登録されています。

ニトロトルエンは白色の固体です。染料、顔料、医薬品、農ニトロトルエン

薬の基幹原料として有用で古くから製造されてきました。ホル（Ｃ Ｈ ＮＯ ）７ ７ ２

モン作用の疑いがあるといわれており、水質汚濁防止法の要調4-ﾆﾄﾛﾄﾙｴﾝ：

査項目（ 物質）に登録されています。CAS.No. 99-99-0 300

オクタクロロスチレンは白色の固体です。有機塩素化合物をオクタクロロスチレン

製造する時の副生成物です。ホルモン作用の疑いがあるといわ（Ｃ Ｃｌ ）８ ８

れており、水質汚濁防止法の要調査項目（ 物質）に登録さCAS.No. 29082-74-4 300

れています。

ジクロロフェノールは白色の固体です。染料や農薬の原2,4-ジクロロフェノール 2,4-

料として使用されています。皮膚から容易に吸収されて発熱な（Ｃ Ｈ Ｃｌ Ｏ）６ ４ ２

どを引き起こすほか、変異原性を示すデータがあり、水質汚濁CAS.No. 120-83-2

防止法の要調査項目（ 物質）に登録されています。300

ペンタクロロフェノール（ＰＣＰ）は白色の固体です。有機ペンタクロロフェノール

塩素系の農薬でかつては主に水田用除草剤として多用されまし（Ｃ ＨＣｌ Ｏ）６ ５

たが魚毒性が強く、しばしば魚類の死亡事故を引き起こしましCAS.No.87-86-5

た。発ガン性が認められており、現在はあまり使われなくなっ

ています。水質汚濁防止法の要調査項目（ 物質）に登録さ300

れています。

エストロジェンは女性ホルモンともいわれる物質の総称でエストロジェン

す。女性の卵巣や胎盤から分泌され、性腺付属器官の発育を促

し、女性らしい身体特徴の保持を司るホルモンです。エストラ

ジオール、エストロンなどが知られています。

β エストラジオールは自然の女性ホルモンの中で最も作17 -β エストラジオール 17 -

用の強い物質です。女性や家畜の雌の排泄物に多く含まれてお（Ｃ Ｈ Ｏ ）１８ ２４ ２

り、下水を経由して河川水中に放出されるといわれています。

エチニルエストラジオールは、エストロンから人工的に合成エチニルエストラジオー

される物質です。最近では経口避妊薬として使われています。ル（Ｃ Ｈ Ｏ ）２０ ２４ ２

エストロンは、自然の女性ホルモンの１つです。女性の体内エストロン

から尿やふん便の形で排出されるため、下水中にも含まれてい（Ｃ Ｈ Ｏ ）１８ ２２ ２

ます。
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ビテロジェニンは女性ホルモンによる刺激で体内に生成されビテロジェニン

る卵黄タンパクです。通常、オスの血液中にはほとんど存在し

ませんが、実験的にオスの魚などに女性ホルモンを投与すると

ビテロジェニンが生成されることがわかっています。このこと

から、女性ホルモンと同様の作用をもつ環境ホルモン物質の影

響を調べる指標として注目されています。

ディルドリンは、ドリン系殺虫剤として昭和 年代をピーディルドリン 30

クに使用され、昭和 年以降は実質的に生産、使用が中止さ（Ｃ Ｈ Ｃｌ Ｏ）１２ ８ ６ 46

れました。その後、白蟻防除剤としては使われていましたが、CAS.No.60-57-1

昭和 年にアルドリン、エンドリンとともに化学物質審査規56

制法に基づく第一種特定化学物質に指定され、全面的に使用中

止となっています。また、 年 月に採択された「残留性2001 5

有機汚染物質( )に関するストックホルム条約」の対象物POPs

質に指定され、環境上適正な方法での管理、廃棄物の適正な処

分が求められています。

中毒症状としては、頭痛、めまい、吐き気、大量摂取した場

合は呼吸困難、肝腎障害、貧血、脳波異常などが認められてい

ます。

アルドリンは、ディルドリンと同様に化学物質審査規制法にアルドリン

基づく第一種特定化学物質及び「 に関するストックホル（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）１２ ８ ６ POPs

ム条約」の対象物質に指定されており、製造・使用が禁止されCAS.No.309-00-2

ています。

中毒症状としては、ディルドリンと同様に頭痛、めまい、吐

き気、呼吸困難、肝腎障害、貧血、脳波異常などが認められて

います。

エンドリンは、ディルドリンと同様に化学物質審査規制法にエンドリン

基づく第一種特定化学物質及び「 に関するストックホル（Ｃ Ｈ Ｃｌ Ｏ）１２ ８ ６ POPs

ム条約」の対象物質に指定されており、製造・使用が禁止されCAS.No.72-20-8

ています。

中毒症状としては、頭痛、めまい、吐き気、心筋障害、肝腎

障害、脳波異常などが認められています。

ＤＤＴは、 年に米国で開発された有機塩素系殺虫剤でジクロロジフェニルトリ 1938

す。急性毒性が低い割に殺虫力が高く、安価なことからかつてクロロエタン（ＤＤＴ）

は世界的に広く使用されました。化学物質審査規制法に基づくCAS.No.50-29-3

「 」第一種特定化学物質及び に関するストックホルム条約POPs

、 。の対象物質に指定されており 製造・使用が禁止されています
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環境中での残留性が極めて高く、動物実験で発ガン性、変異原

性が認められています。水質汚濁防止法の要調査項目（ 物300

質）に登録されています。

クロルデンは、かつては殺虫剤として白蟻防除や木材加工にクロルデン

多用されましたが、化学物質審査規制法に基づく第一種特定化（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）１０ ６ ８

学物質及び「 に関するストックホルム条約」の対象物質CAS.No.57-74-9 POPs

に指定されており、現在では製造・使用が禁止されています。

、 、 、人体に対して吐き気 下痢などを引き起こし 経皮毒性も強く

。 。死亡例もあります 動物実験では発ガン性も認められています

（ ） 。水質汚濁防止法の要調査項目 物質 に登録されています300

ＨＣＨは一般にはＢＨＣ（ベンゼンヘキサクロライド）の名ヘキサクロロシクロヘキ

で呼ばれています。 年に合成された有機塩素化合物で、サン（ＨＣＨ） 1825

年に殺虫力のあることが発見されて以来、ＤＤＴととも（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）６ ６ ６ 1941

に農薬として世界的に広く使用されましたが、昭和 年以降CAS.No.58-89-9 46

。 、は農薬としての使用が禁止されています 動物実験で発ガン性

変異原性が認められています。水質汚濁防止法の要調査項目

（ 物質）に登録されています。300

ヘプタクロルは有機塩素系殺虫剤で、化学物質審査規制法ヘプタクロル

に基づく第一種特定化学物質及び「 に関するストックホ（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）１０ ５ ７ POPs

ルム条約」の対象物質に指定されており、製造・使用が禁止さCAS.No.76-44-8

れています。急性症状で振せん、けいれん、腎臓障害、呼吸器

の衰弱等が認められています。

マイレックスは殺虫剤として海外で使用されましたが、日本マイレックス

では農薬に登録されていません。アメリカでは 年に販売（Ｃ Ｃｌ ）１０ １２ 1976

中止となっています 「 に関するストックホルム条約」のCAS.No.2385-85-5 。 POPs

対象物質に指定されており、製造・使用が禁止されています。

トキサフェンは、トウモロコシやジャガイモ等の殺虫剤としトキサフェン

て海外で使用されましたが、日本では農薬に登録されていませ（Ｃ Ｈ Ｃｌ ）１０ １０ ８

ん。 年に農薬登録が失効しています 「 に関するスCAS.No.8001-35-2 1993 POPs。

トックホルム条約」の対象物質に指定されており、製造・使用

が禁止されています。

有機スズ化合物は 船底塗料や漁網の防汚剤として使用され有機スズ化合物

てきました トリブチルスズ ＴＢＴ トリフェニルスズ Ｔ。 （ ）、 （

ＰＴ 、ビストリブチルスズオキシド（ＴＢＴＯ）が知られて塩化ﾄﾘﾌﾞﾁﾙｽｽﾞ： ）
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おり、ホルモン作用の疑いがあるといわれています。沿岸域で（Ｃ Ｈ ＳｎＣｌ）１２ ２７

雌のイボニシ(巻貝)を雄化させる原因物質とされています。CAS.No.1461-22-9

ＴＢＴＯは 年に第１種特定化学物質に指定されて全面1990

使用禁止となり、ＴＢＴ化合物やＴＰＴ化合物は第２種特定化塩化ﾄﾘﾌｪﾆﾙｽｽﾞ：

学物質に指定されて使用が自粛されました。しかし、外国船籍（Ｃ Ｈ ＳｎＣｌ）１８ １５

の船には現在も使用されているといわれています。CAS.No.639-58-7

水質汚濁防止法の要調査項目（ 物質）に登録されていま300

す。
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９．ゴルフ場農薬項目

ゴルフ場で使用される農薬については、平成２年に 項目に対して暫定指導指針30

が定められました。その後、平成９年に５項目、平成１３年に１０項目が追加されて

現在に至っています。

ここでは、そのうち環境基準項目や要監視項目に属さない項目についてまとめました。

イソフェンホス、クロルピリホス、トリクロルホン、ピリダフェンチオン、エトリジア

ゾール、クロロネブ、ペンシクロン、メプロニル、イプロジオン、キャプタン、トリクロ

ホスメチル、フルトラニル、アシュラム、ナプロパミド、ブタミホス、ベンスリド、ペン

ディメタリン、テルブカルブ、ベンフルラリン、メコプロップ、メチルダイムロン、アセ

フェート、メタラキシル、ジチオピル、トリクロピル、ピリブチカルブ、エトフェンプロ

ックス、チオジカルブ、アゾキシストロビン、イミノクタジン、プロピコナゾール、ホセ

36チル、ポリカーバメイト、シデュロン、ハロスルフロンメチル、フラザスルフロンの

項目です。

イソフェンホスは農薬で無色の液体です。殺虫剤として、林イソフェンホス

業苗木、芝、サトウキビ、ラッカセイなどの土壌害虫の防除に（Ｃ Ｈ ＮＯ ＰＳ）１５ ２４ ４

使用されます。CAS.No.25311-71-1

指針値は「 以下」と定められています。0.01mg/L

クロルピリホスは農薬で白色の固体です。殺虫剤として、白クロルピリホス

蟻や果樹害虫の防除に使用されていますが、頭痛・吐き気や目（Ｃ Ｈ Ｃｌ ＮＯ Ｐ９ １１ ３ ３

の痛みなどの症状が出るとして製造と使用が自粛される傾向にＳ）CAS.No.2921-88-2

あります。

指針値は「 以下」と定められています。0.04mg/L

トリクロルホンは農薬で白色の固体です。殺虫剤として、各トリクロルホン ＤＥＰ（ ）

種農作物の害虫防除、公園の樹木や街路樹の害虫防除、蝿や蚊（Ｃ Ｈ Ｃｌ Ｏ Ｐ）４ ８ ３ ４

などの衛生害虫駆除に使用されます。CAS.No.52-68-6

指針値は「 以下」と定められています。0.3mg/L

。 、ピリダフェンチオン ピリダフェンチオンは農薬で白色の固体です 殺虫剤として

稲、野菜、果実の害虫防除に使用されます。（Ｃ Ｈ Ｎ Ｏ ＰＳ）１４ １７ ２ ２

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.7035-04-3 0.02mg/L

エトリジアゾールは農薬で淡黄色の固体です。殺菌剤としてエトリジアゾール

使用され、きゅうり、たばこの疫病、こんにゃくの根腐病など（Ｃ Ｈ Ｃｌ Ｎ ＯＳ）５ ５ ３ ２

に効果があります。CAS.No.2593-15-9

指針値は「 以下」と定められています。0.04mg/L

-37-



。 、クロロネブ クロロネブは農薬で白色の固体です 殺菌剤として使用され

芝の雪腐病などに効果があります。（Ｃ Ｈ Ｃｌ Ｏ ）８ ８ ２ ２

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.2675-77-6 0.5mg/L

ペンシクロンは農薬で白色の固体です。殺菌剤として使用ペンシクロン

され、稲の紋枯病、野菜の苗立枯病などに効果があります。（Ｃ Ｈ ＣｌＮ Ｏ）１９ ２１ ２

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.66063-05-6 0.4mg/L

。 、メプロニル メプロニルは農薬で白色の固体です 殺菌剤として使用され

稲の紋枯病、麦や芝のさび病、ジャガイモの黒あざ病、梨やリ（Ｃ Ｈ ＮＯ ）１７ １９ ２

ンゴの赤星病、野菜の苗立枯病の予防などに効果があります。CAS.No.55814-41-0

指針値は「 以下」と定められています。1mg/L

イプロジオンは農薬で白色の固体です。殺菌剤として使用さイプロジオン

れ、果樹や野菜の灰色かび病、菌核病などの各種病害に効果が（ ）Ｃ Ｈ Ｃｌ Ｎ Ｏ１３ １３ ２ ３ ３

あります。CAS.No.36734-19-7

指針値は「 以下」と定められています。3mg/L

キャプタンは農薬で白色の固体です。殺菌剤として、果樹、キャプタン

野菜、花など広範囲の病害駆除に使用されるほか、種子の消毒（Ｃ Ｈ Ｃｌ ＮＯ Ｓ）９ ８ ３ ２

などにも使用されます。CAS.No.133-06-2

指針値は「 以下」と定められています。3mg/L

トリクロホスメチルは農薬で白色の固体です。殺菌剤としてトリクロホスメチル

使用されます。（ ）Ｃ Ｈ Ｃｌ Ｏ ＰＳ９ １１ ２ ３

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.57018-04-9 0.8mg/L

フルトラニルは農薬で白色の固体です。殺菌剤として使用さフルトラニル

れ、稲の紋枯病などに効果があります。（Ｃ Ｈ Ｆ ＮＯ ）１７ １６ ３ ２

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.66332-96-5 2mg/L

。 、 、アシュラム アシュラムは農薬で白色の固体です 除草剤として 畑作物

公園などの除草に広く使用されます。（Ｃ Ｈ Ｎ Ｏ Ｓ）８ １ ０ ２ ４

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.3337-71-1 2mg/L

ナプロパミドは農薬で白色の固体です。除草剤として、主にナプロパミド

芝生の一年生雑草の防除に使用されます。（Ｃ Ｈ ＮＯ ）１７ ２１ ２

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.15299-99-7 0.3mg/L
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ブタミホスは農薬で黄褐色の液体です。除草剤として野菜やブタミホス

芝などに使用され、畑地一年生雑草の防除に効果があります。（Ｃ Ｈ Ｎ Ｏ ＰＳ）１３ ２１ ２ ４

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.36335-67-8 0.04mg/L

ベンスリドは農薬で白色の固体です。除草剤として主に芝生ベンスリド

に使用されます。（Ｃ Ｈ ＮＯ ＰＳ ）１４ ２４ ４ ３

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.741-58-2 1mg/L

ペンディメタリンは農薬で橙黄色の固体です。除草剤としてペンディメタリン

野菜、果樹、芝などに広く使用されており、畑地一年生雑草に（Ｃ Ｈ Ｎ Ｏ ）１３ １９ ３ ４

効果があります。CAS.No.40487-42-1

指針値は「 以下」と定められています。0.5mg/L

テルブカルブは農薬で白色の固体です。除草剤として使用さテルブカルブ

れており、特にメヒシバなどの雑草に効果があります。（Ｃ Ｈ ＮＯ ）１７ ２７ ２

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.1918-11-2 0.2mg/L

ベンフルラリンは農薬で橙色の固体です。除草剤として、たベンフルラリン

ばこ畑、芝生、公園などに広く使用されており、主に一年生雑（Ｃ Ｈ Ｆ Ｎ Ｏ ）１３ １６ ３ ３ ４

草に効果があります。CAS.No.1861-40-1

指針値は「 以下」と定められています。0.8mg/L

メコプロップは農薬で白色の固体です。除草剤として主に芝メコプロップ

生に使用されており、畑地一年生広葉雑草などに効果がありま（ＭＣＰＰ）

す。（Ｃ Ｈ ＣｌＯ ）１０ １１ ３

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.7085-19-0 0.05mg/L

メチルダイムロンは農薬で白色結晶の物質です。除草剤としメチルダイムロン

て主に芝生に使用されており、カヤツリグサ科雑草やイネ科畑（Ｃ Ｈ Ｎ Ｏ）１７ ２０ ２

地一年生雑草などに効果があります。CAS.No.42609-73-4

指針値は「 以下」と定められています。0.3mg/L

アセフェートは農薬で白色の固体です。殺虫剤として使用さアセフェート

れており、各種野菜の害虫に効果があります。（Ｃ Ｈ ＮＯ ＰＳ）４ １０ ３

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.30560-19-1 0.8mg/L

メタラキシルは農薬で白色の固体です。殺菌剤として使用さメタラキシル

れ、疫病などの防除に効果があります。（Ｃ Ｈ ＮＯ ）１５ ２１ ４

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.57837-19-1 0.5mg/L

-39-



ジチオピルは農薬で白色の固体です。除草剤として主に芝生ジチオピル

に使用されており、畑地一年生雑草などに効果があります。（ ）Ｃ Ｈ Ｆ ＮＯ Ｓ１５ １６ １５ ２ ２

指針値は「 以下」と定められています。CAS.No.97886-45-8 0.08mg/L

トリクロピルは農薬で白色の固体です。除草剤として芝生、トリクロピル

公園などに広く使用されており、一年生および多年生雑草に効（Ｃ Ｈ Ｃｌ ＮＯ ）７ ４ ３ ３

果があります。CAS.No.55335-06-3

指針値は「 以下」と定められています。0.06mg/L

ピリブチカルブは農薬で白色の固体です。除草剤として主にピリブチカルブ

芝生に使用されており、イネ科の一年生雑草などに効果があり（Ｃ Ｈ Ｎ Ｏ Ｓ）１８ ２２ ２ ２

ます。CAS.No.88678-67-5

指針値は「 以下」と定められています。0.2mg/L

エトフェンプロックスは農薬で白色の固体です。殺虫剤としエトフェンプロックス

て、ツマグロヨコバイやウンカ等の防除に使用されます。（Ｃ Ｈ Ｏ ）２５ ２８ ３

指針値は「 以下」と定められています。CAS.80844-07-1 0.8mg/L

チオジカルブは農薬で淡黄褐色の固体です。カーバメイト系チオジカルブ

殺虫剤として、果樹や茶のハマキムシ類やシンクイムシ類の防（Ｃ Ｈ Ｎ Ｏ Ｓ ）１０ １８ ４ ４ ３

除に使用されます。CAS.59669-26-0

指針値は「 以下」と定められています。0.8mg/L

アゾキシストロビンは農薬で白色の固体です。殺菌剤としてアゾキシストロビン

広く使用され、病原菌細胞の呼吸を阻害する作用があります。（Ｃ Ｈ Ｎ Ｏ ）２２ １７ ３ ５

指針値は「 以下」と定められています。CAS.131860-33-8 5mg/L

イミノクタジンは農薬で白色の固体です。殺菌剤として広くイミノクタジン

使用され、果樹の病害に特に効果があります。（Ｃ Ｈ Ｎ ）１８ ４１ ７

指針値は「 以下」と定められています。CAS.39202-40-9 0.06mg/L

プロピコナゾールは農薬で淡黄色の液体です。殺菌剤としてプロピコナゾール

広く使用され、子のう菌類、担子菌類、糸状菌に特に効果があ（ ）Ｃ Ｈ Ｃｌ Ｎ Ｏ１５ １７ ２ ３ ２

ります。CAS.60207-90-1

指針値は「 以下」と定められています。0.5mg/L

ホセチルは農薬で白色の固体です。有機りん系の殺菌剤としホセチル

、 、 。（Ｃ Ｈ ＡｌＯ Ｐ ）６ １８ ９ ３ て 果樹 野菜のべと病やジャガイモの疫病に効果があります

指針値は「 以下」と定められています。CAS.39148-24-8 23mg/L
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。 、ポリカーバメイト ポリカーバメイトは農薬で灰白色の固体です 殺菌剤として

果樹、野菜の疫病に効果があります。（ ）Ｃ Ｈ Ｎ Ｓ Ｚｎ１０ １８ ４ ８ ２

指針値は「 以下」と定められています。CAS.64440-88-6 0.3mg/L

シデュロンは農薬で白色の固体です。除草剤として使用されシデュロン

ます。（Ｃ Ｈ Ｎ ）１４ ２０ ２ O

指針値は「 以下」と定められています。CAS.1982-49-6 3mg/L

ハロスルフロンメチルは農薬で白色の固体です。除草剤としハロスルフロンメチル

て使用されます。（ ）Ｃ Ｈ ＣｌＮ Ｓ１３ １５ ６ ７O

指針値は「 以下」と定められています。CAS.100784-20-1 0.3mg/L

フラザスルフロンは農薬で白色の固体です。除草剤として使フラザスルフロン

用されます。（ ）Ｃ Ｈ Ｆ Ｎ Ｏ Ｓ１３ １２ ３ ５ ５

。CAS.104040-78-0 指針値は「 以下」と定められています0.3mg/L

-41-



１０．悪臭に関する項目

悪臭に対する苦情は一時減少しましたが、昭和 年頃から再び増加しています。内容47

、 、 、としては 畜産農業や食料品製造工場 化学工場などによる苦情は減少しているのに対し

野外焼却などによるものが増加しています。

悪臭防止法（昭和 年制定、平成７年改正）では、特定悪臭物質として規制されるも46

のに２２物質が定められています。また、人間の嗅覚を用いた測定法による規制基準も定

められています。

ここでは悪臭に関する項目についてまとめました。

アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルア

ミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ｎ－ブチルアルデヒド、イソブチルア

、 、 、 、 、ルデヒド ｎ－バレルアルデヒド イソバレルアルデヒド イソブタノール 酢酸エチル

、 、 、 、 、 、メチルイソブチルケトン トルエン スチレン キシレン プロピオン酸 ノルマル酪酸

ノルマル吉草酸、イソ吉草酸、臭気官能試験の２３項目です。

アンモニアは常温で気体の物質で、し尿のような刺激臭があアンモニア

ります。（ＮＨ ）３

、 、 、 。CAS.No.1336-21-6 主な発生源は 畜産事業場 化学工場 し尿処理場などです

メチルメルカプタンは常温で気体の物質で、腐った玉ねぎのメチルメルカプタン

ような臭いがあります。（ＣＨ Ｓ）４

主な発生源は、パルプ製造工場、化学工場、し尿処理場などCAS.No.5188-07-8

です。

硫化水素は常温で気体の物質で、腐った卵のような臭いがあ硫化水素

ります。（Ｈ Ｓ）２

主な発生源は、畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場な

どです。

硫化メチルは常温で液体の物質で、腐ったキャベツのような硫化メチル

臭いがあります。（Ｃ Ｈ Ｓ）２ ６

主な発生源は、パルプ製造工場、化学工場、し尿処理場などCAS.No.75-18-3

です。

二硫化メチルは常温で液体の物質で、腐ったキャベツのよう二硫化メチル

な臭いがあります。（Ｃ Ｈ Ｓ ）２ ６ ２

主な発生源は、パルプ製造工場、化学工場、し尿処理場などCAS.No.624-92-0

です。

トリメチルアミンは常温で気体の物質で、腐った魚のようなトリメチルアミン
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臭いがあります。（Ｃ Ｈ Ｎ）３ ９

主な発生源は、畜産事業場、化学工場、水産缶詰製造工場なCAS.No.75-50-3

どです。

アセトアルデヒドは常温では液体の物質で（２０℃で気化 、アセトアルデヒド ）

炊きたてのご飯のような臭いがあります。（Ｃ Ｈ Ｏ）２ ４

主な発生源は、化学工場、魚腸骨処理場、たばこ製造工場なCAS.No.75-07-0

どです。

プロピオンアルデヒドは常温で液体の物質で、甘酸っぱい焦プロピオンアルデヒド

げた臭いがあります。（Ｃ Ｈ Ｏ）３ ６

主な発生源は、焼付け塗装工程をもつ事業場などです。CAS.No.123-38-6

ｎ－ブチルアルデヒドは常温で液体の物質で、甘酸っぱい焦ｎ－ブチルアルデヒド

げた臭いがあります。（Ｃ Ｈ Ｏ）４ ８

主な発生源は、焼付け塗装工程をもつ事業場などです。CAS.No.123-72-8

イソブチルアルデヒドは常温で液体の物質で、甘酸っぱい焦イソブチルアルデヒド

げた臭いがあります。（Ｃ Ｈ Ｏ）４ ８

主な発生源は、焼付け塗装工程をもつ事業場などです。CAS.No.78-84-2

ｎ－バレルアルデヒドは常温で液体の物質で、むせるようなｎ－バレルアルデヒド

甘酸っぱい焦げた臭いがあります。（Ｃ Ｈ Ｏ）５ １０

主な発生源は、焼付け塗装工程をもつ事業場などです。CAS.No.110-62-3

イソバレルアルデヒドは常温で液体の物質で、むせるようなイソバレルアルデヒド

甘酸っぱい焦げた臭いがあります。（Ｃ Ｈ Ｏ）５ １０

主な発生源は、焼付け塗装工程をもつ事業場などです。CAS.No.590-86-3

イソブタノールは常温で液体の物質で、発酵した臭いがありイソブタノール

ます。（Ｃ Ｈ Ｏ）４ １０

主な発生源は、塗装工程をもつ事業場などです。CAS.No.78-92-2

酢酸エチルは常温で液体の物質で、シンナーのような臭いが酢酸エチル

あります。（Ｃ Ｈ Ｏ ）４ ８ ２

主な発生源は、塗装工程または印刷工程をもつ事業場などでCAS.No.141-78-6

す。

メチルイソブチルケトンは常温で液体の物質で、シンナーのメチルイソブチルケトン

ような臭いがあります。（Ｃ Ｈ Ｏ）６ １２
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主な発生源は、塗装工程または印刷工程をもつ事業場などでCAS.No.108-10-1

す。

トルエンは常温で液体の物質で、ガソリンのような臭いがあトルエン

ります。（Ｃ Ｈ ）７ ８

主な発生源は、塗装工程または印刷工程をもつ事業場などでCAS.No.108-88-3

す。

スチレンは常温で液体の物質で、都市ガスのような臭いがあスチレン

ります。（Ｃ Ｈ ）８ ８

主な発生源は、化学工場、ＦＲＰ製品製造工場などです。CAS.No.100-42-5

キシレンは常温で液体の物質で、ガソリンのような臭いがあキシレン

ります。（Ｃ Ｈ ）８ １０

主な発生源は、塗装工程または印刷工程をもつ事業場などでo-キシレン：

す。CAS.No.95-47-6

プロピオン酸は常温で液体の物質で、酸っぱい臭いがありまプロピオン酸

す。（Ｃ Ｈ Ｏ ）３ ６ ２

主な発生源は、脂肪酸製造工場、染色工場などです。CAS.79-09-4

ｎ－酪酸は常温で液体の物質で、汗くさい臭いがあります。ｎ－酪酸

主な発生源は、畜産事業場、化学工場、でんぷん工場などで（Ｃ Ｈ Ｏ ）４ ８ ２

す。CAS.107-92-6

ｎ－吉草酸は常温で液体の物質で、むれた靴下のような臭いｎ－吉草酸

があります。（Ｃ Ｈ Ｏ ）５ １０ ２

主な発生源は、畜産事業場、化学工場、でんぷん工場などでCAS.109-52-4

す。

イソ吉草酸は常温で液体の物質で、むれた靴下のような臭いイソ吉草酸

があります。（Ｃ Ｈ Ｏ ）５ １０ ２

主な発生源は、畜産事業場、化学工場、でんぷん工場などでCAS.503-74-2

す。

臭気官能試験は悪臭を人の嗅覚を用いて測定するものです。臭気官能試験

試料（空気）を何倍に薄めたときににおいがしなくなるかを、

嗅覚の正常な複数の人で測定する方法で求めています。
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１１．衛生関連項目

ここでは衛生に関連する項目についてまとめました。

ふん便性大腸菌群数、腸球菌、Ｏ－１５７、ベロ毒素、クリプトスポリジウム、テトロド

トキシン（フグ毒 、ドモイ酸の７項目です。）

ふん便性大腸菌群数は、大腸菌群のうち ℃で培養したふん便性大腸菌群数 44.5

ときに検出される細菌数のことをいいます。通常の大腸菌群数

（培養温度： ℃）には、大腸菌以外に土壌・植物など自然36

界に由来する菌種も多く含まれますが、ふん便性大腸菌群数は

ほぼふん便由来の菌（大腸菌）の数とみなすことができます。

動物の腸内に常住する細菌としては、大腸菌のほかにふん便腸球菌

性連鎖球菌が知られており、腸球菌はこのふん便性連鎖球菌の

１種です。腸球菌及びふん便性連鎖球菌は自然界で増殖しない

ため、河川や湖沼などの公共用水域におけるふん便汚染の指標

の一つとして有望視されています。なお、人間によるふん便汚

染の指標としては、ふん便性連鎖球菌よりも腸球菌の方が適し

ているとされています。

一部の大腸菌には人間に対し強い毒素をもつものが知られてＯ－１５７

います。このように人間の腸管内に感染して下痢症などを引き

起こす大腸菌を「病原性大腸菌」と呼んでいます。

Ｏ－１５７は病原性大腸菌の１種で、出血性大腸炎に続いて

溶血性尿毒症を引き起こすことが知られています。なお、Ｏ－

１５７の名称は菌の血清型による分類からきており、Ｏ型抗原

で１５７番目に確認されたものであることを示しています。

ベロ毒素は病原性大腸菌 Ｏ－１５７が作り出す毒素です。ベロ毒素

Ｏ－１５７の存在の確認は、最終的にベロ毒素の検出の有無に

より行われます。

平成８年６月に埼玉県越生町で水道水に起因するクリプトスクリプトスポリジウム

ポリジウム感染症が発生しました。

クリプトスポリジウムは動物の腸に寄生する大きさ約５μｍ

の原虫で、下痢や軽い発熱などの症状を引き起こします。

クリプトスポリジウムへの対策としては、塩素消毒の効果が

弱いため、浄水場では徹底したろ過処理により水中からの除去

を行っています。

、 、クリプトスポリジウムに関係の深い指標としては 大腸菌数
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ふん便性大腸菌群数、ふん便性連鎖球菌数及び濁度などがあげ

られます。

テトロドトキシンはフグに含まれ、麻痺を引き起こす毒素でテトロドトキシン

す。一般にフグの卵巣や肝臓に多く含まれており、特に冬から（フグ毒）

春の産卵期が最も有毒といわれています。

ドウモイ酸は紅藻などから抽出される興奮性アミノ酸です。ドウモイ酸

養殖された貝類などから感染し、記憶喪失の症状を引き起こす

ことが知られています。
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１２．危険物等に関する項目

ここでは危険物等に関連する項目についてまとめました。

放射性物質、プルトニウム、ホスゲン、アジ化ナトリウム、過酸化水素、塩化水素、ジ

フェニルアルシン酸の 項目です。7

放射性物質は、α線（陽子２個と中性子２個が結びついたヘ放射性物質

リウムの原子核と同じ粒子 、β線（電子 、γ線（電磁波）） ）

などの放射線を放出する性質をもつ物質の総称です。原子力発

電、医療における治療や診断、殺菌や厚さ計等の工業利用など

に広く使われていますが、人体や環境に与える影響が著しく大

きいため、その使用等には科学技術庁長官の許可が必要とされ

ています。

放射性物質は、元素名に質量数（原子核の陽子と中性子の合

計数）と呼ばれる数字をつけて表記します。例えば、ウランに

は質量数が 、 、 のものがあり、これらは同位体（ア234 235 238

イソトープ）と呼ばれ、放射性が全く異なります。

プルトニウムは人工放射性元素の１つです。同位体には質量プルトニウム（Ｐ）

238 239 240 241 239 241数が のものがあります この中で と、 、 、 。

のものが核分裂性で，高速中性子でも核分裂を起こすことから

高速増殖炉の核燃料として用いられます。

ホスゲンは無色の気体です。非常に毒性が強く、吸入によりホスゲン

催涙、呼吸困難などの急性症状を呈し、数時間後に肺水腫を生（ＣＯＣｌ ）２

じて死亡するといわれています。CAS.No.75-44-5

工業的にはポリウレタンや染料の合成原料などとして使われ

ています。

アジ化ナトリウムは白色の固体です。医薬品（抗生物質 、アジ化ナトリウム ）

、 、 （ ）（ＮａＮ ）３ 防腐剤 農薬などの原料として使われるほか ＤＯ 溶存酸素

の分析試薬などとしても使われています。CAS.No.26628-22-8

平成 年８月に新潟県で飲料水にアジ化ナトリウムが混入10

される事件があり、平成 年１月に毒物劇物取締法の毒物に11

指定されました。

、 、生体内で細胞呼吸を阻害する作用があり 中毒症状としては

嘔吐、頭痛、めまい、動悸などがあり、摂取量が多い場合は、

、 、 。不整脈 失神 昏睡などを起こして死亡するといわれています
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30過酸化水素 過酸化水素は通常３％水溶液として市販されています。

～ ％のものは強力オキシドールと呼ばれ、皮膚につくと火（Ｈ Ｏ ）２ ２ 35

傷を起こすので注意が必要です。CAS.No.7722-84-1

、 、 、 。３％水溶液は 消毒 殺菌 漂白などに広く使われています

塩化水素は無色の気体です。金属を腐食する性質があり、液塩化水素

化塩化水素は半導体製造時の洗浄などに用いられます。（ＨＣｌ）

多量に吸入すると咽頭部のけいれんや肺水腫が起き、非常にCAS.No.7647-01-0

危険です。また、眼や皮膚の組織にも強烈な刺激を与え、失明

を起こすこともあります。

ジフェニルアルシン酸は自然界には存在しない有機砒素化合ジフェニルアルシン酸

物で、旧日本軍が製造した嘔吐剤（くしゃみ剤）であるジフェ（ （ ））(Ｃ Ｈ ) ＡｓＯ ＯＨ6 5 2

ニルシアノアルシンまたは、ジフェニルクロロアルシンの分解

生成物と推測されています。また砒素の地下水汚染の原因物質

の１つとして挙げられています。

ジフェニルアルシン酸の生成メカニズム、毒性などは現時点で

は詳しく解明されていません。
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１３．その他の項目

ここには、上記の分類に入らなかったアルカリ金属、アルカリ土類金属、有害廃棄物の

判定基準の対象項目である微量金属などをまとめました。導電率、酸化還元電位、スズ、

バナジウム、ベリリウム、カルシウム、マグネシウム、カリウム、硫酸イオン、アルカリ

度、酸度、硫化物イオン、有機リン、有機塩素化合物、ヨウ素消費量、腐植質、エイムス

試験（変異原性試験 、酸素消費速度（底質 、粒度組成（底質）の 項目です。） ） 19

電気伝導度ともいいます。電気の流れやすさを示す数値で、水導電率

中に含まれる陽イオン、陰イオンの合計量の目安になります。河（ＥＣ）

川での平均的な値は μ 程度です。100 S/cm

酸化還元電位は、水中の酸化還元状態を表す数値です（単位：酸化還元電位

。酸化状態ではプラス、還元状態ではマイナスの値になりま（ＯＲＰ） mV）

す。

自然水に存在する酸化性物質には溶存酸素、３価の鉄イオンな

どが、還元性物質には２価の鉄イオン、硫化物、有機物などがあ

り、酸化還元電位はこれらの量のバランスによって決まります。

スズは銀白色の水に不溶な金属です。地殻中には約 含スズ 2mg/kg

まれています。（Ｓｎ）

用途としては、工業的にはブリキ板、ハンダ等多くの金属製品

に用いられています。また、各種合金の製造、食品包装、エレク

トロニクス、歯磨き粉などに用いられています。有機スズ化合物

はプラスチックや塩化ゴムの安定剤、殺虫・防カビ剤、船底塗料

や漁網防汚剤などに用いられています。

このうち有機スズ化合物は強い毒性を示すといわれており、近

年、養殖魚、天然魚介類、野鳥などから有機スズが検出されて問

題となっています。

バナジウムは銀白色の金属で、地殻中には約 、海水中バナジウム 135mg/kg

には約 μ 含まれています。用途には、高速度鋼やチタン（Ｖ） 1.5 g/L

合金、化成品製造の解媒等があります。

バナジウムは化石燃料の燃焼に伴って大気中に放出されます。

人体への影響としては、接触性皮膚炎、結膜炎、皮膚潰瘍、気

管支炎、急性肺炎等があります。

産業廃棄物の判定基準で基準値が定められています。

ベリリウムは軽く強靭で、耐蝕性、熱伝導性、圧廷性にすぐれベリリウム

た金属です。地殻中には約 存在しています。（Ｂｅ） 2.8mg/kg
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、 、 、近代産業にとって不可欠な金属で 主な用途としては 半導体

セラミック、航空機や宇宙飛行体の構造材料等があります。

人体への影響としては、接触性皮膚炎、結膜炎、皮膚潰瘍、気

管支炎、急性肺炎等があります。

産業廃棄物の判定基準で基準値が定められています。

カルシウムは生物にとって必須金属で、骨や歯などの主成分でカルシウム

あるほか、神経の伝達･筋肉の収縮などさまざまな働きをしていま（Ｃａ）

。 、 。す 地殻中には約 ％ 海水中には約 含まれています4 2 400mg/L.
主な用途としては、金属カルシウムとして蓄電池、医薬品の製

造や製鋼、カルシウム塩として建設用材料等があります。

マグネシウムは生物にとって必須金属で、神経の伝達や酵素反マグネシウム

応などさまざまな働きをしています。地殻中には約 ％、海水（Ｍｇ） 2.3

中には約 含まれています。1300mg/L

主な用途としては、金属マグネシウムとして、断熱材、アルミ

ニウム合金、鉄鋼材料等、マグネシウム塩として食品の豆腐の凝

固剤や農業用等があります。

カリウムは生物にとって必須金属で、生物の浸透圧調節、筋肉カリウム

2.1（Ｋ） の収縮、神経の伝達などの働きをしています。地殻中には約

％ 、海水中には約 含まれています。380mg/L

主な用途としては、還元剤や無機化学工業におけるカリウム化

合物の原料等があり、また、ナトリウムとの合金は液体金属とし

て高温温度計や原子炉冷却材に使われています。

硫酸塩は、自然界には重晶石（ ）や石膏（ ･ ）硫酸イオン BaSO CaSO 2H O4 4 2

などの形で鉱物中に含まれています。また硫黄の地殻での存在量（ＳＯ ）４
２－

は です。硫化物が地表近くに存在すると、大気中の酸260mg/kg

、素や地下水の溶存酸素により酸化されて硫酸イオンが生じるため

火山地区の河川水などに硫酸イオンが多量に含まれることがあり

ます。

アルカリ度（ 規格では酸消費量という）とは、水中に含まアルカリ度 JIS

れる炭酸水素塩、炭酸塩又は水酸化物等のアルカリ分の量をこれ

に対応する炭酸カルシウム（ ）の濃度で表したもので、試CaCO3

料水が酸を中和する能力の指標となります。

アルカリ度は２種に区別され、 まで中和した場合の酸消pH8.3

pH4.8費量をフェノールフタレインアルカリ度（Ｐアルカリ度 、）
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（ ）までの酸消費量を総アルカリ度 Ｔアルカリ度又はＭアルカリ度

と呼んでいます。

自然水のアルカリ度は炭酸塩又は炭酸水素塩が主体をなすこと

が多く、雨水中に溶けている や土壌中の生物の呼吸作用、地CO2

下水が石灰岩のような堆積岩（炭酸塩）を通過するとき、炭酸水

素塩としてＣａ、Ｍｇ等を溶出してくることに起因しています。

地下水はアルカリ度が高く で、表流水は通常30~80mg/L

、河川水は一般に上流は低く、下流に行くほど少しず20~40mg/L

つ増加するといわれています。

酸度（ 規格ではアルカリ消費量という）とは、水中に含ま酸度 JIS

れている炭酸、鉱酸又は有機酸などの酸分の量を、これに対応す

る炭酸カルシウム（ ）の濃度で表したもので、試料水がアCaCO3

ルカリを中和する能力の指標となります。

酸度は２種に区分され、 まで中和した場合のアルカリ消pH8.3

費量を総酸度、 までのアルカリ消費量を鉱酸酸度と呼んでpH4.8

います。

、 、酸度の起源は通常遊離炭素ガス 塩酸・硫酸などのような鉱酸

、緩衝作用に影響を及ぼす燐酸のような弱い解離状態の酸及び強酸

弱塩基の塩類の存在が原因となっています。 表流水の酸度は、

通常 前後です。10mg/L

硫化物イオンは、底泥中のタンパク質や硫酸から、嫌気性菌の硫化物イオン

作用等により生成するほか、温泉水、工業排水等から供給されま（Ｓ ）２－

す。硫化物イオンは、ほとんど全部の金属元素と硫化物を生成し

ます。

硫化物イオンは、酸性の条件下では硫化水素を発生します。硫

化水素は、無色、腐卵臭の刺激性の気体で、人体に対して毒性が

あり、致死濃度は といわれています。500~1000ppm

有機リンとは、パラチオン、メチルパラチオン、ＥＰＮ及びメ有機リン

チルジメトンの４種の有機リン系農薬を指します。これらはいず（Ｏ－Ｐ）

れも強力な殺虫剤である反面、人や動物に対する毒性がきわめて

強く、現在はＥＰＮ以外は製造および使用が禁止されています。

環境水中で検出されなくなり、平成５年３月の環境基準改正に

より有機リンは環境基準項目から削除されましたが、ＥＰＮは要

監視項目として残されています。

現在、有機リンは排出基準及び産業廃棄物の判定基準で基準値

が定められています。
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有機塩素化合物とは、トリクロロエチレン、テトラクロロエチ有機塩素化合物

レンなど塩素を含む有機化合物の総称です。ほとんどの種類が人

工の化合物で、主に農薬や溶剤として用いるために合成されたも

のです。一般に毒性が強く、環境中での残留性と生物の脂肪内の

蓄積性が高く有害なものです。

また、有機塩素系溶剤のトリクロロエチレンやテトラクロロエ

チレンは重大な地下水汚染を引き起こしています。

ヨウ素消費量とは、水中の硫化物、鉄（Ⅱ）塩、不安定な有機ヨウ素消費量

物質などにより消費されるヨウ素の量をいい、水の還元性の指標

として用いられます。

主な測定対象試料は、排水や下水です。

腐植質は暗黒色ないし暗褐色を呈した高分子物質です。腐植質腐植質（フミン質）

には、植物成分などが土壌中で分解、縮合して生成する陸上由来

のもの、水中に流入した有機物や水生生物成分から生成する水中

由来のもの、都市排水によるものとがあります。

水道水中に含まれるトリハロメタンは、この腐植質と浄水過程

で使用する塩素が反応して生成するとされています。

変異原性とは、化学物質などが生物の遺伝子に作用し、その分エイムス試験

子構造の一部を変えたりして遺伝的性質を変える働きのことをい（変異原性試験）

います。

変異原性試験の中で最も広く用いられているのはサルモネラ菌

変異株を用いるエイムス試験です。

サルモネラ菌変異株は、培地にヒスチジン（アミノ酸の１種）

がないと生育できません。しかし、培地に添加された化学物質の

作用により遺伝子が突然変異を起こすとヒスチジンがなくても生

育し、集落を形成するようになります。エイムス試験はこれによ

り変異原性を判定するものです。

変異原性をもつ化学物質としては、タバコの煙にも含まれてい

るベンゾ( )ピレン、亜硝酸塩とタンパク質が反応してできるニトa

ロソアミン類などがよく知られています。

底質中では主に微生物によって有機物が酸化分解されます。こ酸素消費速度（底質）

れらの微生物による作用が強い（呼吸活性が高い）ほど、底層水

は溶存酸素が消費されて嫌気性となり、底質からはリンなどが溶

出しやすくなります。

底質の酸素消費速度は、密閉された容器に一定量の底質試料を
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量りとって満水とし、この溶液中の溶存酸素濃度の経時変化を測

定することにより求められます。

底質の粒度組成は、底質を構成する土粒子径の分布状態を全体粒度組成（底質）

に対する百分率で表したものです。土粒子径により、礫、粗砂、

細砂、シルト、粘土などにクラス分けして表示します。

底質の粒度組成は、有機物や重金属の含有量にも大きく影響し

ます。一般に土粒子径が小さいほど単位重量当たりの粒子の表面

積が大きく、これらの物質が吸着されやすくなるため、含有量が

高くなります。
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Ⅱ．水質に関する用語

１．水質規制に関する用語

ここでは水質規制に関する言葉の中でよく使われるものをまとめました。

環境基準、ＰＲＴＲ、要調査項目、７５％水質値、類型指定、環境基準点、排水基準、上

乗せ基準、横出し基準、総量規制、汚濁負荷量、汚濁原単位、特定施設、公共用水域、環

境権の 項目です。14

国や地方公共団体が公害防止対策を進めるには、環境の質が環境基準

どの程度のレベルに維持されることが望ましいという目標が必

要です。この目標が環境基準と呼ばれるもので、環境基本法に

よって、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音について定める

こととされています。水質汚濁に係る環境基準は平成５年及び

平成１１年に改正され、人の健康の保護に関しては２６項目、

生活環境の保全に関しては河川、湖沼、海域のそれぞれについ

て水域類型別に計９項目の基準が定められています。

（化学物質の排出量のＰＲＴＲ Pollutant Release and Transfer Register

把握等の措置）の略です。人の健康や生態系に有害なおそれの

ある化学物質について、環境中への排出量や廃棄物としての移

動量を事業者が自ら把握して行政に報告し、行政がそれらを集

計し、公表する仕組みをいいます。

現在、日本で使われている化学物質は数万種類といわれてい

ますが、これらの物質の低濃度での毒性は必ずしも明らかでな

く、さらにその複合的な影響についてはほとんど知られていま

せん。こうした化学物質による環境影響の低減に総合的に取り

組むためには従来型の個別物質の規制では間に合わず、事業者

の自主的な取り組みを促進することによって対応することが求

められています。

平成８年のＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の勧告を受け、日

本では平成１１年７月に成立した「特定化学物質の環境への排

出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」により、Ｐ

ＲＴＲ制度が導入されました。

要調査項目は、個々の物質が水環境を経由して人の健康や生要調査項目

態系に害を及ぼす恐れはあまり大きくないか不明なものの、環

境中での検出状況や複合影響等の観点からみて知見の集積が必

要な物質（群）で、平成 年に 項目が選定されました。10 300

要調査項目は、今後人の健康保護のため注目すべきと判断され

-54-



た時点で要監視項目に格上げされる可能性のある項目です。

公共用水域の水質を表す方法として一般的に年平均値が用い７５％水質値

られていますが、ＢＯＤなど生活環境項目の環境基準に対する

適合性の判断方法として、通常の状態（低水流量以上の状態）

の最高値に相当する水質である７５％水質値が用いられていま

す。これは年間を通して４分の３の日数はその値を超えない水

質レベルを示すもので、年間の日間平均値の全データを値の小

さいものから並べ、 ×ｎ番目（ｎはデータ数）の値を７５0.75

％水質値とします （ ×ｎが整数でない場合は端数を切り。 0.75

上げた整数番目の値をとります 。）

水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境の保全に関する環類型指定

境基準は、河川、湖沼及び海域のそれぞれに、利水目的に応じ

て２つ以上の類型を設け、浄化目標値を定めています。このた

め、特定の水域の浄化目標を設定するためには、環境基準の２

つ以上の類型の中から目標とする類型をあてはめなければなり

ません。このあてはめを類型指定と呼んでいます。

類型指定の権限は、原則として２つ以上の都府県を流域とす

る水域は内閣総理大臣に、それ以外の水域は都道府県知事に委

任されています。

水質汚濁の防止を図る必要のある公共用水域には、環境基準環境基準点

の類型が指定されています。環境基準点は、この指定された水

域について、環境基準の維持達成状況を把握するための地点で

す。

環境基準点は水域の利用目的との関連等を考慮して地点が選

、 。定され 水質測定は環境庁の定める統一的な方法で行われます

水質汚濁防止法によって、工場および事業所から水を公共排水基準

用水域に排出する場合及び地下に浸透させる場合には、排出水

が排水基準に適合するように排水処理体制を整備することが義

務づけられています。排水基準には、全ての公共用水域を対象

として国が総理府令で定めて一律に適用される一律基準のほか

に、都道府県が適用する水域を指定して条例で定める上乗せ基

準、水質汚濁防止法で規制対象となっていない物質や業種につ

いても条例で定める横出し基準があります。

上乗せ基準は、排出水の量に比べてもともとの水域の流量が

少ないなど、国の一律基準では汚濁状況の改善が図られない場上乗せ基準
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合に、都道府県が条例で定める一律基準より厳しい基準です。

基準値を厳しくする方法と、排水量 ｍ 日以下の事業所50 /３

にも適用範囲を広げる方法とがあり、違反者には水質汚濁防止

法上の罰則等の規制措置がとられます。

横出し基準は、水質汚濁防止法で規制対象となっていない物横出し基準

質や業種について都道府県及び市町村が条例で定める基準で

す。ただし、罰則については上乗せ基準とは異なり、横出し基

準条例で罰則が明示されていない限り適用されません。

汚濁物質の総量（汚濁負荷量）を規制する規制方式のことを総量規制

いいます。昭和 年代前半には東京湾、伊勢湾、瀬戸内海に50

ついて水質汚濁防止法に基づく汚濁負荷の総量規制制度が導入

され、 年代後半からは水質保全が特に緊要な湖沼について50

湖沼水質保全特別措置法の特別対策が講じられてきました。

水質汚濁の程度は、一般に汚濁物質の濃度で表されます。し汚濁負荷量

かし、濃度の薄い排水でも排水量が大きければ、水域に流れ込

む汚濁物の量は大きなものとなり、環境に与える影響も大きく

なります。したがって、総合的に水質汚濁を考えるためには、

汚濁物質の濃度と流量を掛け合わせた量で評価することが必要

。 。になってきます この濃度と流量の積を汚濁負荷量といいます

汚濁負荷量は実測で求めるのが基本ですが、目的流域に含ま汚濁原単位

れるすべての発生源について実測することは困難なため、小規

模の事業所や家庭排水のように個々にそれほど相違がないと考

えられる施設については文献値や過去の調査事例を参考に算出

することになります。こうした計算に用いる発生源ごとの汚濁

負荷発生量のデータを汚濁原単位といいます。

有害物質又は生活環境項目に係る物質を排出する施設のうち特定施設

政令で定めるものをいいます。現在制令では約６００の業種の

。 、 、施設が指定されています この中には 下水道の終末処理施設

共同汚水処理施設のほか、飲食店、洗濯業、写真現像業、旅館

などの三次産業、畜産業などの一次産業に関する施設も含まれ

ています。

河川、湖沼、海域の他、終末処理場の設置されていない下水公共用水域

道（雨水排除のための都市下水路）を指します。
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「 、 、 、環境権 人が健康で安全かつ快適な生活を営むためには 大気 水

日照、土壌、静穏等環境上の諸条件が良好に維持されることが

必要であり、国民は良好な環境を亨受する権利がある」という

考えから主張されている権利をいいます。憲法第２５条を根拠

とし、環境の悪化や破壊を招く行為に対しては事前の予防や差

し止めも許されるべきであるとしています。

日弁連のシンポジウム（昭和 年新潟）で提唱され、その45

後の公害裁判等で原告主張の論拠としてしばしば用いられてい

ます。
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２．浄化処理に関する用語

ここでは浄化処理に関する言葉の中でよく使われるものをまとめました。

公共下水道、流域下水道、都市下水路、下水処理、活性汚泥法、生物膜法、凝集沈殿法、

活性炭吸着法、膜分離法、消毒、硝化、脱窒、合併処理浄化槽、河川直接浄化法の１４項

目です。

主として市街地の下水を排除・処理するために地方公共団体公共下水道

が管理する下水道をいいます。家庭や工場などからの下水は、

道路の下に敷設された下水管渠により排除され、その流末に設

置された終末処理場で処理された後で放流されるようになって

います。

公共下水道は住民生活に密接に関係するため、その建設や管

理は原則として市長村を事業主体として行われます。

つ以上の市町村の下水を１ヶ所に集めて処理するもので、流域下水道 2

市町村の間を結ぶ幹線管渠と終末処理場をさし、原則として都

道府県が管理します。行政区間にとらわれず、地形や勾配など

の自然条件をもとに水質保全を効率的に進めるためのもので

す。

主に雨水を排除して、雨水による市街地の浸水を防ぎ、公衆都市下水路

衛生の向上を図るための下水道です。

汚水を人為的に浄化するための処理をいいます。一般に有機下水処理

汚濁物質の多い都市下水の処理では、沈澱処理（一次処理）と

生物処理（二次処理）により汚濁物質が除去され、生じた汚泥

を濃縮、脱水、焼却などにより減量するというプロセスがとら

れます。近年、水質環境の保全、水資源としての処理水再利用

などにより、従来より高い水準の下水処理や、窒素及びリンの

除去が要求されるようになりました。このような下水処理を高

度処理（三次処理）といいます。

好気性微生物を利用して有機物を分解する最も代表的な排水活性汚泥法

処理法です。好気性の細菌類、原生動物などを含む汚泥を人為

的に排水に加え、長時間空気を吹き込むこと（曝気）により、

有機物が酸化分解されます。曝気後、汚泥を沈降分離や濾過に

より水中から除去することにより清浄な水が得られます。大量

の排水を処理するのに適し、日本の下水処理場では最もよく使

われている方法です。
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活性汚泥法が浮遊した微生物を用いるのに対し、種々の接触生物膜法

材に付着した微生物を利用して処理するのが生物膜法です。接

触材の表面上で好気性の細菌類が膜状に付着し、増殖速度の遅

い（増殖しにくい）硝化菌も保持されやすい特徴があります。

活性汚泥法に比べて維持管理は容易で浄化槽などに多く使われ

ています。河川の直接浄化施設などに使われている礫間接触酸

化法も生物膜法の１種です。

（ ） 、凝集沈殿法 下水二次処理水 活性汚泥による処理水 に凝集剤を添加し

水中のリンを不溶性にして除去する方法です。凝集剤としては

アルミニウム塩や鉄塩が使われ、これらが水中のリンと反応し

て沈殿します。リンだけでなく、水中の微量の濁りや有機物も

同時に沈殿として除去されます。

活性炭の吸着作用を利用し、水中の主として有機物を除去す活性炭吸着法

る方法です。トリハロメタン除去などの目的で家庭用浄水器な

どに以前からよく使われていますが、最近では下水や工場廃水

の処理の仕上げとしても使われています。

膜を用いる分離技術には様々なものがありますが、水処理で膜分離法

よく使われるのは、膜に存在する細孔によるふるい分け作用を

利用するものです。

小型合併処理浄化槽などでは、沈降分離の代わりに膜分離法

が使われており、装置の小型化、処理水の水質向上が図られて

います。

下水処理の最終プロセスでは病原微生物などの感染を防ぐた消毒

めに消毒が行われます。現在、下水処理における消毒法として

は、使いやすさ、消毒効果の持続性、価格などの面から塩素が

一般的に使われています。塩素消毒の欠点として、副生した有

機塩素化合物が放流先の水生生物に悪影響を及ぼす可能性があ

り、代替法としてオゾンや紫外線による消毒法も検討されてい

ます。

排水中の窒素化合物から生じたアンモニアを亜硝酸や硝酸に硝化

酸化する現象を硝化といいます。この硝化には硝化菌と呼ばれ

る細菌が関与しています。硝化菌は一般の細菌に比べて増殖が

遅いため、下水処理では有機物の酸化分解よりも遅れて硝化が

起こる傾向があります。
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ある種の細菌（脱窒菌）は水中に酸素がない時に代わりに硝脱窒

酸を使って呼吸します。この呼吸により、硝酸は窒素に還元さ

れ，水中の有機物が酸化されます。

この脱窒菌の働きを下水処理に応用したのが生物学的窒素除

去法です。

合併処理浄化槽は住宅、学校、病院などで発生するし尿と生合併処理浄化槽

活雑排水を合わせてその敷地内で処理する比較的小規模の処理

システムです。初期の浄化槽（単独処理浄化槽）は便所の水洗

化を主な目的とするもので、ＢＯＤ除去率の基準は ％以上65

と低く、しかも生活雑排水は無処理で放流されてきており、公

共用水域の水質汚濁の原因の一つとなっています。

平成 年６月に改正された浄化槽法では合併処理浄化槽の12

みが浄化槽と定義され、単独処理浄化槽の新設が禁止されてい

ます。

合併処理浄化槽の性能は近年著しく向上しており、放流水の

ＢＯＤ 以下のものや窒素・リン除去型のものも設置さ10mg/L

れています。下水道に比較して設置が容易なため、下水道整備

の遅れている中小市町村等における生活排水対策としてその役

割が注目されています。

河川の直接浄化対策としては、底泥の浚渫による堆積汚濁物河川直接浄化法

の除去、曝気による好気性微生物の活性化などが行われていま

す。また、多摩川では、流入する野川の汚濁水を対象として礫

間接触酸化法による浄化対策を行っています。これは河原等に

ある礫を接触材として用い、礫の表面に自然に付着する好気性

微生物の働きにより、通過する河川水中の有機物を酸化分解す

るものです。
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３．水環境に関する用語

ここでは水環境に関する言葉の中でよく使われるものをまとめました。

有機物、生物分解、自浄作用、閉鎖性水域、富栄養化、内部生産、アオコ、赤潮、青潮、

ヘドロ、生物濃縮、地下水汚染、地下水涵養、伏流水、表流水、湧水、生態学、酸性雨、

非特定汚染源、河床堆積物、水生生物、デトライタス、プランクトン、ネクトン、ベント

ス、指標生物、アメニティ、多自然型工法、ビオトープ、水質事故の３０項目です。

有機物とは、炭素を含む化合物の中で、炭素と酸素からなる有機物

（ ） 。 、もの 一酸化炭素や二酸化炭素以外 をいいます 有機物には

生物体内で作られる炭水化物、脂肪、蛋白質等のほか、無数の

人工的に合成された有機化合物があります。

通常、有機汚濁という場合は、生物によって代謝分解されや

すく、特に毒性のない化合物を対象とし、有機リン系農薬や有

機塩素系化合物などのようにそれ自身の毒性が問題となるもの

は別に取り扱います。

有機物の分解に関わる微生物は、溶存酸素を必要とする好気生物分解

性微生物と、溶存酸素を必要としない嫌気性微生物とに大別さ

れます。

自然水の表層は、空気中の酸素によって溶存酸素が飽和して

いることが多いので、水中に入ってきた有機物はまず好気性微

。 、 、生物によって酸化分解されます 有機物の主成分は炭素 水素

、 、 、 、酸素 窒素 硫黄などで 好気性微生物はそれらを二酸化炭素

水、硝酸イオン、硫酸イオンなどに分解します。

有機物の量が多く、溶存酸素を使い尽くしてしまうと、好気

性微生物にかわって嫌気性微生物による分解が進みます。この

、 、 、 。場合の最終生成物は メタン アンモニア 硫化水素などです

特に、堆積した底泥の内部では溶存酸素の供給が少ないために

嫌気性分解が主になります。

水処理技術の生物処理は、これらの好気性ないし嫌気性分解

過程を応用したもので、微生物量を高めて撹はんしたり空気を

吹き込んだりすることによって、高濃度の汚水を効率よく分解

するものです。下水処理の主流をなす活性汚泥法は好気性処理

の代表的なものであり、し尿処理で用いられる嫌気性処理の一

つです。

水域に汚濁物が流入しても、自然の浄化作用によって汚濁物自浄作用

の濃度はしだいに減少していきます。これを浄化作用といい、

物理的作用、化学的作用、生物的作用の３つからなります。物
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理的作用とは、水による希釈･拡散や沈殿などによって見かけ

。 、上の水中の汚濁物質濃度が減少するものです 化学的作用とは

酸化、還元、凝集、吸着などの作用によって汚濁物質が無害な

、 。ものに変化したり 水中に溶出しにくくなったりするものです

生物的作用とは、汚濁物質が生物によって吸収・分解を受ける

ものです。

、 、 、 、閉鎖性水域 湖沼 内湾 内海などのように 水の出入りや交換が少なく

地形的に閉鎖された水域をいいます。

閉鎖性水域において、窒素やリンなどを含む栄養塩類の濃度富栄養化

が増加することをいいます。山奥の深い湖では栄養塩類（植物

の栄養となるような窒素やリンを含む塩類）が少ないために藻

類の発生量が少なく､底層まで酸素が行き渡り、透明度が高く

なっています。このような湖を貧栄養湖といいます。

これに対して平野部の浅い湖では、肥沃な土壌や人間活動に

よって豊富な栄養塩類が流入してくるために大量の藻類が発生

し、また、藻類の死骸が沈殿して堆積し、それが分解されると

きに酸素を消費するのでしばしば底層水の溶存酸素が欠乏しま

す。このような湖を富栄養湖といいます。

貧栄養湖も、流域の土壌に含まれている栄養塩類の流入によ

って徐々に富栄養湖の状態に変化していきます。これに人間活

動が加わって、都市の生活排水や産業排水が流入すると変化の

スピードは急激に加速されます。これが水質汚濁問題でいうと

ころの富栄養化です。類似の現象は、内湾や流れのゆるい河川

などにおいてもみられます。

湖沼、内湾など閉鎖性水域では植物プランクトンの増殖（光内部生産

） 、 。合成 により有機物質が生産され これを内部生産といいます

植物プランクトンの増殖には窒素やリンが不可欠であり、これ

ら栄養塩類の水域への流入量を削減することにより内部生産を

抑制することができます。

富栄養化した湖沼や池で、夏期を中心に藍藻類（ミクロキスアオコ

ティスなど）が異常増殖して、水の表面が緑色の粉をふいたよ

、 。うな厚い層が形成されることがあり これをアオコといいます

アオコが発生すると、腐敗による悪臭の発生、酸欠による魚の

、 、 、斃死 浄水場のろ過障害 かび臭などの異臭味の発生するほか

浄水処理でトリハロメタンの生成を促すこともあります。

また、藍藻類の中には有毒なものも知られています。
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海域で特定のプランクトンが大発生し、かつ水面近くに集積赤潮

することによって海水が変色（主に赤褐色）する現象を赤潮と

いいます。最近では湖沼やダム湖などの淡水域で起こるプラン

クトンの異常発生現象の中でも、外観が褐色や黄色味を帯びて

表層水中に集積するものは淡水赤潮と呼ばれるようになってき

ました。

赤潮は、プランクトンのもつ毒性や溶存酸素の低下などによ

り魚貝類をへい死させたり、生臭い臭気を発生するなどの被害

をもたらすことがあります。

東京湾で夏から秋にかけてしばしばみられる現象で、北～北青潮

東の風が吹いた時に表層の海水が沖へ流され、それを補うため

に底層の溶存酸素の欠乏した水魂が湾奥部の沿岸に湧昇して漁

業などに被害を及ぼすものです。貧酸素水魂中の硫化物が表層

で酸化されて硫黄となり、乳青色を呈することから青潮とよば

れています。また、海域の赤潮現象のうち外観が緑色になるも

のを青潮と呼ぶ場合もあります。

生活排水や産業排水に伴って排出された浮遊物質、あるいはヘドロ

プランクトンの死骸や微細な粘土粒子などが、河川、運河、内

湾等の暖流部の水底に沈殿し形成された浮動性に富む軟らかい

泥をいいます。一般に有機物を多く含むヘドロが堆積している

水の中では､溶存酸素がほとんどなくなり、嫌気性微生物（酸

素の欠乏状態でよく増殖する細菌）の働きで有機物が分解され

て、メタンやアンモニア、硫化水素等の悪臭ガスが発生するこ

とが多くあります。

生物は、外界から取り込んだ物質を環境中よりも高い濃度に生物濃縮

蓄積することがあります。これを生物濃縮といいます。生物に

とって有害であるにもかかわらず、分解や排泄がされにくいた

（ ）めに生体内に蓄積されてくる物質 アルキル水銀やＰＣＢなど

は特に問題となります。また、生物濃縮は、食物連鎖の上位の

生物ほど高濃度に起こる傾向があります。たとえば、通常の海

水中のメチル水銀濃度は検出限界未満（＜０．０００５ ）ppm

ですが、マグロ類の中には１ ，人の頭髪中には数 もppm ppm

含まれているといわれています。

地中の地層内の水が有害物質の投棄などによって汚染される地下水汚染

ことをいいます。近年、特に有機塩素系溶剤による地下水汚染

が問題となってきました。有害物質を地下に浸透させることは
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水質汚濁防止法で禁止されていますが、平成 年３月の環境基5

準の改正に伴って地下浸透水の規制基準も強化されました。

降雨・河川水などが地下浸透して帯水層に水が補給されるこ地下水涵養

とをいいます。市街化の進行に伴い、涵養機能の高い農地・林

地・空地などが宅地や舗装道路に変わり、雨水などによる地下

水涵養が阻害されつつあります。このため、透水性舗装・浸透

（ ） 。ます・浸透トレンチ みぞ 等による涵養が試みられています

河川の底部または側部などの砂礫層を潜伏して流れている水伏流水・表流水

のことをいいます。つまり、河のように表面を流れているのが

表流水で、河床や河川敷の下を流れているのが伏流水です。伏

流水は地中で自然のろ過が行われるため、表流水に比べて水質

が良好です。

湧水、泉とも呼ばれ、地中にある地下水が自然に出口を見つ湧水

。 、けて湧き出したものをいいます 湧出の形態から大きくみると

台地の崖の部分から湧出する崖線タイプと、台地面上の谷地形

を呈したところから湧出する谷頭タイプに分けられます。地下

工事の掘削面や、地下構築物に湧出する地下水も湧水と呼びま

す。

生態学とは、生物と環境のつながりを研究する学問です。あ生態学

る地域内の動植物群とそれらを支配している気象、土壌、地形

、 、 、などの環境をまとめて生態系と呼び この生態系の構造 働き

変遷などを調べます。対象や方法などにより、植物生態学、動

物生態学、個体群生態学などがあります 「エコロジー」とい。

う表現は、 年代初めアメリカで、公害や自然破壊を契機に70

始まった「生態系的な観点から、生活環境を自然のバランスの

中で見直そう」という市民運動の中で広まり、日本でも一般に

使われるようになりました。

雨水は、大気中の炭酸ガス（二酸化炭素）が溶け込んでいる酸性雨

ために弱酸性となっています。二酸化炭素が飽和した水のｐＨ

は約 になるので、 よりも低いｐＨ値を示す雨を酸性雨5.6 5.6

といいます。

酸性雨の原因は、化石燃料の燃焼等によって大気中に放出さ

れた硫黄酸化物や自動車の排ガス等に由来する窒素酸化物が雨

水に溶けて硫酸や硝酸を生じるためでｐＨが 以下になるこ4.0

ともめずらしくありません。
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汚濁発生源は、汚濁物質の排出場所を特定しやすい工場・下非特定汚染源

水処理場・家庭などの特定汚染源と、特定しにくい農地や市街

地などの非特定汚染源とに分類されます。

、 、近年 特定汚染源からの排水対策はかなり進んできましたが

それに比べて非特定汚染源における排水対策は立ち遅れている

といわれています。初期雨水貯留による負荷削減や、水田のも

つ浄化機能の把握などの調査検討が進められています。

河川の底部には、流速などに応じて岩石や砂礫、粘土などの河床堆積物

堆積物がみられ、その表面には、水質に対応して微生物が付着

し、水藻や水生植物が繁茂することもあります。

これらの河床堆積物は河川の水質と深い関わりがあります。

通常の状態では、河川水の汚濁物質は河床微生物への取り込

み、沈殿という形で浄化されます。一方、降雨などによる増水

時には、河床の砂礫や粘土とともに汚濁物質が水中に剥離しま

す。河床ではこうした循環が繰り返されています。

水生生物は、生息場所、移動力の大小などにより、底生生物水生生物

（ベントス 、遊泳生物（ネクトン 、浮遊生物（プランクト） ）

ン）などに類別されます。

、 、 。デトライタス 生物の排出物 死骸 破片およびそれらの変質物をいいます

一般的には粒子状物質のみを指します。

浮遊生物ともいいます。水生生物のうち、自分自身の移動力プランクトン

が微弱なために水の動きに逆らって移動できず、水中に浮遊し

ている生物の総称です。

遊泳生物ともいいます。水生生物のうち、遊泳力をもつ生物ネクトン

の総称で、魚類、哺乳類、頭足類、甲殻類などが含まれます。

底生生物ともいいます。河川、湖沼では、昆虫（カゲロウ、ベントス

） 、 （ ）、 、ユスリカなどの仲間 の幼虫 貧毛類 ミミズの仲間 貝類

甲殻類（エビ、カニの仲間 、ウニ・ヒトデの仲間などが含ま）

れます。

河川や湖沼の水質と生息する水生生物の種類には深い関係が指標生物

あります。一般に水質汚濁は、種の多様性を低下させる方向に

作用します。水生生物には清浄な水を好むものと汚濁を好むも

のとがあることから、生息する生物の種類を水質評価の１つの

指標とすることが行われています。指標生物は水域の汚濁度に
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より４段階に分類されています。

汚濁度 出現する生物種の例

強腐水性 硫黄細菌、鞭毛虫類、繊毛虫類、コイ、ア

シ、ホテイアオイ

α－中腐水性 藍藻類、緑藻類、珪藻類、巻貝、オオクチ

バス、ブルーギル、浮遊性水生植物

β－中腐水性 多種の緑藻類、珪藻類、甲殻類、昆虫

ほとんどの魚類、両性類

貧腐水性 多種の昆虫の幼虫、 沈水性水生植物

場所、気候風土、自然、社会環境など人間の住みやすさの概アメニティ

念で「快適環境」と訳されています。アメニティは 「心地よ、

さ」を表わすラテン語に由来する言葉で、生活環境に係る「心

地よさや快適さ」を意味します。また 「適切なものが適切な、

所に存在すること」という定義がしばしば引用されています。

環境庁は「アメニティを高める施策の考え方」五つを次のよ

うに揚げています。

①緑や水を中心とした快適環境に親しむための施設の整備

②良好な自然環境の保全

③快適な都市・生活空間の創出

④環境に配慮した生活行動ルールの確立

⑤歴史的価値の保存・活用

河川改修の際に、生物の生育、自然の景観など本来河川がも多自然型工法

っている自然の多様性を保全し、あるいは創出する工法です。

（生物）と （場所）との合成語で「生物生息空間単ビオトープ Bio Tope

位」を意味し、野生生物の生息可能な自然環境を復元するため

の理論です。

ビオトープ事業とは、公共事業や民間の開発行為において、

積極的に野生生物の生息可能な環境条件を復元・創造する事業

をいい、自然環境の保全と開発の調和を図ることを目的として

います。

油やシアンなどの毒物の流出によって突発的に生ずる水質事水質事故

故は、大量の魚介類を斃死させたり、浄水場での取水を停止さ

せることから、市民生活などに大きな被害を与えます。

主な水質事故の種類とその対策方法は次のとおりです。
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事故原因 対策方法

油 オイルフェンスや吸着剤による油の回

収。

シアン アルカリと塩素の投入により酸化し、

無毒化する。

酸 石灰などのアルカリによる中和

アルカリ 塩酸などの酸による中和

六価クロム 硫酸酸性下で亜硫酸ソーダにより三価

クロムに変えた後、アルカリ投入によ

り沈殿物として回収する。

六価クロム アルカリ投入により沈殿物として回収

以外の重金属 する。

酸欠 曝気装置による空気の吹き込み。
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４．環境ホルモン物質、ダイオキシン類に関する用語

ここでは環境ホルモン物質、ダイオキシン類に関する言葉の中でよく使われるものをま

とめました。

内分泌撹乱作用、環境ホルモン物質、ＬＤ 、可塑剤、発ガン性物質、毒性等価係数５０

（ＴＥＦ 、毒性等価量（ＴＥＱ 、耐用１日摂取量（ＴＤＩ）の８項目です。） ）

生物の体内では分泌器官で様々なホルモン（成長過程での組内分泌撹乱作用

織の分化、代謝、免疫や生殖などの機能を調節する物質）が作

られています。ホルモンは、血液で目的とする器官の細胞まで

運ばれ、細胞の表面や内部にあるレセプター（受容体）と結合

することで初めて機能を発揮します。ホルモンと化学構造の似

ている物質がこのレセプターに結合するとホルモン同様の機能

が発揮されることがあります。これを内分泌撹乱作用といいま

す。

環境ホルモン物質とは、日本で使われている造語で正しくは環境ホルモン物質

「外因性内分泌攪乱化学物質」と表されます。本来、ホルモン

は、体内で作られて生体機能の調節や制御といった働きをする

物質ですが、環境ホルモン物質は、体外の環境中に存在して、

体内に取り込まれると本来のホルモンと同じように働き、その

正常な作用を妨げる作用があります。

内分泌撹乱作用をもつ疑いのある物質として、環境庁の「環

境ホルモン戦略計画 」では 物質が示されていますSpeed'98 67

が、今後、研究が進むにつれて更に多くの物質が追加されると

考えられます。

日本語では半数致死量といいます。生物に対する化学物質なＬＤ５０

どの急性毒性（比較的多量の毒物を短期間に投与したときの毒

性）の程度を示す指標の１つで、試験動物の半数を死亡させる

量のことです。

可塑剤はポリ塩化ビニルやポリ塩化ビニリデンを軟化させる可塑剤

のに添加される物質です。可塑剤を加えることにより、加工が

30容易になり 柔軟性や強度が増します ポリ塩化ビニルでは、 。

～ 、ポリ塩化ビニルデンでは ～ の割合で可塑剤が50% 10 15%

添加されています。フタル酸エステル、アジピン酸エステル、

クエン酸エステル、リン酸エステルなど多種多様のものが使用

されています。
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生物に腫瘍を発生させる性質を発ガン性といいます。発ガン発ガン物質

の原因となるものには、化学物質、ウイルス、放射線、紫外線

がありますが、この中で発ガンを起こす化学物質を発ガン物質

と総称しています。発ガン物質としては、ごみ焼却などに伴っ

て生成するダイオキシン（ ＴＣＤＤ）やベンゾ（ａ）2,3,7,8-

ピレン 「アスペルギルス・フラブス」という麹かびが産生す、

るアフラトキシンＢなどが知られています。

ダイオキシン類は化学構造の似ている数多くの化学物質（異毒性等価係数（ＴＥＦ）

性体）からなっています。これらのダイオキシン類は毒性がそ毒性等価量（ＴＥＱ）

れぞれ異なるため、合計量を評価する際には、最も毒性の強い

ＴＣＤＤをもとにした係数（毒性等価係数（ＴＥＦ ）2,3,7,8- ）

を乗じ、毒性等価量（ＴＥＱ： の略称）としToxic Equivalents

て表す方法がとられています。

年に世界保健機関（ＷＨＯ）より提案され、 年の1997 1998

に掲載された毒性等価係数（ＷEnvironmental Health Perspective

ＨＯ－ＴＥＦ( ）には、ダイオキシン（ＰＣＤＤ）として1998）

７物質、ポリクロロジベンゾフラン（ＰＣＤＦ）として１０物

質、コプラナ－ＰＣＢとして１２物質が定められています。

ＴＤＩは の略称です。健康影響の観点耐容１日摂取量 ＴＤＩ（ ） Tolerable Daily Intake

から、人間が一生涯摂取しても問題ないと判断される１日当た

り、体重１ 当たりの最大量をいいます。これは、ラットなkg

どの実験動物に生涯にわたり投与を続けて影響のない最大量を

求め、約 倍の安全率を見込んで設定されるものです。100
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５．水質測定に関する用語

ここでは水質測定に関する言葉の中でよく使われるものをまとめました。

吸光光度法、原子吸光光度法、ＩＣＰ法、ＧＣ－ＭＳ法、ＨＰＬＣ法、精度管理、添加

回収試験、操作ブランク試験、トラベルブランク試験、検出下限値、定量下限値の 項11

目です。

吸光光度法は、光が溶液中を通過するとき、光の強さが液中吸光光度法

の成分濃度に応じて減少することを利用して濃度を測定する分

析法です。

栄養塩類や六価クロム、シアンなど多くの水質項目の分析に

用いられています。

原子吸光光度法は吸光光度法の１種で、目的成分を含む試料原子吸光光度法

をアセチレン炎や電気炉で加熱するなどして原子化させる方法

です。ここで生じた原子蒸気に目的元素を封入したランプから

の特有な波長の光を通すと目的元素の濃度に応じて光が吸収さ

れることにより測定を行います。

金属元素の分析に広く用いられています。

ＩＣＰ法は日本語では高周波誘導結合プラズマ法といい、ＩＩＣＰ法

ＣＰ質量分析法とＩＣＰ発光分光分析法があります。試料溶液

を高温（ ～ ℃）のプラズマ炎中に噴霧します。そ8,000 10,000

の熱エネルギーによってイオン化された元素を質量分析装置に

導入し、質量数ごとにカウント数を測定するものがＩＣＰ質量

分析法です。また、熱エネルギーによって元素が発する光を分

光し、光の波長と強さを測定するものがＩＣＰ発光分光分析法

です。

いずれも原子吸光光度法に比べて多元素を同時に分析でき、

感度が高いことが特徴です。

ＧＣ－ＭＳ法（ジーシーマス法）は、日本語ではガスクロマＧＣ－ＭＳ法

トグラフ質量分析法といいます。多成分が混合した試料を注入

して高温で気化させ、ガス状で分離カラムを通過させると、分

離カラム内の充てん剤粒子とのわずかな親和力の差で各成分が

互いに分離されて出てきます。これらの溶出成分は質量分析計

に導入され、それぞれの質量スペクトルが得られます。この溶

出時間と質量スペクトルにより各成分が厳密に同定・定量でき

るのが特徴です。

農薬、環境ホルモン物質、ダイオキシンなど微量有機汚染物
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質の分析に広く用いられています。

ＨＰＬＣ法は日本語では高速液体クロマトグラフ法といいまＨＰＬＣ法

す。多成分が混合した試料溶液を注入し、室温で溶液のまま分

離カラムを通過させ、分離した各成分を分光光度計などの検出

器に導入し、各成分の同定・定量を行います。

農薬のチウラムやオキシン銅など熱に弱い物質や不揮発性の

物質の分析に用いられています。

分析値には真の値からのずれ（誤差）がいくらか含まれてい精度管理

ます。この誤差は常に許容範囲内であることが求められます。

特に、近年、環境ホルモン物質やダイオキシン類などの分析で

はかなりの低濃度まで正確に測定することが求められるように

なっています。

分析精度を確保するため、分析者は決められた作業手順書に

従って操作を行うとともに、使用する分析装置が所定の精度で

測定できるように日常的に維持管理を行うこと、装置の校正に

用いる標準物質として精度を保証されたものを用いることなど

が求められます。

、 、分析精度の確認方法としては 各分析者が行う添加回収実験

異なる分析機関どうしで行うクロスチェックなどがあります。

添加回収試験は、分析操作の正確さを確認する方法の一つで添加回収試験

す。ある試料（河川水など）とそれに既知濃度の目的成分を添

。 、加したものについて分析を行います 得られた分析結果を比べ

両者の差が実際の添加量と一致すればその分析操作は正確であ

ると判断されます。

操作ブランク試験は空試験ともいい、試料の代わりに蒸留水操作ブランク試験

などについて目的物質の分析操作を行い、試料容器、分析試薬

や分析機器に起因する汚染を確認し、試料の分析に支障のない

分析環境を設定するために行うものです。

トラベルブランク試験は、試料採取準備時から試料分析時まトラベルブランク試験

での汚染の有無を確認するために行うものです。採取操作以外

は試料と全く同様に扱い、実験室に持ち運んだものを分析し、

トラベルブランク値とします。

検出下限値は、その分析法で検出できる最低濃度のことをい検出下限値

います。
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装置の検出下限値は、校正に用いる最低濃度の標準液をその

装置で測定する操作を繰り返し、得られた測定値のばらつきに

よって算出します。すなわち、測定値から次式により標準偏差

を求め、その３倍の値を検出下限値とします。

標準偏差＝√（Σ( ) ／( )）Xi-X N-12

：個々の測定値 ：測定値の平均値 ：測定回数Xi X N

定量下限値は、その分析法で正確に定量できる最低濃度のこ定量下限値

とをいいます。

装置の定量下限値は、検出下限値と同様に最低濃度の標準液

。 、から得られた測定値のばらつきによって算出します すなわち

測定値の標準偏差の 倍の値を定量下限値とします。10
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Ⅲ．水質に関する法律
ここには、環境問題に関する法律の中で特に水質汚濁に関係の深いものをまとめてみま

した。

平成 年 月 ９日公布 平成 年法律第 号環境基本法 5 11 1 5 91

地球環境という空間的広がりと将来の世代にわたる影響という

時間的な広がりを持つ環境問題に対応するため、公害対策基本法

や自然環境保全法に基づく施策の体系に変えて、新たに環境保全

の基本理念とこれに基づく基本的な施策の総合的な枠組みを定め

ています。

昭和 年 月 日公布 昭和 年法律第 号水質汚濁防止法 45 12 25 45 138

健康の保護と生活環境の保全を図るため、工場･事業所から排出

された水の規制や生活排水対策の推進、損害賠償の無過失責任な

どを定めています。

平成 年 月 日公布 平成 年法律第 号ダイオキシン類対策特 11 7 16 11 105

ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をする別措置法

ため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定める

とともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めています。

昭和 年 月 日公布 昭和 年法律第９１号悪臭防止法 46 6 1 46

生活環境の保全と健康の保護を図るため、工場及び事業場から

発生する悪臭物質の規制などを定めています。

昭和 年 月 日公布 昭和 年法律第 号河川法 39 7 10 39 167

（ ）最終改正：平成 年 月 日公布 平成 年法律第 号12 5 31 12 91

河川について洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川

が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、河川環境の整

備と保全がされるように総合的に管理することを定めています。

平成 年 月４日公布 平成 年法律第 号特定水道利水障害の防 6 3 6 9

浄水処理に伴い副次的に生成する物質（トリハロメタン等）に止のための水道水源水

よる障害を防止するため、水道水源水域の水質保全を図ることを域の水質の保全に関す

目的としています。基本方針の策定（国 、指定水域及び指定地る特別措置法 ）

域の指定（内閣総理大臣 、水質保全計画の策定（知事 、指定地） ）

域における水質保全事業・規制措置等、並びに生活排水対策など

を定めています。
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平成 年 月 日公布 昭和 年法律第 号水道原水水質保全事業 6 3 4 6 8

下水道や合併処理浄化槽などの整備といった水質の保全事業をの実施の促進に関する

推進することを定めています。法

昭和 年 月 日公布 昭和 年法律第 号下水道法 33 4 24 33 79

公共用水域の水質の保全を図るため、除害施設の設置、基準に

合わない下水の排除などを定めています。

昭和 年 月 日公布 昭和 年法律第 号工業用水法 31 6 11 31 146

特定の地域について、地盤沈下の防止を図ることなどのため、

工業用地下水の採取の規制などを定めています。

昭和 年 月 日公布 昭和４７年法律第 号自然環境保全法 47 6 22 85

自然環境の適正な保全を総合的に推進するため、自然環境保全

地域の指定、指定地域における開発行為の規制などを定めていま

す。

昭和 年 月 日公布 昭和 年法律第 号自然公園法 43 6 1 32 161

すぐれた自然の風景地を保護し、その利用の増進を図るため、

国立・国定公園（環境庁長官 、都道府県立自然公園（都道府県））

の指定及び指定地域内における一定の行為の制限などについて定

めています。

昭和 年 月 日公布 昭和 年法律第 号公害健康被害の補償等 48 10 5 48 111

公害健康被害について、被害者等の迅速・公正な保護を図るたに関する法律

め、健康被害に対する補償給付や健康被害の予防のための公害保

健福祉事業等を定めています。

昭和 年 月 日公布 昭和 年法律第 号公害紛争処理法 45 6 1 45 108

公害紛争について、迅速・適正な解決を図るため、あっせん、

調停、仲裁及び裁定の制度を定めています。

昭和 年 月 日公布 昭和 年法律第 号廃棄物の処理及び清掃 45 12 25 45 137

律 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の排出に関する法

の抑制、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等

について定めています。

平成 年 月 日公布 平成 年法律第 号ポリ塩化ビフェニル廃 13 6 22 13 65

国民の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、ポリ塩化ビフ棄物の適正な処理の推

、 、 。進に関する特別措置法 ェニル廃棄物の適正な保管 運搬 処分等について定めています
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平成 年 月 日公布 平成 年法律第 号土壌汚染対策法 14 5 29 14 53

国民の健康を保護を図るため、使用が廃止された有害物質使用特

定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の土壌の特定有

害物質による汚染の調査、汚染の除去、汚染の拡散の防止その他

必要な措置について定めています。
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Ⅳ． 各種基準

ここでは環境に関する各種基準値についてまとめました。
水質汚濁に係る環境基準には、人の健康の保護に関する環境基準「健康項目」と生活環境の保全に

関する環境基準「生活環境項目」とがあります。生活環境項目は水域の利水目的別に異なる値が適用
されていますが、健康項目は全国の公共用水域に一律に適用されています。

また、健康の保護に関連性があり、引続き知見の集積に努めるべきと判断されるものについて「要
監視項目」という枠組みが平成５年より設けられました。

また 「地下水の水質汚濁に係る環境基準」は平成６年 「土壌汚染に係る環境基準」は平成３年、 、
より設定されました。

ダイオキシン類に関しては、平成１１年に環境基準が設定されました。
水道水に関しては、平成４年に水質基準が改正されました。新基準では環境基準と同様に有機塩素

系化合物や農薬などが項目として追加されたほか、おいしく良質の水道水の供給を目指して「快適水
質項目」が定められ、また、健康に関連する物質のうち体系的・組織的な監視を行うものとして「監
視項目」が定められました。

農薬による水質汚濁の防止については 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る、
」 、 「 」 。暫定指導指針 に加え 平成６年に 公共用水域等における農薬の水質評価指針 が定められました

「修景用水利用及び親水用水利用における目標値」は、下水処理水を景観維持などの用途に再利用
していくための指針として作成されたものです。

「水産用水基準」は日本水産資源保護協会が指針として定めているものです 「悪臭物質の排出規。
制」は敷地境界や発生源における濃度などが定められていますが、ここにはそのうちの敷地境界での
排出基準を掲載しました 「有害産業廃棄物に係る判定基準」は、有害物質を含む産業廃棄物を海洋。
投入あるいは埋立てにより処分する際の許容範囲として定められたものです。

水質汚濁に係わる環境基準
人の健康の保護に関する環境基準

項 目 基準値 項 目 基準値

カドミウム 以下 トリクロロエタン 以下0.01 mg/L 1,1,1- 1 mg/L
全シアン 検出されないこと トリクロロエタン 以下1,1,2- 0.006 mg/L
鉛 以下 トリクロロエチレン 以下0.01 mg/L 0.03 mg/L
六価クロム 以下 テトラクロロエチレン 以下0.05 mg/L 0.01 mg/L
砒素 以下 ジクロロプロペン 以下0.01 mg/L 1,3- 0.002 mg/L
総水銀 以下 チウラム 以下0.0005 mg/L 0.006 mg/L
アルキル水銀 検出されないこと シマジン 以下0.003 mg/L
ＰＣＢ 検出されないこと チオベンカルブ 以下0.02 mg/L
ジクロロメタン 以下 ベンゼン 以下0.02 mg/L 0.01 mg/L
四塩化炭素 以下 セレン 以下0.002 mg/L 0.01 mg/L

ジクロロエタン 以下 以下1,2- 0.004 mg/L 10 mg/L硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ジクロロエチレン 以下 ふっ素 以下1,1- 0.02 mg/L 0.8 mg/L
ｼｽ ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 以下 ほう素 以下-1,2- 0.04 mg/L 1 mg/L

基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。
達成期間：直ちに達成、維持されるように努める。
海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

昭和 年 月 日環境庁告示第 号46 12 28 59
（平成 年 月 日環境庁告示第 号改正）15 3 27 123
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生活環境の保全に関する環境基準（１）

（ ）河川（湖沼を除く）1

類型 利用目的の 項目
適応性

水素イオン 生物化学的 浮遊物質量 溶存酸素 大腸菌群数
（ ） （ ）濃度 ｐＨ 酸素要求量 （ＳＳ） 量 ＤＯ

（ＢＯＤ）

6.5 1mg/L 25mg/L 7.5mg/L 50MPN/100mLＡＡ 水道１級 以上 以下 以下 以上

自然環境保全 以下 以下8.5

及びＡ以下の欄に

掲げるもの

6.5 2mg/L 25mg/L 7.5mg/L 1000MPN/100Ａ 水道２級 以上 以下 以下 以上

水産１級 以下 以下8.5 mL

水浴

及びＢ以下の欄に

掲げるもの

6.5 3mg/L 25mg/L 5mg/L 5000MPN/100Ｂ 水道３級 以上 以下 以下 以上

水産２級 以下 以下8.5 mL

及びＣ以下の欄に

掲げるもの

Ｃ 水産３級 以上 以下 以下 以上 －6.5 5mg/L 50mg/L 5mg/L

工業用水１級 以下8.5

及びＤ以下の欄に

掲げるもの

Ｄ 工業用水 級 以上 以下 以下 以上 －2 6.0 8mg/L 100mg/L 2mg/L

農業用水 以下8.5

及びＥの欄に掲げ

るもの

Ｅ 工業用水 級 以上 以下 ごみ等の浮遊 以上 －3 6.0 10mg/L 2mg/L

環境保全 以下 が認められな8.5

いこと

備考 基準値は日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる 。1. ）

農業用利水点については、 以上 以下、 以上とする （湖沼もこれに準ずる ）2. pH6.0 7.5 DO5mg/L 。 。

（注） 自然環境保全：自然探勝等の環境保全1
水道 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの2 1
水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに3
水産２級及び水産３級の水産生物用

水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの4
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

工業用水３級：特殊な浄水操作を行うもの

環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度5
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生活環境の保全に関する環境基準（２）

イ

項目
類型 水生生物の生息状況の適応性

全 亜 鉛

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生
生物Ａ 物及びこれらの餌生物が生息する水域 以下0.03mg/L

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生
生物特Ａ 生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と 以下0.03mg/L

して特に保全が必要な水域

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及び
生物Ｂ これらの餌生物が生息する水域 以下0.03mg/L

生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生
生物特Ｂ 生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と 以下0.03mg/L

して特に保全が必要な水域

備考 基準値は日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる 。1. ）
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生活環境の保全に関する環境基準（３）

（ ）湖沼（天然湖沼及び貯水量が 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４2 1,000
日間以上である人工湖）

ア

項目
類型 利用目的の適

応性 水素イオン 化学的酸素 浮遊物質量 溶存酸素 大腸菌群数
（ ） （ ）濃度 ｐＨ 要求量 （ＳＳ） 量 ＤＯ

（ＣＯＤ）

AA 1 6.5 1mg/L 1mg/L 7.5mg/L 50MPN/100mL水道 級 以上 以下 以下 以上

水産 級 以下 以下1 8.5

自然環境保全

及び 以下の欄A

に掲げるもの

6.5 3mg/L 5mg/L 7.5mg/L 1000MPN/100mLＡ 水道２、３級 以上 以下 以下 以上

水産２級 以下 以下8.5

水浴

及びＢ以下の欄

に掲げるもの

Ｂ 水産３級 以上 以下 以下 以上 －6.5 5mg/L 15mg/L 5mg/L

工業用水１級 以下8.5

農業用水

及び の欄に掲C

げるもの

Ｃ 工業用水２級 以上 以下 ごみ等の浮遊 以上 －6.0 8mg/L 2mg/L

環境保全 以下 が認められな8.5

いこと

備考 水産 ､ ､ 級については､当分の間､ＳＳの基準値は適用しない｡1 2 3
（注） 自然環境保全：自然探勝等の環境保全1

水道 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの2 1
水道２､３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作､又は前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

水産１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに3
水産２級及び水産３級の水産生物用

水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

水産３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用

工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの4
工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作､又は特殊な浄水作用を行うもの

環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度5
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生活環境の保全に関する環境基準（４）

イ

項目
類型 利用目的の適応性

全窒素 全リン

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 以下 以0.1mg/ 0.005mg/L L

下

Ⅱ 水道 ､ ､ 級（特殊なものを除く） 以下 以下1 2 3 0.2mg/ 0.01mg/L L

水産 種､水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの1

Ⅲ 水道 級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるも 以下 以下3 0.4mg/ 0.03mg/L L

の

Ⅳ 水産 種及びⅤの欄に掲げるもの 以下 以下2 0.6mg/ 0.05mg/L L

Ⅴ 水産 種､工業用水､農業用水､環境保全 以下 以下3 1mg/ 0.1mg/L L

備考 基準値は年間平均値とする。1.
水域類型の指定は､湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うもの2.

、 。とし 全窒素の基準値は､全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する

農業用水については､全燐の基準値は適用しない。3.
（注） 自然環境保全：自然探勝等の環境保全1

水道 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの2 1
水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（ 特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な「

特殊な浄水操作を行うものをいう 。）

水産１種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用及び水産 ､３種の水産生物用3 2
水産２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産 種の水産生物用3
水産３種：コイ、フナ等の水産生物用

環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む）において不快感を生じない限度4
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生活環境の保全に関する環境基準（５）

ウ

項目
類型 水生生物の生息状況の適応性

全 亜 鉛

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生
生物Ａ 物及びこれらの餌生物が生息する水域 以下0.03mg/L

生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生
生物特Ａ 生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と 以下0.03mg/L

して特に保全が必要な水域

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及び
生物Ｂ これらの餌生物が生息する水域 以下0.03mg/L

生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生
生物特Ｂ 生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場と 以下0.03mg/L

して特に保全が必要な水域

備考 基準値は日間平均値とする。1.
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 河川(1)

水域 河川名 類型 達成 指定年月日 指定機関

期間

里根川 里根川（１ （川原田橋より上流） ＡＡ イ 平9.9.22改訂 茨城県告示）

里根川（２ （川原田橋から下流。八反川、境川、関山川を含む ） Ａ ロ） 。

江戸上川 江戸上川（全域） Ａ ロ

大北川 大北川（１ （小山ダムより上流。宿川を含む ） ＡＡ ロ） 。

大北川（２ （小山ダムから河口まで。木皿川を含む ） Ａ イ） 。

花園川（１ （水沼ダムより上流） ＡＡ イ）

花園川（２ （水沼ダムから大北川合流点。根古屋川を含む ） Ａ イ） 。

塩田川 塩田川（全域） Ｂ イ

関根川 関根川（全域 （前川橋から関根川合流点までの関根前川、猪田川 Ａ ロ）

及び玉川を含む ）。

関根前川（前川橋より上流） ＡＡ イ

花貫川 花貫川（１ （花貫ダムより上流） ＡＡ ロ）

花貫川（２ （花貫ダムから河口まで） Ａ ロ）

十王川 十王川（全域） Ａ ロ

宮田川 宮田川（全域 （数沢川を含む） Ｂ イ）

久慈川 久慈川（全域） Ａ イ 平10.3.30改訂

八溝川（全域） Ａ イ

押川（全域） Ａ イ

滝川（全域） Ｂ イ

玉川（全域） Ｂ ロ

浅川（全域） Ｂ イ

山田川（全域） Ａ イ

里川（全域） Ａ イ

茂宮川（全域） Ｃ イ

新川 新川（全域） Ｃ イ 平11.2.15改訂

那珂川 那珂川（１ （湯川合流点より上流） ＡＡ イ 昭48.3.31 環境庁告示）

那珂川（２ （湯川合流点から早戸川合流点まで） Ａ イ）

那珂川（３ （早戸川合流点より下流） Ａ ロ）

藤井川（全域） Ａ イ 平10.3.30改訂 茨城県告示

塩子川（全域） ＡＡ ハ

緒川（全域） Ａ イ

桜川（全域。沢渡川､逆川を含む ） Ｃ ロ 平10.3.30指定。

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 河川(2)

水域 河川名 類型 達成 指定年月日 指定機関

期間

那珂川 高雄股川（流入する支川を含む ） ＡＡ イ 平17.3.17改訂 栃木県告示。

湯川（流入する支川を含む ） Ａ イ。

余笹川（流入する支川を含む。ただし黒川を除く ） Ａ イ。

黒川（流入する支川を含む ） Ａ イ。

松葉川（流入する支川を含む ） Ａ イ。

箒川（流入する支川（蛇尾川を除く ）を含む。 Ａ イ。

蛇尾川（流入する支川を含む ） Ａ イ。

武茂川（流入する支川を含む ） Ａ イ。

荒川（流入する支川を含む。ただし、内川、江川を除く ） Ａ イ。

内川（流入する支川を含む ） Ａ イ。

江川（流入する支川を含む ） Ａ イ。

逆川（流入する支川を含む。ただし､坂井川を除く ） Ａ イ。

中丸川 （全域。大川、本郷川を含む ） Ｃ ハ 平10.3.30改訂 茨城県告示。

早戸川（１ （田彦水門より上流。大井川を含む ） Ｂ ロ） 。

早戸川（２ （田彦水門から那珂川合流点まで） Ｃ ロ）

涸沼川 涸沼川（１ （涸沼合流点より上流） Ａ ロ）

涸沼川（２ （涸沼流出点から那珂川との合流点まで） Ｂ イ）

涸沼前川（全域） Ｂ ロ

寛政川（全域） Ａ ハ

大谷川（全域） Ｂ イ

石川川（全域） Ａ ハ

霞ケ浦 清明川（全域） Ａ ハ 昭48.9.3

花室川（全域） Ａ ハ

桜川（全域） Ａ ロ

新川（全域） Ａ ハ

備前川（全域） Ａ ハ

境川（全域） Ａ ハ

菱木川（全域） Ａ ハ

恋瀬川（全域） Ａ ハ

山王川（全域） Ａ ハ

園部川（全域） Ａ ハ

梶無川（全域） Ａ ハ

新利根川（全域） Ａ ロ

小野川（全域） Ａ ロ

一ノ瀬川（全域） Ａ ハ

北 浦 鉾田川（全域） Ａ ハ 昭49.3.15

巴川（全域） Ａ ハ

武田川（全域） Ａ ロ

山田川（全域） Ａ ロ

蔵川（全域） Ａ ハ

雁通川（全域） Ａ ハ

流川（全域） Ａ ハ

大洋川（全域） Ａ ロ

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

-83-



公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 河川(3)

水域 河川名 類型 達成 指定年月日 指定機関

期間

常陸利根 夜越川（全域） Ａ ハ 昭49.3.15 茨城県告示

川 前川（全域） Ａ ハ

利根川 利根川上流（１ （谷川橋より上流） ＡＡ イ 昭47.4.6 環境庁告示）

利根川上流（２ （谷川橋から久呂保橋まで） Ａ イ）

利根川上流（３ （久呂保橋から群馬大橋まで） Ａ ロ）

利根川上流（４ （群馬大橋から坂東大橋まで） Ａ イ）

利根川中流（坂東大橋から江戸川分岐点まで） Ａ イ 昭46.5.25 閣議決定

利根川下流（江戸川分岐点より下流） Ａ イ 昭48.3.31 環境庁告示

吾妻川上流（陣出橋より上流） Ａ イ 平6.3.25 群馬県告示

吾妻川下流（陣出橋から利根川合流点まで） Ａ イ pHは当分

適用しない

元小山川（全域） Ｂ ロ 昭46.5.25 閣議決定

福川（全域） Ｂ ロ

桃ノ木川（全域） Ｂ ロ

広瀬川（荒砥川及び粕川を除く全域） Ｂ ロ

荒砥川（全域） Ａ ロ

粕川（全域） Ａ ロ

早川上流（両毛線鉄橋より上流） Ａ ロ

早川下流（両毛線鉄橋から利根川合流点まで） Ｂ ロ

石田川上流（大川との合流点より上流） Ａ ロ

石田川下流（大川との合流点から利根川合流点まで） Ｂ ロ

休泊川（全域） Ｃ ロ

片品川上流（太田橋（鎌田）より上流） ＡＡ イ 平7.11.14 群馬県告示

片品川下流（太田橋から利根川合流点まで） Ａ イ 改訂

碓氷川上流（鉱泉橋（磯部）より上流） Ａ イ

碓氷川下流（鉱泉橋から烏川合流点まで） Ｂ ロ

井野川上流（早瀬川合流点より上流） Ｂ ロ

井野川下流（早瀬川合流点から烏川合流点まで） Ｃ イ

烏川上流（森下橋（上里見）より上流） Ａ イ

烏川下流（森下橋から利根川合流点まで） Ｂ ロ

赤谷川（全域） Ａ イ

鏑川（全域） Ａ ロ

神流川（1 （入沢谷川合流点より上流） Ａ イ 平15.3.27 環境庁告示）

神流川（2 （入沢谷川合流点から笹川合流点まで） Ａ ロ 改訂）

神流川（3 （笹川合流点から烏川合流点まで） Ａ イ）

小山川上流（元小山川合流点より上流） Ａ イ 昭46.5.25 閣議決定

小山川下流（元小山川合流点から利根川合流点まで） Ｂ ロ

綾瀬川上流（古綾瀬川合流点より上流） Ｃ ハ 平15.3.27改訂

綾瀬川下流 (古綾瀬川合流点より下流) Ｃ ハ

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 河川(4)

水域 河川名 類型 達成 指定年月日 指定機関

期間

利根川 向堀川（全域） Ｄ ハ 平11.2.15 茨城県告示

宮戸川（全域） Ｃ イ 改訂

大川（全域） Ｃ ハ

鵠戸川（全域） Ｂ ハ

飯沼川（全域） Ｂ ハ

西仁連川（茨城県内の全域） Ｂ ハ

東仁連川（全域） Ｃ イ

磯川（全域。釈水水路を含む ） Ｄ ハ。

下大野水路（全域） Ｄ イ

押川（流入する支川を含む） Ａ イ 昭55.12.5 栃木県告示

西仁連川（栃木県内 （流入する支川を含む） Ｂ ロ）

渡良瀬川 渡良瀬川上流（足尾ダムから赤岩用水取水口まで） Ａ イ 昭45.9.1 閣議決定

渡良瀬川（1 （赤岩用水取水口から桐生川合流点まで） Ａ イ 昭48.3.31 環境庁告示）

渡良瀬川（2 （桐生川合流点から袋川合流点まで） Ｂ ロ）

渡良瀬川（3 （袋川合流点から新開橋まで） Ｂ ハ）

渡良瀬川（4 （新開橋から利根川合流点まで） Ｂ ロ）

桐生川上流（観音橋（梅田一丁目）より上流） Ａ イ 昭48.9.11 群馬県告示

桐生川下流（観音橋から渡良瀬川合流点まで） Ｂ ハ

矢場川（全域） Ｃ ロ

谷田川（全域） Ｃ ロ

鶴生田川（全域） Ｃ ロ

神子内川（流入する支川を含む ） Ａ イ 平17.3.17改訂 栃木県告示。

小俣川上流（新上野田橋から上流。流入する支川を含む ） Ａ ロ。

小俣川下流（新上野田橋より下流。流入する支川を含む ） Ｂ イ。

松田川上流（新松田川橋から上流。流入する支川を含む ） Ａ ロ。

松田川下流（新松田川橋より下流。流入する支川を含む ） Ｂ イ。

袋川上流（助戸から上流。流入する支川を含む ） Ｂ ロ。

袋川下流（助戸より下流。流入する支川を含む ） Ｄ ロ。

旗川上流（高田橋から上流。流入する支川を含む ） Ａ ロ。

旗川下流（高田橋より下流。流入する支川を含む。ただし、出流川 Ｂ イ

を除く ）。

出流川（流入する支川を含む ） Ｂ ハ。

矢場川（流入する支川を含む。ただし、姥川を除く ） Ｃ イ。

才川（流入する支川を含む ） Ａ ロ。

秋山川上流（堀米橋から上流。流入する支川を含む ） Ａ イ。

秋山川下流（堀米橋より下流。流入する支川を含む ） Ｃ イ。

三杉川（流入する支川を含む。ただし鷲川を除く ） Ｂ イ。

巴波川上流（吾妻橋から上流。流入する支川を含む ） Ｃ イ。

巴波川下流（吾妻橋より下流。流入する支川を含む。ただし、永野 Ｂ イ

川を除く ） Ａ イ。

永野川上流（赤津川合流点より上流。流入する支川を含む ） Ｂ イ。

永野川下流（赤津川合流点から下流。流入する支川を含む ） Ａ イ。

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 河川(5)

水域 河川名 類型 達成 指定年月日 指定機関

期間

渡良瀬川 思川上流（黒川合流点より上流。流入する支川を含む。ただし、 Ａ イ 平17.3.17改訂 栃木県告示

大芦川を除く ）。

思川下流（黒川合流点から下流。流入する支川を含む。ただし、 Ｂ イ

黒川及び姿川を除く ）。

大芦川（流入する支川を含む） ＡＡ イ

黒川（流入する支川を含む ） Ａ イ。

姿川（流入する支川（新川、赤川を除く ）を含む ） Ｂ イ。 。

鬼怒川 鬼怒川（1 （大谷川合流点より上流） ＡＡ イ 昭48.3.31 環境庁告示）

鬼怒川（2 （大谷川合流点から田川合流点まで） Ａ イ）

鬼怒川（3 （田川合流点より下流） Ａ ロ）

田川（茨城県境から鬼怒川合流点まで。ただし、流入する支川を Ｂ ハ 昭48.5.31 茨城県告示

除く ）。

男鹿川（流入する支川を含む） ＡＡ イ 平17.3.17改訂 栃木県告示

板穴川（流入する支川を含む） ＡＡ イ

大谷川（流入する支川を含む。ただし、志渡渕川を除く ） ＡＡ イ。

湯川（流入する支川を含む） Ａ イ

志渡渕川（流入する支川を含む） Ｂ ロ

西鬼怒川（流入する支川を含む） Ａ イ

江川上流（高宮橋から上流。流入する支川を含む） Ｂ ロ

江川下流（高宮橋より下流。流入する支川を含む） Ａ イ

田川上流（御用川合流点より上流。流入する支川を含む。ただし、 Ａ イ

赤堀川を除く ）。

田川中流（御用川合流点から明治橋まで。流入する支川を含む。 Ｃ ロ

ただし、御用川及び釜川を除く ）。

田川下流（明治橋より下流。流入する支川を含む） Ｂ ロ

赤堀川（流入する支川を含む） Ａ ロ

御用川（流入する支川を含む） Ｃ ロ

釜川（流入する支川を含む） Ｃ イ

小貝川 小貝川 栃木県内 流入する支川を含む ただし 百目鬼川を除く Ａ イ（ 。 。 、 。）

五行川 栃木県内 流入する支川 野元川 行屋川を除く )を含む Ａ イ（ 。 （ 、 。 。

野元川（流入する支川を含む） Ａ イ

行屋川（流入する支川を含む） Ａ イ

小貝川（全域 （茨城県内） Ａ ハ 平11.2.15 茨城県告示）

五行川（全域 （茨城県内） Ａ ハ 改訂）

大谷川（全域） Ｃ イ

糸繰川（全域） Ｃ ハ

八間堀川（全域） Ｃ イ

中通川（全域） Ｂ ハ

谷田川（1 （牛久沼流入点より上流。蓮沼川を含む。) Ｂ ハ）

谷田川（2 （牛久沼水門から小貝川合流点まで） Ａ ハ）

稲荷川（全域 （数沢川を含む） Ｂ イ）

西谷田川（全域） Ｂ イ

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 河川(6)

水域 河川名 類型 達成 指定年月日 指定機関

期間

江戸川 江戸川上流（栗山取水口より上流） Ａ ロ 昭45.9.1 閣議決定

江戸川中流（栗山取水口から江戸川水門まで） Ｂ ロ

江戸川下流（１ （江戸川水門より下流） Ｃ ロ）

江戸川下流（２ （旧江戸川） Ｃ ロ）

中川 中川上流（元荒川合流点より上流） Ｃ ハ 昭48.3.31 環境庁告示

中川中流（元荒川合流点から花畑川分岐点まで） Ｃ ハ 昭45.9.1 閣議決定

中川下流（花畑川分岐点より下流） Ｃ ロ 平10.6.1 環境庁告示

元荒川 Ｃ ハ 昭46.12.17 埼玉県告示

大落古利根川 Ｃ ハ

新方川 Ｃ ハ

荒川 荒川上流（1 （中津川合流点より上流） ＡＡ イ 昭47.4.6 環境庁告示）

荒川上流（2 （中津川合流点から熊ヶ谷まで） Ａ イ）

荒川中流（熊ヶ谷から秋ヶ瀬取水堰まで） Ｂ イ 昭45.9.1 閣議決定

荒川下流（1 （秋ヶ瀬取水堰から笹目橋まで） Ｃ ハ）

荒川下流（2 （笹目橋より下流） Ｃ イ 平10.6.1 環境庁告示）

入間川上流（成木川合流点より上流） Ａ ロ 平16.3.26 埼玉県告示

入間川下流（成木川合流点より下流） Ｂ ロ 改訂

越辺川上流（高麗川合流点より上流） Ａ ハ

越辺川下流（高麗川合流点より下流） Ｂ ロ

高麗川 Ａ イ

都幾川 Ａ ハ

赤平川 Ａ ロ

横瀬川 Ａ ロ

成木川（東京都境より下流） Ａ イ

槻川 Ｂ ロ

市野川上流（滑川合流点より上流） Ｂ ロ

市野川下流（滑川合流点より下流） Ｃ ロ

和田吉野川 Ｂ ロ

鴨川 Ｃ ハ

小畔川 Ｃ イ

新河岸川（東京都境より上流） Ｄ イ

白子川（東京都境より下流） Ｄ イ

黒目川（東京都境より下流） Ｃ イ

柳瀬川（東京都境より下流） Ｃ イ

不老川 Ｅ ハ

芝川 Ｅ ハ

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 河川(7)

水域 河川名 類型 達成 指定年月日 指定機関

期間

荒川 隅田川 Ｃ イ 平.9.5.13 東京都告示

新河岸川（埼玉県境から下流） Ｄ イ

白子川（埼玉県境より上流） Ｄ ロ

石神井川 Ｃ イ

成木川（埼玉県境から上流） Ａ イ

黒沢川 Ｂ イ

霞川 （埼玉県境から上流） Ｂ イ

柳瀬川（埼玉県境から上流） Ｅ ロ

空堀川 Ｅ ロ

黒目川（埼玉県境から上流） Ｃ ロ

多摩川 多摩川上流（1 （和田橋より上流。ただし、小河内ダム貯水池 ＡＡ イ 平10.6.1改訂 環境庁告示）

（奥多摩湖 （全域）に係る部分を除く ）） 。

多摩川上流（2）(和田橋から拝島橋まで) Ａ ハ 昭45.9.1 閣議決定

多摩川中・下流（拝島橋より下流） Ｂ イ 平13.3.30改訂 環境庁告示

日原川 ＡＡ イ 平.9.5.13 東京都告示

平井川 Ａ イ

秋川 ＡＡ イ

北秋川 Ａ ハ

養沢川 Ａ ハ

谷地川 Ｂ ニ

残堀川 Ｂ イ

浅川上流（さいかち堰から上流） Ａ ニ

浅川下流（さいかち堰から下流） Ｂ ハ

城山川 Ａ 二

南浅川 Ｂ ニ

案内川 Ｃ イ

川口川 Ｅ ハ

湯殿川 Ａ 二

程久保川 Ｂ ハ

大栗川 Ｂ ロ

三沢川 （神奈川県境から上流） Ｃ ロ

野川 Ｄ ロ

仙川 Ｄ ハ

東京都内 新中川 Ｃ イ

の河川 新川 Ｃ イ

神田川 Ｃ イ

日本橋川 Ｃ イ

横十間川 Ｃ イ

大横川 Ｃ イ

北十間川 Ｃ イ

竪川 Ｃ イ

小名木川 Ｃ イ

旧中川 Ｃ ロ

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 河川(8)

水域 河川名 類型 達成 指定年月日 指定機関

期間

東京都内 古川 Ｄ イ 平.9.5.13 東京都告示

の河川 目黒川 Ｄ イ

立会川 Ｅ ハ

内川 Ｃ ロ

呑川 Ｄ イ

鶴見川 鶴見川下流（鳥山川合流点より下流） Ｅ ハ 昭45.9.1 閣議決定

鶴見川上流（東京都境から鳥山川合流点まで） Ｄ ハ

鶴見川上流（神奈川県境から上流） Ｄ ロ 平.9.5.13 東京都告示

恩田川 （神奈川県境から上流） Ｃ ロ

境川 境川（神奈川県境より上流） Ｄ ハ

境川（東京都境より下流） Ｄ ハ 昭47.3.17 神奈川県告

示

相模川 相模川上流（1 （柄杓流川合流点より上流) ＡＡ イ 昭48.3.31 環境庁告示）

相模川上流（2 （柄杓流川合流点から相模湖大橋まで） Ａ ハ）

相模川上流（3 （相模湖大橋から城山ダムまで） Ａ イ）

相模川中流（城山ダムから寒川取水堰まで） Ａ ロ 昭45.9.1 閣議決定

相模川下流（寒川取水堰より下流） Ｃ イ 昭48.3.31 環境庁告示

鶴川（全域） Ａ イ 平7.3.30 山梨県告示

笹子川（全域） Ａ イ

朝日川（全域） Ａ イ

柄杓流川（全域） Ａ ハ

宮川（相模川に合流するものの全域） Ｂ ロ

神奈川県 入江川（全域） Ｂ ロ 平12.10.31改 神奈川県告※

内の河川 帷子川（全域） Ｂ イ 訂 示
※

大岡川（全域） Ｂ イ
※

宮川（全域） Ｂ イ
※

侍従川（全域） Ｂ イ
※

鷹取川（全域） Ｂ ロ 平13.10.23改
※

平作川（全域） Ｂ ロ 訂

松越川（全域） Ｅ ハ 昭55.9.30

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

類型「Ｂ ： 大腸菌群数に係る基準値については、当分の間適用しない 」
※

」「 。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 河川(9)

水域 河川名 類型 達成 指定年月日 指定機関

期間

神奈川県 下山川（全域） Ｅ ロ 昭47.3.31 神奈川県告

内の河川 森戸川（河口が葉山町に係るものの全域） Ｅ ハ 示

田越川（全域） Ｂ イ 平13.10.23

滑川（全域） Ｂ イ 改訂

神戸川（全域） Ｂ ロ

引地川（全域） Ｄ ハ 昭47.3.31

金目川上流（土屋橋の上流端より上流） Ａ ハ

金目川下流（土屋橋の上流端より下流） Ｃ ハ

葛川（全域） Ｃ ハ

中村川（全域） Ｃ ハ

森戸川（河口が小田原市に係るものの全域） Ｄ ハ

酒匂川上流（飯泉取水堰より上流の区域のうち、丹沢湖（三保ダム Ａ ロ 昭55.3.25

上流端より上流の滞水域）の区域に係る部分を除いたもの）

酒匂川下流（飯泉取水堰より下流） Ｂ イ 昭55.9.30

山王川（全域） Ｂ イ 平14.10.1

早川（全域） Ａ ハ 改訂

新崎川（全域） Ｂ ハ

千歳川（全域） Ｂ ハ

富士川 富士川（1 （塩川合流点より上流） ＡＡ イ 昭48.3.31 環境庁告示）

富士川（2 （塩川合流点から笛吹川合流点まで） Ａ イ）

富士川（3 （笛吹川合流点から身延橋まで） Ａ ハ）

富士川（4 （身延橋より下流） Ａ ロ）

滝沢川（全域） Ｂ イ 平7.3.10 山梨県告示

黒沢川（塩川に合流するものの全域） Ｃ ハ 改訂

笛吹川上流（亀甲橋より上流） Ａ イ 昭49.4.1

笛吹川下流（亀甲橋より下流） Ａ ハ

平等川（全域） Ｂ イ

荒川上流（亀沢川合流点より上流） ＡＡ イ

荒川下流（亀沢川合流点より下流） Ｂ ハ

鎌田川（笛吹川右岸に合流するものの全域） Ｂ ハ

濁川（全域） Ｃ ハ 平7.3.10

重川（全域） Ｂ イ 改訂

日川（全域） Ａ イ

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 河川(10)

水域 河川名 類型 達成 暫定目標 指定年月日 指定機関

期間

養老川 養老川上流（高滝ダム貯水池より上流） Ａ イ 平5.3.31 千葉県告示

養老川中流（高滝ダム貯水池から出津堰まで） Ｂ イ 昭45.9.1 閣議決定

養老川下流（出津堰より下流） Ｃ ロ

千葉県内 利根運河（全域） Ｂ ロ 昭48.7.31 千葉県告示

の河川 坂川（全域） Ｅ ハ BOD 15 mg/L

真間川（全域） Ｅ ハ BOD 15 mg/L

新坂川（全域） Ｅ ハ BOD 15 mg/L

国分川（全域） Ｅ ハ BOD 15 mg/L

春木川（全域） Ｅ ハ BOD 15 mg/L

鹿島川（全域） Ａ ハ Ｂ 昭50.1.21

手繰川（全域） Ｃ ハ Ｄ

神崎川（全域） Ａ ハ Ｂ

印旛放水路（新川 （全域） Ｃ ハ Ｄ）

桑納川（全域） Ｄ ハ Ｅ

高崎川（全域） Ｃ ハ BOD 5.6 mg/L 昭60.3.29

師戸川（全域） Ｂ イ

大堀川（全域） Ｄ ハ Ｅ 昭50.1.21

大津川（全域） Ｃ ハ Ｄ

金山落（全域） Ｂ ハ Ｃ

亀成川（全域） Ｂ イ 昭60.3.29

根木名川（全域） Ｂ ハ Ｃ 昭48.7.31

大須賀川（全域） Ａ ロ

小野川（全域） Ｂ ハ Ｃ

黒部川上流（小堀川合流点より上流） Ｂ ハ Ｃ

黒部川下流（小堀川合流点より下流） Ａ ロ

新川上流（干潟大橋より上流） Ｃ ロ

新川下流（干潟大橋より下流） Ｃ ハ Ｄ

栗山川上流（総武本線鉄道橋より上流） Ａ ロ

栗山川下流（総武本線鉄道橋より下流） Ｂ ロ

高谷川（全域） Ａ ロ

木戸川（全域） Ａ ロ

作田川（全域） Ａ ロ

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 河川(11)

水域 河川名 類型 達成 暫定目標 指定年月日 指定機関

期間

千葉県内 真亀川（全域） Ｃ ロ 昭48.7.31 千葉県告示

の河川 南白亀川（全域） Ｂ ロ

一宮川上流（昭和橋より上流） Ｂ ロ

一宮川中流（昭和橋から潮止堰まで） Ｂ ハ Ｃ

一宮川下流（潮止堰より下流） Ｃ ロ

夷隈川上流（三口橋より上流） Ａ ロ

夷隈川下流（三口橋より下流） Ｂ ロ

加茂川（全域） Ｂ ロ

丸山川（全域） Ｂ ロ

瀬戸川（全域） Ｂ ロ

汐入川（全域） Ｂ ハ Ｃ

平久里川（全域） Ａ ロ

湊川（全域） Ａ ロ

染川（全域） Ｃ イ

小糸川上流（栗倉橋より上流） Ｂ イ

小糸川下流（栗倉橋より下流） Ｃ ロ

小櫃川上流（御腹川合流点より上流。ただし、亀山 Ａ イ 平5.3.31

ダム貯水池を除く ）。

小櫃川下流（御腹川合流点より下流） Ｂ ロ 昭48.7.31

御腹川（全域） Ａ ロ

村田川（全域） Ｃ ロ

都川（全域） Ｅ ロ

葭川（全域） Ｅ ロ

印旛放水路（花見川 （全域） Ｃ イ）

海老川（全域） Ｅ ハ BOD 15 mg/L

待崎川（待崎川・上待崎川全域） Ａ ハ 平8.4.30

袋倉川（全域） Ａ イ

二夕間川（全域） Ａ イ

増間川（全域） Ａ イ

長尾川（全域） Ａ イ

三原川（全域） Ａ ハ

高田川（全域） Ａ イ

清水川（全域） Ａ ロ

長門川（全域） Ｂ 二 BOD 5.0 mg/L

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 湖沼(1)

水域 類型 達成 暫定目標 指定年月日 指定機関

期間

小河内ダム貯水池（奥多摩湖 （全域） ＡＡ ロ 平10.6.1 環境庁告示）

Ⅰ イ 全窒素の基準は適用しない。

芦ノ湖（全域） ＡＡ ハ 昭48.3.30 神奈川県告示

丹沢湖 三保ダム上流端より上流の滞水域 Ａ イ 昭55.3.25（ ）

山中湖（全域） Ａ イ 昭49.4.1 山梨県告示

河口湖（全域） Ａ イ

西湖（全域） Ａ イ

精進湖（全域） Ａ イ

本栖湖（全域） ＡＡ イ

印幡沼（全域） Ａ ロ 昭45.9.1 閣議決定

Ⅲ ハ 全窒素2.2 mg/L 昭59.3.27 千葉県告示

全リン0.11 mg/L

手賀沼（全域） Ｂ ハ Ｃ 昭45.9.1 閣議決定

Ⅴ ハ 全窒素4.1 mg/L 昭59.3.27 千葉県告示

全リン0.21 mg/L

高滝ダム貯水池（中之橋・山之根橋からダ Ａ ハ 平5.3.31

ムサイトまで）

亀山ダム貯水池（蔵玉橋・片倉橋からダム Ａ ハ

サイトまで）

常陸利根川（全域） Ａ ハ Ｂ 昭47.11.6 環境庁告示

Ⅲ ニ 全窒素0.9 mg/L 昭61.4.5

全リン0.05 mg/L

北浦（鰐川を含む全域） Ａ ハ 昭47.11.6

Ⅲ ニ 全窒素0.7 mg/L 昭61.4.5

全リン0.05 mg/L

霞ケ浦（全域） Ａ ハ 昭47.11.6

Ⅲ ニ 全窒素1.1 mg/L 昭61.4.5

全リン0.09 mg/L

牛久沼（全域） Ｂ ニ ＣＯＤ8.6 mg/L 平11.2.15指定 茨城県告示

Ⅳ ニ 全りん0.06 mg/L

全窒素の基準は適用しない。

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 湖沼(2)

水域 類型 達成 暫定目標 指定年月日 指定機関

期間

涸沼（全域） Ｂ ニ ＣＯＤ8.9 mg/L 平12.3.30改訂 茨城県告示

Ⅳ ニ 全窒素1.6 mg/L

全りん0.13 mg/L

湯の湖（全域） Ａ イ 昭55.12.15 栃木県告示

Ⅲ ロ 昭60.4.5

中禅寺湖（全域） ＡＡ イ 昭55.12.15

Ⅰ イ 昭60.4.5

深山ダム貯水池（深山湖 （全域） ＡＡ イ 平13.3.30 環境庁告示）

Ⅰ ニ 全りん0.011mg/L

全窒素の基準は適用しない。

川治ダム貯水池（川治ダム湖 （全域） ＡＡ ニ ＣＯＤ2.0 mg/L）

Ⅱ ニ 全窒素0.32 mg/L

全りん0.021 mg/L

赤城大沼（全域） Ａ ロ 昭48.9.11 群馬県告示

Ⅱ ロ 昭61.12.26全窒素は当分の間適用しない。

榛名湖（全域） Ａ イ 昭48.9.11

Ⅱ ロ 昭61.12.26全窒素は当分の間適用しない。

尾瀬沼（全域） Ａ イ BODも考慮する。 昭56.4.10

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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公共用水域が該当する水質環境基準の水域類型の指定（関東地方） 湖沼(3)

水域 類型 達成 暫定目標 指定年月日 指定機関

期間

矢木沢ダム貯水池（奥利根湖 （全域） Ａ イ 平15.3.27 環境庁告示）

Ⅱ イ 全窒素の基準は適用しない。

奈良俣ダム貯水池（ならまた湖 （全域） Ａ イ）

Ⅰ イ 全窒素の基準は適用しない。

藤原ダム貯水池（藤原湖 （全域） Ａ イ）

Ⅱ イ 全窒素の基準は適用しない。

川俣ダム貯水池（川俣湖 （全域） Ａ イ）

Ⅱ イ 全窒素の基準は適用しない。

草木ダム貯水池（草木湖 （全域） Ａ イ）

Ⅲ イ 全窒素の基準は適用しない。

下久保ダム貯水池（神流湖 （全域） Ａ イ）

Ⅲ イ 全窒素の基準は適用しない。

二瀬ダム貯水池（秩父湖 （全域） Ａ イ）

Ⅲ イ 全窒素の基準は適用しない。

宮ヶ瀬ダム貯水池（宮ヶ瀬湖 （全域） Ａ イ 平17.3.11 神奈川県告示）

達成期間 イ ：直ちに達成

ロ ：５年以内で可及的すみやかに達成

ハ ：５年を超える期間で可及的すみやかに達成

ニ ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。
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基準値

0.6pg-TEQ/m3以下

1pg-TEQ/L以下

150pg－TEQ/ｇ以下

1000Pg-TEQ/g以下

平成11年12月27日号外環境庁告示第68号（平成１４年７月２２日改正）

1.ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)及びポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン(PCDD)

異性体 毒性等価係数 異性体 毒性等価係数

2,3,7,8-TeCDF 0.1 2,3,7,8-TeCDD 1

1,2,3,7,8-PeCDF 0.05 1,2,3,7,8-PeCDD 1

2,3,4,7,8-PeCDF 0.5

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.1

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.1

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.1

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01

1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF 0.0001 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD 0.0001

その他 0 その他 0

2.コプラナーポリ塩化ビフェニル(PCB)

毒性等価係数

0.0001

0.0001

0.1

0.01

0.0001

0.0001

0.0001

0.0005

0.00001

0.0005

0.0005

0.0001

環境庁企画調整局長、大気保全局長、水質保全局長通知
(WHO-TEF(1998)と同じ数値)

　　　備考
　　　　　1.　基準値は、2,3,7,8一四塩化ジベンゾーパラージオキシン(TeCDD)の毒性に換算した値とする。
　　　　　2.　大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。
　　　　　3.　土壌にあっては、環境基準が達成ざれている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、
　　　　　　　必要な調査を実施することとする。
           4.  水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する

平成12年1月12日　

2,3',4,4',5,5'-HxCB

2,3,3',4,4',5-HxCB

2,3,3',4,4',5'-HxCB

2,3,3',4,4',5,5'-HpCB

2',3,4,4',5-PeCB

2,3',4,4',5-PeCB

2,3,3',4,4'-PeCB

2,3,4,4',5-PeCB

3,4,4',5-TeCB

3,3',4,4'-TeCB

3,3',4,4',5-PeCB

3,3',4,4',5,5'-HxCB

P
C
D
D

P
C
D
D

ダイオキシン類に関する毒性等価係数

異性体

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能GC-MS計により測定す
る方法

媒体

大気

水底の底質

土壌

ダイオキシン類に係る環境基準

測定方法

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取
した試料を高分解能GC-MS計により測定する方法

水底の底質中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ
質量分析計により測定する方法

水質
(水底の底質を除く。)

JISKO312に定める方法
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カドミウム 0.01 mg/L以下 1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L以下

全シアン 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下

鉛 0.01 mg/L以下 トリクロロエチレン 0.03 mg/L以下

六価クロム 0.05 mg/L以下 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下

砒素 0.01 mg/L以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下

総水銀 0.0005 mg/L以下 チウラム 0.006mg/L以下

アルキル水銀 シマジン 0.003mg/L以下

PCB チオベンカルブ 0.02 mg/L以下

ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 ベンゼン 0.01 mg/L以下

四塩化炭素 0.002 mg/L以下 セレン 0.01 mg/L以下

1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン 0.02 mg/L以下 ふつ素 0.8 mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 ほう素 1 mg/L以下

基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。

達成期間：直ちに達成、維持されるように努める。

平成9年3月13日環境庁告示第10号(平成11年2月22日第16号改正)

クロロホルム 0.06 mg/L以下 イプロベンホス(IBP) 0.008 mg/L以下

トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 クロルニトロフェン(CNP)

1,2-ジクロロプロパン 0.06 mg/L以下 トルエン 0.6 mg/L以下

p-ジクロロベンゼン 0.2      mg/L以下 キシレン 0.4 mg/L以下

インキサチオン 0.008 mg/L以下 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 mg/L以下

ダイアジノン 0.005 mg/L以下 ニッケル

フェニトロチオン(MEP) 0.003 mg/L以下 モリブデン 0.07 mg/L以下

イソプロチオラン 0.04 mg/L以下 アンチモン 0.02 mg/L以下

オキシン銅(有機銅) 0.04 mg/L以下 塩化ビニルモノマー 0.002 mg/L以下

クロロタロニル(TPN) 0.05 mg/L以下 エピクロロヒドリン 0.0004 mg/L以下

プロピザミド 0.008 mg/L以下 １，４－ジオキサン 0.05 mg/L以下

EPN 0.006 mg/L以下 全マンガン 0.2 mg/L以下

ジクロルボス(DDVP) 0.008 mg/L以下 ウラン 0.002 mg/L以下
フェノブカルブ(BPMC) 0.03 mg/L以下

平成16年3月31日環境省環境管理局水環境部長通知

地下水の水質汚濁に係る環境基準

項　　　目

検出されないこと

検出されないこと

基　準　値 項　　　目 基　準　値

検出されないこと

-

要監視項目及び指針値

項　　　目 指　針　値 項　　　目 指　針　値

-

-105-



水質汚濁防止法に基づく排水基準

１．有害物質

項目 基準値 項目 基準値

カドミウム 以下 トリクロロエタン 以下0.1mg/L 1,1,2- 0.06mg/L
全シアン 以下 トリクロロエチレン 以下1.0mg/L 0.3mg/L
有機リン 以下 テトラクロロエチレン 以下1.0mg/L 0.1mg/L
鉛 以下 ジクロロプロペン 以下0.1mg/L 1,3- 0.02mg/L
六価クロム 以下 チウラム 以下0.5mg/L 0.06mg/L
砒素 以下 シマジン 以下0.1mg/L 0.03mg/L
総水銀 以下 チオベンカルブ 以下0.005mg/L 0.2mg/L
アルキル水銀 検出されないこと ベンゼン 以下0.1mg/L
ＰＣＢ 以下 セレン 以下0.003mg/L 0.1mg/L
ジクロロメタン 以下 ほう素 （海域以外） 以下0.2mg/L 10mg/L
四塩化炭素 以下 （海域） 以下0.02mg/L 230mg/L

ジクロロエタン 以下 ふっ素 （海域以外） 以下1,2- 0.04mg/L 8mg/L
ジクロロエチレン 以下 （海域） 以下1,1- 0.2mg/L 15mg/L

シス ジクロロエチレン 以下 ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝 以下-1,2- 0.4mg/L 100mg/L
トリクロロエタン 以下 酸化合物及び硝酸化合物1,1,1- 3mg/L

全ての特定事業場に一律に適用する。

但し、砒素についての排水基準は、昭和 年以前に湧出している温泉を利用する旅館等の事業場には適用しない。49

２．生活環境項目

項目 基準値 備考

ｐＨ 以上 以下 海域以外への排出5.8 8.6
以上 以下 海域への排出5.0 9.0

ＢＯＤ 以下（日間平均 以下） 湖沼以外、海域以外への排出160 mg/L 120mg/L
ＣＯＤ 以下（日間平均 以下） 湖沼及び海域への排出160 mg/L 120mg/L
ＳＳ 以下（日間平均 以下）200 mg/L 150mg/L
ヘキサン抽出物質n-
鉱油類 以下5 mg/L
動植物油類 以下30 mg/L

フェノール類 以下5 mg/L
銅 以下3 mg/L
亜鉛 以下5 mg/L
溶解性鉄 以下10 mg/L
溶解性マンガン 以下10 mg/L
クロム 以下2 mg/L
フッ素 以下15 mg/L
大腸菌群数 個 以下（日間平均）3000 /cm

3

窒素 以下 （日間平均 以下）120 mg/L 60mg/L
リン 以下 （日間平均 以下）16 mg/L 8mg/L

排出水量が平均 日以上の事業場に適用する。50m /3

窒素及びリンについての排水基準は、植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがあるとして環境庁長官が定める湖沼、
海域、これらに流入する公共用水域への排出水に限って適用する。
ｐＨ及び溶解性鉄についての排水基準は、硫黄鉱業に属する事業場には適用しない。
ｐＨ、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム、フッ素についての排水基準は、昭和 年以前に湧出している温泉を49

利用する旅館等の事業場には適用しない。

（ ）昭和 年 月 日総理府令第 号 平成 年 月 日環境省令第 号改正46 6 21 35 13 6 13 21
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公共下水道への排水基準

１．除外施設の設置等に関する条例の基準

下記範囲内の水質の下水について定めるものとする。

項 目 条例で定める基準値の範囲

温度 ℃以上であるもの45
ｐＨ 以下又は 以上であるもの5 9
ヘキサン抽出物質n-
鉱油類 を超えるもの5 mg/L
動植物油脂類 を超えるもの30 mg/L

よう素消費量 以上であるもの220 mg/L

２．特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質基準

項目 基準値 項目 基準値

カドミウム 以下 ジクロロプロペン 以下0.1 mg/L 1,3- 0.02 mg/L
シアン 以下 チウラム 以下1 mg/L 0.06 mg/L
有機リン 以下 シマジン 以下1 mg/L 0.03 mg/L
鉛 以下 チオベンカルブ 以下0.1 mg/L 0.2 mg/L
六価クロム 以下 ベンゼン 以下0.5 mg/L 0.1 mg/L
ヒ素 以下 セレン 以下0.1 mg/L 0.1 mg/L
総水銀 以下 フェノール類 以下0.005 mg/L 5 mg/L
アルキル水銀 検出されないこと 銅 以下3 mg/L
ＰＣＢ 以下 亜鉛 以下0.003 mg/L 5 mg/L
トリクロロエチレン 以下 溶解性鉄 以下0.3 mg/L 10 mg/L
テトラクロロエチレン 以下 溶解性マンガン 以下0.1 mg/L 10 mg/L
ジクロロメタン 以下 クロム 以下0.2 mg/L 2 mg/L
四塩化炭素 以下 ふっ素 （海域以外） 以下0.02 mg/L 8 mg/L

ジクロロエタン 以下 （海域） 以下1,2- 0.04 mg/L 15 mg/L
ジクロロエチレン 以下 ほう素 （海域以外） 以下1,1- 0.2 mg/L mg/L10

シス ジクロロエチレン 以下 （海域） 以下-1,2- 0.4 mg/L 230 mg/L
トリクロロエタン 以下 ダイオキシン類 以下1,1,1- 3 mg/L 10pg-TEQ/L
トリクロロエタン 以下1,1,2- 0.06 mg/L

３．特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質基準を定める条例の基準

下記項目については条例により基準を設定する。その基準は下記の値より緩いものとする。

項 目 条例で定める 備 考
基準値の範囲

ｐＨ を越え 未満5 9
ＢＯＤ 未満600 mg/L
ＳＳ 未満600 mg/L
ヘキサン抽出物質n-
鉱油類 以下5 mg/L
動植物油脂類 以下30 mg/L

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素､亜硝酸性 未満 条例で当該下水道からの放流水について排水基準が定め380 mg/L
窒素及び硝酸性窒素 られている場合はその排水基準値の 倍とする。3.8

窒素 未満 条例で当該下水道からの放流水について排水基準が定め240 mg/L
リン 未満 られている場合はその排水基準値の 倍とする。32 mg/L 2

下水道法施行令（昭和 年 月 日政令第 号、最終改正：平成 年 月 日政令第 号）34 4 22 147 14 2 8 27
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100個 mL以下 0.1 mg/L以下
検出されないこと 0.2 mg/L以下
0.01 mg/L以下 0.03 mg/L以下
0.0005 mg/L以下 0.09 mg/L以下
0.01 mg/L以下 0.08 mg/L以下
0.05 mg/L以下 1.0 mg/L以下
0.01 mg/L以下 0.2 mg/L以下
0.05 mg/L以下 0.3 mg/L以下
0.01 mg/L以下 1.0 mg/L以下
10 mg/L以下 200 mg/L以下
0.8 mg/L以下 0.05 mg/L以下
1.0 mg/L以下 200 mg/L以下
0.002 mg/L以下 300 mg/L以下
0.05 mg/L以下 500 mg/L以下
0.02 mg/L以下 0.2 mg/L以下
0.04 mg/L以下 0.00002 mg/L以下
0.02 mg/L以下 0.00002 mg/L以下
0.01 mg/L以下 0.2 mg/L以下
0.03 mg/L以下 0.005 mg/L以下
0.01 mg/L以下 5 mg/L以下
0.02 mg/L以下 5.8以上8.6以下
0.06 mg/L以下 異常でないこと
0.04 mg/L以下 異常でないこと
0.1 mg/L以下 5度以下
0.01 mg/L以下 2度以下

平成１５年５月３０日厚生労働省令第１０１号

0.01 mg/L以下
0.2 mg/L以下

1
粉末活性炭素処理 ： 0.00002 mg/L以下

粒状活性炭素等恒久施設 ： 0.00001 mg/L以下

粉末活性炭素処理 ： 0.00002 mg/L以下

粒状活性炭素等恒久施設 ： 0.00001 mg/L以下

3以下
20 mg/L以下
3 mg/L以下

10 mg/L以上 100 mg/L以下
30 mg/L以上 200 mg/L以下

給水栓 ：1度以下
配送水施設入口 ：0.1度以下
-1程度以上とし、極力0に近づける
7.5程度

平成４年１２月２１日衛水第２６４号

ランゲリア指数（腐食性）
ｐH値

2-メチルイソボルネオール

ジェオスミン

濁度

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）
カルシウム、マグネシウム等
蒸発残留物

アルミニウム
残留塩素

臭気強度（TON)
遊離炭素

味
臭気

マンガン
項　　目　　名

クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸

快適水質項目

非イオン界面活性剤
フェノール類
有機物（全有機炭素(TOC)の量）
ｐH値

蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
ジェオスミン
2-メチルイソボルネオール

ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオン
カルシウム、マグネシウム等（硬度）

ベンゼン
クロロ酢酸

トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物

ジクロロメタン
シス-1,2-ジクロロエチレン

テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン

四塩化炭素
ほう素及びその化合物

1,4-ジオキサン
1,1-ジクロロエチレン

六価クロム化合物
シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
フッ素及びその化合物

水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその化合物

基　準　値
一般細菌
大腸菌
カドミニウム及びその化合物

mg/L程度以下

目　　標　　値

水道法に基づく水質基準（１）
基準項目

総トリハロメタン

濁度
色度

項　　　目 基　準　値 項　　　目
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0.04 mg/L以下 0.03 mg/L以下 （暫定）
0.6 mg/L以下 0.008 mg/L以下
0.4 mg/L以下 0.005 mg/L以下
0.3 mg/L以下 0.003 mg/L以下

0.06 mg/L以下 （暫定） 0.04 mg/L以下
0.06 mg/L以下 0.05 mg/L以下
0.01 mg/L以下 （暫定） 0.05 mg/L以下

0.002 mg/L以下 （暫定） 0.008 mg/L以下
1.0 mg/L以下 0.03 mg/L以下

0.07 mg/L以下 0.0001 mg/L以下
0.002 mg/L以下 （暫定） イプロベンホス（ＩＢＰ） 0.008 mg/L以下
0.05 mg/L以下 （暫定） 0.006 mg/L以下
0.6 mg/L以下 0.2 mg/L以下
0.6 mg/L以下 0.005 mg/L以下

0.08 mg/L以下 （暫定） 0.03 mg/L以下
0.02 mg/L以下 （暫定） 0.006 mg/L以下
0.3 mg/L以下 （暫定） 1pg-TEQ ????以下 （暫定）

0.08 mg/L以下 （暫定）
平成４年１２月２１日衛水第２６４号（平成１２年９月１１日改正）

大腸菌群
ＢＯＤ 100mg /L以下 3mg /L以下
ｐＨ
濁度
臭気
色度
必要に応じて、各々の利用形態に対応した水質項目を選択し、その目標値を設定するものとする。
当マニュアルでは、例として以下について解説している。
　・再利用施設内での藻類発生の抑制・・・総リン、総窒素、無機性炭素
　・再利用施設内での発泡の抑制・・・発泡原因物質（ＭＢＡＳ）
　・再利用施設内における水生生物ノ飼育・・・ＤＯ、アンモニウム態窒素、残留塩素
建設省高度処理会議 下水処理水の修景・親水利用水質検討マニュアル（案）平成２年３月
　修景用水利用 ：人間が触れることを前提とはしていない、主に景観維持を目的とする下水処理の利用

　親水用水利用 ：水路における魚採り、ボート遊び、魚釣り等、人間が触れることを前提とした、主に景観維

持を目的とする下水処理水の利用

修景用水利用・親水用利用に関わる目標水質

10度以下

修景用水利用 親水用水利用
50個/100mL以下

5.8～8.6
5度以下

不快でないこと

基
本
的
水
質
項
目
用
途
別
水
質
項
目

1000個/100mL以下

5.8～8.6
10度以下

不快でないこと
40度以下

トリクロピル
ダイオキシン類

水道法に基づく水質基準（２）
監視項目

指針値 指針値

ＥＰＮ
ベンタゾン
カルボフラン
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（2,4-D)

プロピザミド
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）
クロニトロフェン（ＣＮＰ）

トリクロロ酢酸
ジクロロアセトリニリル

項目 項目
抱水クロラール
イソキサチオン
ダイアジノン
フェノトロチオン（ＭＥＰ）
イソプロチオラン
クロロタロニル（ＴＰＮ）

二酸化塩素
亜鉛素酸イオン
ホルムアルデヒド
ジクロロ酢酸

ほう素
モリブデン
ウラン
亜硝酸性窒素

1,2-ジクロロペロパン
フタル酸ジエチルヘキシル
ニッケル
アンチモン

トランス-1,2-ジクロロエチレン

トルエン
キシエン
p-ジクロロベンゼン
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基準値
河川 湖沼 海域

自然繁殖条件:3mg/L以下
有機物 ただし、ｻｹ･ﾏｽ･ｱﾕ:2mg/L以下
(BOD) 成育条件:5mg/L以下

ただし、ｻｹ･ﾏｽ･ｱﾕ:3mg/L以下
自然繁殖条件:4mg/L以下 一般:1mg/L以下

有機物 ただし、ｻｹ･ﾏｽ･ｱﾕ:2mg/L以下 ﾉﾘ養殖場や閉鎖性内湾の沿岸
(COD) 生育条件:5mg/L以下 域:2mg/L以下

ただし、ｻｹ･ﾏｽ･ｱﾕ:3mg/L以下
ｺｲ・ﾌﾅ:1.0mg/L以下 水産1種:0.3mg/L以下
ﾜｶｻｷﾞ:0.6mg/L以下 水産2種:0.6mg/L以下

全窒素 ｻｹ･ｱﾕ:0.2mg/L以下 水産3種:1.0mg/L以下
ノリ養殖の最低必要濃度:0.07～
0.1(無機態窒素)mg/L

ｺｲ・ﾌﾅ:0.1㎎/L以下 水産1種:0.03mg/L以下
ﾜｶｻｷﾞ:0.05mg/L以下 水産2種:0.05mg/L以下

全リン ｻｹ･ｱﾕ:0.01mg/L以下 水産3種:0.09mg/L以下
ノリ養殖の最低必要濃度:0.007～
0.014(無機態リン)㎎/L

一般:6㎎/L以上 一般:6㎎/L以上 一般:6㎎/L以上
DO ｻｹ･ﾏｽ･ｱﾕ:7mg/L以上 ｻｹ･ﾏｽ･ｱﾕ:7mg/L以上 内湾漁場の夏季底層において最

低限維持:4.3mg/L(3mL/L)
6.7～7.5 6.7～7.5 7.8～8.4

pH 生息する生物に悪影響を及ぼすほどpHの急激な変化がないこと。
25mg/L以下(人為的に加えられ ｻｹ･ﾏｽ･ｱﾕ:1.4mg/L以下(透明度 人為的に加えられる懸濁物質は
る懸濁物質は5mg/L以下)、忌避 4.5m以上) 2mg/L以下
行動などの反応をおこさせる原 温水性魚類:3mg/L以下(透明度 海藻類の繁殖に適したした水深

SS 因とならないこと。 1.Om以上) において必要な照度が保持さ
日光の透過を妨げ、水生植物の れ、その繁殖と生長に影響を及
繁殖、生長に影響を及ぼさない ぼさないこと。
こと。

着色 光合成に必要な光の透過が妨げられないこと。忌避行動の原因とならないこと。
水温 水産生物に悪影響を及ぼすほどの水温の変化がないこと。
大腸菌群数 100mL当り1,000MPN以下であること。ただし、生食用かきを飼育するためには100mL当り70MPN以

下であること。
油分 水中には油分が検出されないこと。水面に油膜が認められないこと。

有害物質の基準値は別表に掲げる物質ごとに同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
(水産用水基準（２０００年版）（２）参照)

底質

－

水産用水基準（２０００年版）（１）

生活環境項目

－ －

－

－

河川および湖沼では、有機物などによる汚泥床、みずわたなどの発生をおこさないこと。
海域では乾泥としてＣＯＤＯＨ（アルカリ性法）20mg/g乾泥以下、硫化物は0.2mg/g乾泥以下、ノルマ

検液中の濃度がそれぞれの化合物の定量限界を下回ること。

有害物質

ルヘキサン抽出物0.1%以下でること。微細な懸濁物が岩面、礫、または砂利などに付着し、種苗の着
生、発生あるいはその発育を妨げないこと。海洋汚染及び海上災害の防止に定められた溶出試験により
得られた検液中の有害物質のうち水産用水基準で基準値が定められている物質については基準値の10
倍を下回ること。ただしカドミウム、全シアン、アルキル水銀PCBについては溶出試験で得られた
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淡水域 海域
カドミウム 検出されないこと 検出されないこと
全シアン 検出されないこと 検出されないこと
鉛 0.001 0.003
六価クロム 0.003 0.01
砒素 0.01 0.01
総水銀 検出されないこと 検出されないこと
アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと
PCB 検出されないこと 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02 －
四塩化炭素燕 0.002 0.002
1,2－ジクロロエタン 0.004 0.004
1,1－ジクロロエチレン 0.02 0.02
1,1,1トリクロロエタン 0.5 0.5
1,1,2トリクロロエチレン 0.006 －
トリクロロエチレン 0.03 0.03
テトラクロロエチレン 0.01 0.01
1,3ジクロロプロペン 0.002 0.002
チウラム 0.006 －
シマジン(CAT) 0.003 －
チオベンカルブ 0.02 0.02
ベンゼン 0.01 0.01
セレン 0.002 0.01
硝酸態窒素 10 10
亜硝酸態窒素 0.03 0.06
ふつ素 0.8 1.4
ほう素 検出されないこと 4.5
ダイオキシン 1pg-TEQ/L 1pg-TEQ/L
注:－は基準値が設定されていない。

昭和５８年３月（平成１２年１２月改正）社団法人水産資源保護協会、２０００年版

健康項目 基準値〔mg/L以下〕
水産用水基準（２０００年版）（２）
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アセフェート 0.8 mg/L ペンシクロン 0.4 mg/L
イソキサチオン 0.08 mg/L ホセチル 23 mg/L
イソフェンホス 0.01 mg/L ポリカーバメイト 0.3 mg/L
エトフェンプロックス 0.8 mg/L メタラキシル 0.5 mg/L
クロルピリホス 0.04 mg/L メプロニル 1 mg/L
ダイアジノン 0.05 mg/L アシュラム 2 mg/L
チオジカルブ 0.8 mg/L ジチオピル 0.08 mg/L

0.3 mg/L シデュロン 3 mg/L
ピリダフェンチオン 0.02 mg/L 0.03 mg/L

0.03 mg/L 0.2 mg/L
アジキソストロビン 5 mg/L トリクロピル 0.06 mg/L
イソプロチオラン 0.4 mg/L ナプロパミド 0.3 mg/L
イプロジオン 3 mg/L 0.3 mg/L
イミノクタジン 0.06 mg/L ピリブチカルブ 0.2 mg/L

0.04 mg/L ブタミホス 0.04 mg/L
0.4 mg/L フラザスルフロン 0.3 mg/L

キャプタン 3 mg/L プロピザミド 0.08 mg/L
0.4 mg/L 1 mg/L

クロロネブ 0.5 mg/L ペンティメタリン 0.5 mg/L
0.06 mg/L 0.8 mg/L
0.8 mg/L メコプロップ（ＭＣＰＰ） 0.05 mg/L

フルトラニル 2 mg/L メチルダイムロン 0.3 mg/L
プロピコナゾール 0.5 mg/L

種類 種類
イプロジオン 殺菌剤 0.3 mg/L以下 ブタミホス 除草剤 0.004 mg/L以下
イミダクロプリド 殺虫剤 0.2 mg/L以下 ブプロフェンジ 殺虫剤 0.01 mg/L以下
エトフェンプロックス 殺虫剤 0.08 mg/L以下 プレチクラロール 除草剤 0.04 mg/L以下
エスプロカルブ 除草剤 0.01 mg/L以下 プロベナゾール 殺菌剤 0.05 mg/L以下

殺菌剤 0.006 mg/L以下 ブロモブチド 除草剤 0.04 mg/L以下
殺虫剤 0.05 mg/L以下 フルトラニル 殺菌剤 0.2 mg/L以下

クロルピリホス 殺虫剤 0.03 mg/L以下 ペンシクロン 殺菌剤 0.04 mg/L以下
殺虫剤 0.006 mg/L以下 除草剤 0.1 mg/L以下
除草剤 0.06 mg/L以下 除草剤 0.1 mg/L以下
殺菌剤 0.2 mg/L以下 殺虫剤 0.01 mg/L以下
殺虫剤 0.03 mg/L以下 メフェナセット 除草剤 0.009 mg/L以下
殺菌剤 0.1 mg/L以下 メプロニル 殺菌剤 0.1 mg/L以下
殺虫剤 0.002 mg/L以下 モリネート 除草剤 0.005 mg/L以下

フサライド 殺菌剤 0.1 mg/L以下
　　　　平成６年４月１５日環水土第８６号環境庁水質保全局

トリシクラゾール
ピリダフェンチオン

エディフェンホス（ＥＤＤＰ）
カルバリル（ＮＡＣ）

ジクロフェンチオン（ＥＣＰ）
シメトリン
トリクロホスメチル

シマジン（ＣＡＴ）
テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）

ハルスルフロンメチル

トルクロルホン
マラチオン（マラソン）
ペンティメタリン
ベンスリド（ＳＡＰ）

評価指針値農薬名 農薬名
公共用水域等における農薬の水質評価指針

殺
菌
剤

除
草
剤エトリジアゾール（エクロメゾール）

評価指針値

トリクロルホン（ＤＥＰ）

フェニトロチオン（ＭＥＰ）

オキシン銅（有機銅）

クロロタロニル（ＴＰＮ）

チラウム（チラム）
トリクロホスメチル

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針値
農薬名

平成２年５月２４日環水土第７７号環境庁水質保全局長（平成１３年１２月２８日第２３４号改正）

ベンスリド（ＳＡＰ）

ベンフルラリン（ベスロジン）

指針値 農薬名 指針値

殺
虫
剤

殺
菌
剤
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環境水中濃度
(mg/L)

POPs等物質
　 ＢＨＣ 0.0025

ＤＤＴ 0.0125
アルドリン
ディルトリン
エンドリン 0.0005
クロルデン 0.0013
ヘプタクロル 0.0003

総水銀 0.0005 土壌・水環境基準
ＷＨＯ欧州事務局大気質ガイドライン

チラウム 0.006 土壌・水環境基準
有機砒素 0.01 土壌・水環境基準
有機リン 検出されないこと 土壌環境基準

メチルパラチオン： 旧水環境基準
0.0010
ENP:0.0008

　　　　　埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル　平成１３年１２月環境省環境管理局水環境部

ｐＨ 5.8以上8.6以下 原水 浴槽水
濁度 2度以下 5度以下 －
過マンガン酸 2度以下 5度以下
カリウム消費量 5.8以上8.6以下 －

0.4mg/L以上（1.0mg/L以下で
あることが望ましい）

二酸化塩素 0.1mg/L以上0.4mg/L以下 50m中検出せず 1個/mL以下
亜塩素酸 1.2mg/L以下 10CFU/100mL未満 10CFU/100mL未満
大腸菌群 検出されないこと 平成１２年１２月１５日厚生省生活衛生局長通知
一般細菌 200CFU/mL以下であること

二酸化塩素、亜塩素酸は消毒用に二酸化塩素を使う場合に適用する。
　　　　　　　　　　　　　　　平成１３年７月２４日厚生労働省健康局長通知

土壌濃度
(mg/L)

項　目

検出されないこと
0.01

0.0005

0.006

レジオネラ属菌

公衆浴場における水質基準値

色度

0.0025
0.0125

基準値

0.0003
0.0005
0.0013
0.0003

10mg/L以下 25mg/L以下

濁度
ｐＨ値
過マンガン酸
カリウム消費量

12mg/L以下

基準値

遊離残留塩素

項目

0.0007
パラチオン：0.0013

0.0003

0.0002
0.00003

0.003
0.0017

0.0008

環境基準設定物質
0.001

0.001

0.003

総トリハロメタン
暫定目標値としておおむね0.2mg／L以
下が望ましい

大腸菌群

農薬環境管理指針値（残留性有機汚染物質）

プール水の水質基準

(mg/?）
大気中濃度 　備　考項  目

アルドリン、ディルドリンの合量
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不検出（検出限界：
2個/100mL)

常時は油膜が認められ

常時は油膜が認められ

1000個/100mL
を超えるもの

環境庁

１．事業場の敷地の境界線の地表における大気の規制基準
（都道府県知事が規制地域について下記範囲内において定める。）

項目
1 ～ 5 ppm イソバレルアルデヒド 0.003 ～ 0.01 ppm

0.002 ～ 0.01 ppm イソブタノール 0.9 ～ 20 ppm
0.02 ～ 0.2 ppm 酢酸エチル 3 ～ 20 ppm
0.01 ～ 0.2 ppm メチルイソブチルケトン 1 ～ 6 ppm

0.009 ～ 0.1 ppm トルエン 10 ～ 60 ppm
0.005 ～ 0.07 ppm スチレン 0.4 ～ 2 ppm
0.05 ～ 0.5 ppm キシレン 1 ～ 5 ppm
0.05 ～ 0.5 ppm プロピオン酸 0.03 ～ 0.2 ppm

0.009 ～ 0.08 ppm ノルマル酪酸 0.001 ～ 0.006 ppm
0.02 ～ 0.2 ppm ノルマル吉草酸 0.0009 ～ 0.004 ppm

0.009 ～ 0.05 ppm イソ吉草酸 0.001 ～ 0.01 ppm
臭気指数に係る規制基準の範囲：10～21とする。

２．排出口における大気の規制基準
流量の許容限度（特定悪臭亜物質の種類ごとに定める）

ｑ＝ 0.108×He2×Cm
ｑ　　：流量（?/hr)
Ｈｅ　：補正された排出口の高さ（ｍ）

Ｃｍ　：上表の範囲内で定められた規制基準の値（ｐｐｍ）

臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法については省略する。

プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉酸、イソ吉草酸を除く。）

イソブチアルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド

硫化メチル

悪臭物質の規制基準

油膜の有無

規制基準の範囲

（メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン

油膜が認められない

油膜が認められない

ない

硫化水素
メチルメルカプタン

特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲
項目

ノルマルブチルアルデヒド

50cm以上1m未満

二硫化メチル
トリメチルアミン
アセトアルデヒド
プロピオンアルデヒド

アンモニア

50cm以上1m未満

50cm未満

規制基準の範囲

2mg/L以下
湖沼は3mg/L以下

ふん便性大腸菌群数

8mg/Lを超えるもの

1000個/100mL以下

400個/100mL以下 5mg/L以下

8mg/L以下ない

水浴場水質判定基準
ＣＯＤ区分

適

透明度

全透（水深1m以上）

全透（水深1m以上）100個/100mL以下 2mg/L以下
湖沼は3mg/L以下

常時油膜が認められる

可

不　　適

水質ＡＡ

水質Ａ

水質Ｂ

水質Ｃ
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３．排出水の規制基準
　　排出水中の濃度（特定悪臭物質の種類ごとに定める）

ＣＬｍ＝ｋ×Ｃｍ
ＣＬｍ　　　　　：排出水中の濃度（mg/L)

ｋ　　　：下記の表による
Ｃｍ　　：上表の範囲内で定められた規制基準の値

ｋ ｋ
16 32
3.4 6.9
0.71 1.4
5.6 63
1.2 14
0.26 2.9

  　悪臭防止法施行規則　　昭和４７年５月３０日総理府令第３９号（平成１２年２月８日第７号改正）

0.001/?s以下
排出水量

硫化メチル

二酸化メチル

0.001/?s以下
0.001～0.1/?s
0.1/?sを超える場合
0.001/?s以下
0.001～0.1/?s
0.1/?sを超える場合

項目

メチルメルカプタン

硫化水素

項目排出水量

0.1/?sを超える場合
0.001～0.1/?s
0.001/?s以下
0.1/?sを超える場合
0.001～0.1/?s
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アルキル水銀化合物
0.005 mg/L以下 0.025 mg/kg以下 0.025 mg/L以下 0.0005 mg/L以下

0.3 mg/L以下 0.1 mg/kg以下 0.1 mg/L以下 0.01 mg/L以下
0.3 mg/L以下 1 mg/kg以下 1 mg/L以下 0.01 mg/L以下

1 mg/L以下 1 mg/kg以下 1 mg/L以下
1.5 mg/L以下 0.5 mg/kg以下 0.5 mg/L以下 0.05 mg/L以下
0.3 mg/L以下 0.15 mg/kg以下 0.15 mg/L以下 0.01 mg/L以下

1 mg/L以下 1 mg/kg以下 1 mg/L以下
0.003 mg/L以下 0.003 mg/kg以下 0.003 mg/L以下

0.3 mg/L以下 0.3 mg/kg以下 0.3 mg/L以下 0.03 mg/L以下
0.1 mg/L以下 0.1 mg/kg以下 0.1 mg/L以下 0.01 mg/L以下
0.2 mg/L以下 0.2 mg/kg以下 0.2 mg/L以下 0.02 mg/L以下

0.02 mg/L以下 0.02 mg/kg以下 0.02 mg/L以下 0.002 mg/L以下
0.04 mg/L以下 0.04 mg/kg以下 0.04 mg/L以下 0.004 mg/L以下
0.2 mg/L以下 0.2 mg/kg以下 0.2 mg/L以下 0.02 mg/L以下
0.4 mg/L以下 0.4 mg/kg以下 0.4 mg/L以下 0.04 mg/L以下

3 mg/L以下 3 mg/kg以下 3 mg/L以下 1 mg/L以下
0.06 mg/L以下 0.06 mg/kg以下 0.06 mg/L以下 0.006 mg/L以下
0.02 mg/L以下 0.02 mg/kg以下 0.02 mg/L以下 0.002 mg/L以下
0.06 mg/L以下 0.06 mg/kg以下 0.06 mg/L以下 0.006 mg/L以下
0.03 mg/L以下 0.03 mg/kg以下 0.03 mg/L以下 0.003 mg/L以下
0.2 mg/L以下 0.2 mg/kg以下 0.2 mg/L以下 0.02 mg/L以下
0.1 mg/L以下 0.1 mg/kg以下 0.1 mg/L以下 0.01 mg/L以下
0.3 mg/L以下 0.1 mg/kg以下 0.1 mg/L以下 0.01 mg/L以下

－ 4 mg/kg以下 4 mg/L以下 1 mg/L以下
－ 10 mg/kg以下 10 mg/L以下 0.14 mg/L以下
－ 20 mg/kg以下 20 mg/L以下 0.8 mg/L以下
－ 15 mg/kg以下 15 mg/L以下 3 mg/L以下
－ 2.5 mg/kg以下 2.5 mg/L以下 0.25 mg/L以下
－ 2 mg/kg以下 2 mg/L以下 0.2 mg/L以下
－ 1.2 mg/kg以下 1.2 mg/L以下 0.12 mg/L以下
－ 1.5 mg/kg以下 1.5 mg/L以下 0.15 mg/L以下
－ 20 mg/kg以下 20 mg/L以下 0.2 mg/L以下

3 ng/g以下 － － －
　金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令

昭和４８年２月１７日総理府令第５号（平成１５年１２月２４日環令第３２号改正）

溶出試験

廃棄物の種類

判定方法

鉛又はその化合物
有機燐化合物

トリクロロエチレン

燃え殻、ばいじん
汚泥、鉱さい

1,3-ジクロロプロペン

検出されないこと
含有量試験

検出されないこと

廃酸、廃アルカリ 非水溶性の
無機性汚泥

チラウム
シマジン

検出されないこと

1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン

1,1,1-トリクロロエタン

1.2-ジクロロエタン

テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素

バナジウム又はその化合物

ダイオキシン類

検出されないこと

検出されないこと
検出されないことポリ塩化ビフェニル

亜鉛又はその化合物
弗化物
ベリリウム又はその化合物

チオベンカルブ

1,1,2-トリクロロエタン

フェノール類

埋立処分 海洋投入処分

ニッケル又はその化合物
クロム又はその化合物

ベンゼン
セレン又はその化合物
有機塩素化合物
銅又はその化合物

金属等を含む産業廃棄物に関わる判定基準、土壌の環境基準（１）

六価クロム化合物
砒素又はその化合物
シアン化合物

水銀又はその化合物
カドミウム又はその化合物

検出されないこと
含有量試験含有量試験

有機性汚泥

-116-



判定方法
アルキル水銀
総水銀 0.005 mg/L以下 0.005 mg/L以下 0.0005 mg/L以下
カドミニウム 0.1 mg/L以下 0.1 mg/L以下 0.01 mg/L以下 1 mg/kg未満
鉛 0.1 mg/L以下 0.1 mg/L以下 5 mg/kg以下 0.01 mg/L以下
有機リン 1 mg/L以下 1 mg/L以下
六価クロム 0.5 mg/L以下 0.5 mg/L以下 25 mg/kg以下 0.05 mg/L以下
砒素 0.1 mg/L以下 0.1 mg/L以下 5 mg/kg以下 0.01 mg/L以下 15 mg/kg未満
全シアン 1 mg/L以下 1 mg/L以下
ＰＣＢ 0.003 mg/L以下 0.003 mg/L以下
トリクロロエチレン 0.3 mg/L以下 0.3 mg/L以下 15 mg/kg以下 0.03 mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1 mg/L以下 0.1 mg/L以下 5 mg/kg以下 0.01 mg/L以下
ジクロロメタン 0.2 mg/L以下 0.2 mg/L以下 10 mg/kg以下 0.02 mg/L以下
四塩化炭素 0.02 mg/L以下 0.02 mg/L以下 1 mg/kg以下 0.002 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L以下 0.04 mg/L以下 2 mg/kg以下 0.004 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 0.2 mg/L以下 0.2 mg/L以下 10 mg/kg以下 0.02 mg/L以下
シス1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L以下 0.4 mg/L以下 0.04 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L以下 3 mg/L以下 150 mg/kg以下 1 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L以下 0.06 mg/L以下 3 mg/kg以下 0.006 mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L以下 0.02 mg/L以下 1 mg/kg以下 0.002 mg/L以下
チラウム 0.06 mg/L以下 0.06 mg/L以下 0.006 mg/L以下
シマジン 0.03 mg/L以下 0.03 mg/L以下 1.5 mg/kg以下 0.003 mg/L以下
チオベンカルブ 0.2 mg/L以下 0.2 mg/L以下 10 mg/kg以下 0.02 mg/L以下
ベンゼン 0.1 mg/L以下 0.1 mg/L以下 5 mg/kg以下 0.01 mg/L以下
セレン 0.1 mg/L以下 0.1 mg/L以下 5 mg/kg以下 0.01 mg/L以下
有機塩素化合物 40 mg/L以下 40 mg/kg以下
銅 3 mg/L以下 70 mg/kg以下 125 mg/kg未満
亜鉛 5 mg/L以下 450 mg/kg以下
フッ化物 15 mg/L以下 40 mg/kg以下 0.8 mg/L以下
ベリリウム 2.5 mg/L以下 125 mg/kg以下
クロム 2 mg/L以下 100 mg/kg以下
ニッケル 1.2 mg/L以下 60 mg/kg以下
バナジウム 1.5 mg/L以下 75 mg/kg以下
フェノール類
ほう素 1.0 mg/L以下
ダイオキシン類 10 pg/L以下

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第５条第１項に規定する埋立場所
等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める総理府令
　　　昭和４８年２月１７日総理府令第６号（平成１５年５月１４日政令第２２３号改正）

土壌の汚染に係る環境基準について
　　　平成３年８月２３日環境庁告示第４６号（平成１３年３月２８日第１６号改正）

－

溶出試験

－

土壌汚染に係る環境基準

含有量試験
廃油

海上焼却
廃棄物

溶出試験
水底土砂

－

廃酸、廃アルカリ
含有量試験

産業廃棄物に係る判定基準、土壌の環境基準（２）

検出されないこと 検出されないこと －
－
－

埋立場所への排出

検出されないこと －
－

含有量試験

－
－

－ －
検出されないこと

－

－
－

－

検出されないこと

－
－
－
－

検出されないこと －
－

検出されないこと

－

－
－
－

－
－
－
－
－
－

検出されないこと

－

－

－

－

－
－
－

－

－

－

－
－

－

－
－－

－
－

－

－

※２　土壌汚染に係る環境基準の項目のうち、カドミニウムについては農用地における米の含有量、
　　　 砒素・銅については農用地（田）の土壌の含有量も対象とする。

－
－
－
－

－ －
※１　埋立場所へ排出する水底土砂の項目のうち、有機塩素化合物は含有量試験。

－－
－－ －
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項目
カドミウム 0.01 mg/L以下 150 mg/kg以下
全シアン (遊離シアン)50 mg/kg以下
有機燐 　 　
鉛 0.01 mg/L以下 150 mg/kg以下
六価クロム 0.05 mg/L以下 250 mg/kg以下
砒素 0.01 mg/L以下 150 mg/kg以下
総水銀 0.0005 mg/L以下 15 mg/kg以下
アルキル水銀 　 　
ＰＣＢ 　 　
ジクロロメタン 0.02 mg/L以下 　 　
四塩化炭素 0.002 mg/L以下 　 　
１，２－ジクロロエタン 0.004 mg/L以下 　 　
１，１－ジクロロエチレン 0.02 mg/L以下 　 　
シス－１，２－ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下 　 　
１，１，１，－トリクロロエタン 1 mg/L以下 　 　
１，１，２，－トリクロロエタン 0.006 mg/L以下 　 　
トリクロロエチレン 0.03 mg/L以下 　 　
テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下 　 　
１，３－ジクロロプロペン 0.002 mg/L以下 　 　
チウラム 0.006 mg/L以下 　 　
シマジン 0.003 mg/L以下 　 　
チオベンカルブ 0.02 mg/L以下 　 　
ベンゼン 0.01 mg/L以下 　 　
セレン 0.01 mg/L以下 150 mg/kg以下
ふっ素 0.8 mg/L以下 4,000 mg/kg以下
ほう素 1 mg/L以下 4,000 mg/kg以下

土壌汚染対策法に係る特定有害物質及び指定区域の指定基準
平成14年12月26日環境省令第29号

検出されないこと

溶出量基準 含有量基準

土壌汚染対策法に係る特定有害物質及び指定区域の指定基準

検出されないこと
検出されないこと

検出されないこと
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次式による算出値（Ｃ）以上のもの
Ｃ＝ 0.18×△Ｈ／（Ｊ×Ｓ）　（ｐｐｍ） △Ｈ　：平均潮差（ｍ）

Ｊ　：溶出率
Ｓ　：安全率

潮汐の影響に比して副振動の影響を強く受ける海域においては平均潮差に代えて次式の
△Ｈとする。

△Ｈ＝ 副振動の平均振幅（ｍ）×12×60（分）／平均周期（分）

溶出率は、当該水域の比較的高濃度に汚染されていると考えられる4地点以上の底質に
ついて「底質調査方法」の溶出試験により求め、その平均値とする。

安全率Ｓ　： 10 漁業が行われていない地域
50 底質及び底質に付着している生物を接種する魚介類の漁獲量が

総漁獲量のおおむね1/2以下の水域
100 上記漁獲量の割合がおおむね1/2を越える水域

ppm以上
魚介類のＰＣＢ汚染の推移から見てさらに問題がある水域においては、より厳しい基準値を設定するよう配慮する。

昭和５０年１０月２８日環水管第１１９号　環境庁水質保全局長通知（昭和６３年９月８日第１２７号改正）

Ⅴ．付録

：　百分率
：百万分立
：十億分立。１ｐｐｂは、０．００１ｐｐｍに当たる。
：一兆分立。１ｐｐｔは、０．００１ｐｐｂに当たる。
：水１リットル当たりの物質の重量（ミリグラム）。水質測定項目の最も一般的な単位。

水の比重が１の場合は、ｐｐｍで表示することがある
：水１リットルあたりの物質の重量（マイクログラム）。１μｇ／Lは０．００１ｍｇ／Lに当たる。
　水の比重が１の場合は、ｐｐｂで表示することがある。
：水１リットル当たりの物質の重量（ナノグラム）。１ｎｇ／Lは０．００１μｇ／Lに当たる。

水の比重が１の場合、ｐｐｔで表示することがある。
：水１リットル当たりの物質の重量（ピコグラム）。１ｐｇ／Lは０．００１ｎｇ／Lに当たる。
：最確数のこと。水中の大腸菌の単位。複数の測定結果の中から、統計的に最も妥当な数値として選ばれる値。
：コロニー形成単位のこと。
：水中の導電率の単位。

底質の暫定除去基準
暫定除去基準（底質の乾燥重量当たり）

  テラ　　　　ギガ　　　　メガ　　　　　　キロ　　　　ヘクト　　　　デカ　　　　　デシ　　　　　センチ　　　　　ミリ　　　　マイクロ　　　　ナノ　　　　ピコ
  Ｔ　　　　　Ｇ　　　　　Ｍ　　　　　Ｋ　　　　　ｈ　　　　　Ｄ　　　　　ｄ　　　　　ｃ　　　　　ｍ　　　　　?　　　　　ｎ　　　　　ｐ

PCB

河川、湖沼
25 ppm以上

海　　域

水銀

10

           12                   9                        6                    3                     2                      1                       -1                   -2                    -3                   -6                    -9                  -12

  １０　　　　１０　　　　１０　　　　１０　　　　１０　　　　１０　　　　１０　　　　１０　　　　１０　　　　１０　　　　１０　　　　１０

％
ｐｐｍ
ｐｐｂ
ｐｐｔ
ｍｇ／L

μｇ／L

ｎｇ／L

ｐｇ／L
ＭＰＮ

μＳ／ｃｍ
ＣＦＵ

単　位　一　覧
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かな索引

56あ行 汚濁負荷量
3亜鉛

亜塩素酸イオン か行28
62 1アオコ 外観
63 108青潮 快適水質項目
63 25赤潮 界面活性剤
42 2悪臭物質 化学的酸素要求量
47 48アジ化ナトリウム 過酸化水素
32 65アジピン酸エステル 河床堆積物
32 73アジピン酸ジエチルヘキシル ガスクロマトグラフ質量分析法
38 60アシュラム 河川直接浄化法
11,20 68亜硝酸態窒素 可塑剤
43 58アセトアルデヒド 活性汚泥法
39 59アセフェート 活性炭吸着法
32 60アゾキストロピン 合併処理浄化槽
40 5アメニティ カドミウム
50 27アルカリ度 かび臭
7 50アルキル水銀 カリウム

31 29アルキルフェノール カルボフラン
31 50アルキルフェノールエトキシレート カルシウム
34 54アルドリン 環境基準
26 55アルミニウム 環境基準点
15 57アンチモン 環境権
42 68アンモニア 環境ホルモン物質
20 109アンモニウム態窒素 監視項目
13 15,44イソキサチオン キシレン
44 44イソ吉草酸 吉草酸
43 38イソバレルアルデヒド キャプタン
37 70イソフェンホス 吸光光度法
43 59イソブタノール 凝集沈殿法
43 21イソブチルアルデヒド 強熱減量
13 45イソプロチオラン クリプトスポリジウム
23 19一般細菌数 クロム
38 35イプロジオン クロルデン
14 14イプロベンホス クロルニトロフェン
40 37イミノクタジン クロルピリホス
55 14上乗せ基準 クロロタロニル
16 38ウラン クロロネブ
52 22エイムス試験 クロロフィル
33 12,23エストラジオール クロロホルム
33 22エストロジェン ケイ酸
33 59エストロン 下水処理
33 61エチニルエストラジオール 嫌気性微生物
40 76エトフェンプロックス 健康項目
37 70エトリジアゾール 原子吸光光度法
16 71エピクロロヒドリン 検出下限値
48 61塩化水素 好気性微生物
36 58塩化トリフェニルスズ 公共下水道
35 56塩化トリブチルスズ 公共用水域
16 71塩化ビニルモノマー 高速液体クロマトグラフ法
24 30塩素イオン コプラナーＰＣＢ
28塩素酸
34エンドリン
13オキシン銅
31オクチルフェノール
33オクタクロロスチレン
56汚濁原単位
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63さ行 生物濃縮
43 61酢酸エチル 生物分解
49 59酸化還元電位 生物膜法

116 10産業廃棄物 セレン
64 24酸性雨 総硬度
52 71酸素消費速度 操作ブランク
51 21酸度 総有機態炭素
26 56残留塩素 総量規制
5 22シアン 藻類生産潜在能力
7四塩化炭素

ジオキサン た行16
27 13ジオスミン ダイアジノン
26 30,104色度 ダイオキシン類
14 3ジクロルボス 大腸菌群数
28 69ジクロロアセトニトリル 耐用一日摂取量
8 26ジクロロエタン 濁度
8,12 66ジクロロエチレン 多自然型工法

27 60ジクロロ酢酸 脱窒
29 9ジクロロフェノキシ酢酸 チウラム
33 10ジクロロフェノール チオベンカルブ
12 40ジクロロプロパン チオジカルブ
9 63ジクロロプロペン 地下水汚染

13 64ジクロロベンゼン 地下水涵養
7 20ジクロロメタン 窒素

61 45自浄作用 腸球菌
40 72ジチオピル 定量下限値
41 34シデュロン ディルドリン
65 18指標生物 鉄
48 65ジフェニルアルシン酸 デトライタス
23 9ジブロモクロロメタン テトラクロロエチレン
9 46シマジン テトロドトキシン

25 39臭気 テルブカルブ
44 71臭気官能試験 添加回収試験
26 49臭気強度 電気伝導度

109 18修景用水 銅
26 1臭素酸 透視度
59 49硝化 導電率
11,20 1硝酸態窒素 透明度
59 46消毒 ドウモイ酸
25 35蒸発残留物 トキサフェン
22 69,104シリカ 毒性等価係数

109 69親水用水 毒性等価量
1 56水温 特定施設
6 58水銀 都市下水路

110 117水産用水 土壌環境基準
66 71水質事故 トラベルブランク
65 40水生生物 トリクロピル
2 38水素イオン濃度 トリクロホスメチル

108 37水道基準 トリクロルホン
49 8スズ トリクロロエタン
33,44 9スチレン トリクロロエチレン
77 28生活環境項目 トリクロロ酢酸
64 23,24生態学 トリハロメタン
71 42精度管理 トリメチルアミン
2 15,44生物化学的酸素要求量 トルエン
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41な行 フラザスルフロン
62 65内部生産 プランクトン
68 47内分泌撹乱作用 プルトニウム
24 38ナトリウム フルトラニル
55 4375％水質値 プロピオンアルデヒド
38 44ナプロパミド プロピオン酸
5 40鉛 プロピコナゾール

28 14二酸化塩素 プロピザミド
15 23ニッケル ブロモジクロロメタン
33 23ニトロトルエン ブロモホルム
42 45二硫化メチル ふん便性大腸菌群数
65 62ネクトン 閉鎖性水域

111 3農薬指針値 ヘキサン抽出物質
31 63ノニルフェノール ヘドロ
31 35ノニルフェノールエトキシレート ヘプタクロル

49ベリリウム
45は行 ベロ毒素

55,106 52排水基準 変異原性
69 38発ガン物質 ペンシクロン
49 39バナジウム ベンスリド
43 10バレルアルデヒド ベンゼン
41 32ハロスルフロンメチル ベンゾ（ａ）ピレン
31 32非イオン界面活性剤 ベンゾフェノン
6 6 33ビオトープ ペンタクロロフェノール
32 28ビスフェノールＡ ベンタゾン
6 39砒素 ペンディメタリン

34 65ビテロジェニン ベントス
65 39非特定汚染源 ベンフルラリン
45 47病原性大腸菌 放射性物質
64 28表流水 抱水クロラール
37 10ピリダフェンチオン ほう素
40 47ピリブチカルブ ホスゲン
22 40フェオフィチン ホセチル
62 7富栄養化 ポリ塩化ビフェニル
13 41フェニトロチオン ポリカーバメイト
14 30フェノブカルブ ポリクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン
18 30フェノール類 ポリクロロジベンゾフラン
64 31伏流水 ポリ臭化ビフェニル
52 27腐植質 ホルムアルデヒド
39ブタミホス

フタル酸エステル ま行31
15,31 35フタル酸ジエチルへキシル マイレックス
31 50フタル酸ジブチル マグネシウム
42 59ブチルアルデヒド 膜分離法
32 16,19ブチルベンゼン マンガン
10 20フッ素 無機態窒素
52 21フミン質 無機態リン
3 39浮遊物質量 メコプロップ

39メタラキシル
43メチルイソブチルケトン
27メチルイソボルネオール
39メチルダイムロン
29メチル-t-ブチルエーテル
42メチルメルカプタン
38メプロニル
15モリブデン
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ら行や行
52 44有機塩素化合物 酪酸
21 27有機汚濁 ランゲリア指数
35 58有機スズ 流域下水道
20 42有機態窒素 硫化水素
21 51有機態リン 硫化物イオン
61 42有機物 硫化メチル
51 50有機リン 硫酸イオン
64 53湧水 粒度組成
3 21油分 リン

12,105 21要監視項目 リン酸態リン
52 55,82ヨウ素消費量 類型指定
3 6溶存酸素 六価クロム

54要調査項目
22葉緑素
56横出し基準

英名索引

22 49ＡＧＰ ＯＲＰ
21 31ＡＴＵ－ＢＯＤ ＰＢＢ
35 7ＢＨＣ ＰＣＢ
2 30ＢＯＤ ＰＣＤＤ
2 30ＣＯＤ ＰＣＤＦ

30 34Ｃｏ－ＰＣＢ ＰＣＰ
29 22,4-Ｄ ｐＨ
34 34ＤＤＴ ＰＯＰｓ
3 54ＤＯ ＰＲＴＲ

14 3ＥＰＮ ＳＳ
71 36ＧＣ－ＭＳ ＴＢＴ
35 69ＨＣＨ ＴＤＩ
71 69,104ＨＰＬＣ ＴＥＦ
70 69ＩＣＰ ＴＥＱ
68 21ＬＤ ＴＯＣ５０

45 14Ｏ－１５７ ＴＰＮ
36ＴＰＴ
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